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NURSING EDUCATION FOR HEALTH DEVELOPMENT
AND THE JAPAN 

INTERNATONAL COOPERATION AGENCY （JICA）

Beverly Henry, RN, PhD, HonDSc, Professor, Okinawa Prefectural College of Nursing 

Okinawa Prefectural College of Nursing (College) is fortunate to have close by, a JICA
office and the Okinawa International Center (OIC). JICA was established in 1974 and OIC in
1985. JICA is responsible for technical cooperation in Japan's Official Development Assis-
tance programs. The Okinawa International Center is JICA's contact office in Okinawa pre-
fecture and as such is in charge of its technical training programs. Basic to these programs is
Japan's commitment to economic development through self-help in developing countries for
world peace and stability. The values implied in this commitment are aligned with those of
nursing. They are reflected in our teaching.  

At the College, international health and nursing is a central feature. However, as an aca-
demic institution sponsored and supported by the prefecture, naturally the health of prefec-
tural citizens is our first concern: The health problems and needs of those living in Okinawa
is the starting point of our thinking and teaching. Nevertheless, the faculty recognize that
intelligent actions for health locally require that, concomitantly, we think nationally and
internationally. Health in Okinawa affects and is affected by the health and diseases in Japan,
East Asia, and the world. Disease knows no national boundaries. Unhealthy life styles, which
are damaging in one country, appeal to citizens of other countries: There is Westernization of
diet, lack of exercise, and use of tobacco. The traditional Okinawan life style, which includes
a great deal of physical exercise and a diet low in saturated fat and high in vegetables, is
among the healthiest in the world. Okinawa still has more citizens over the age of 100 years
than any other place on earth. But today's more westernized diet in Okinawa along with
sedentary living and cigarette smoking is producing many of the same diseases and health
problems common to North America and Europe. These are facts about globalization that
students and faculty take as challenges in analysis of health problems, health systems, and
nursing for developing countries. Developing countries comprise about 150 of the world's
nearly 200 nations and the majority of the world's people.    

Teachers in the College are committed to preparing students not only for hospitals in rich
nations, but also for leadership in primary health care and community service in developing
ones as well. Community analysis, health promotion, and health education are heavily
emphasized, as is understanding the relationship of health development to political and eco-
nomic stability, and national health policy.  Nursing leadership for these is addressed sys-
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tematically throughout our programs. We convey to students that as interdependent "citizens
of the world" their obligation is to the progress of all societies and that nursing leadership
entails using scientific knowledge and practical experience to touch people's lives  when they
are sick and when they are well.    

Students learn about JICA and its training courses here and on foreign soil as part of their
introduction to international health. All students and faculty are invited to take part in the fre-
quent sessions we hold at the College for JICA trainees from abroad. The regional origins of
the doctors and nurses who have trained at the College include Africa, the Americas, South-
East Asia, and the Western Pacific. Through JICA's program for Community Health Adminis-
tration in Small Pacific island nations, by sharing with trainees while they study at the Col-
lege, a great deal has been learned about health problems and the challenges to human
resources development in Samoa, Papua New Guinea, Tonga, Fiji, Vanuatu, the Cook
Islands, Kiribati, and Palau. The nurse and doctor trainees in JICA's courses are public
health leaders in their homeland where they typically work under terribly trying circum-
stances. They are faced with high rates of communicable disease and unsafe living condi-
tions. To counteract these, they have comparatively few resources. 

In preparation for the training courses, students work with faculty to search the World
Wide Web to locate and retrieve pertinent data to improve understanding of the socio-politi-
cal and economic contexts in the trainees' countries. The World Health Organization
(WHO), World Bank, U.S. Central Intelligence Agency  (CIA), the International Monetary
Fund, and UNICEF (United Nations Emergency Children's Fund) are among the best web
sites for comparative data. We recognize that our reporting of Okinawa's experience and our
recommendations to trainees must be highly sensitive to their home environments. It is criti-
cally important when recommending policies and programs in Cambodia, for example, that
we remember that Japan as the world's second richest economy has about $1700 (interna-
tional dollars) per person to spend for health and Cambodia has only $73. Recommendations
to be useful reflect knowledge of and an appreciation of this difference. 

While preparing to welcome international trainees, students learn that Japan has the
world's longest healthy life expectancy of about 75 years: This is as compared to Sierra
Leone with only 26 years. They learn that people in the healthiest regions of the world lose
some 9% of their lives to disability compared to 14% in the worst-off countries. Students are
often surprised to learn that in the United States some Native Americans and rural African
Americans have poor health, comparable to that of people living in developing countries.
Facts such as these help us think deeply about country-appropriate and sustainable
approaches to health development     

Students and faculty also improve their knowledge of such diseases as cholera, dengue
fever, and malaria, seen rarely in Japan. They broaden their understanding of infant and child
health, of where rates of fully immunized children are high and where they are low, the rea-
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sons for these rates, and the actions for disease prevention required by nurses in Okinawa.
Throughout, there is mutual learning and sharing.  

Japan through its foreign relations and cooperative outreach is helping to build a new
world order. National leaders recognize the importance of cooperation and international rela-
tions. They exert widespread effort to build constructive and cooperative relationships in a
wide range of technical areas including health care for international peace and security. 

JICA is an integral element in worldwide initiatives. With OIC, it is a world-class training
center for human resource development. Nurse educators and students in Okinawa benefit
greatly through their association with JICA-OIC. Our understanding of Japan's foreign policy
and the part health professionals with an expanded world-view play for health development is
enlarged. Learning together, comparing experiences, engaging in dialogue with people
throughout the world about health care for the most vulnerable, and promoting international
exchange that rises above geographical distance, helps everyone see more clearly viable
paths for progress toward health-for-all. 
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1 はじめに

本論文では、まずNICU（Neurosurgical Intensive Care
Unit）が対象とする脳神経外科疾患急性期の病態を解説
し、ついで、NICUにおいて行われているバルビツレー
ト療法（barbiturate therapy）と低体温療法に限定して、
その治療法と看護について考察した結果を報告する．

頭部外傷や脳血管障害発生時の脳障害を一次性脳損傷
という。NICUは、その後に引き続き起こる二次性脳損
傷を治療の対象としている。①脳虚血、脳酸素代謝率の
異常、脳浮腫や頭蓋内圧亢進といった二次性脳損傷の原
因となる病態と、②どのような作用機序でバルビツレー
ト療法や低体温療法がそれら病態に対して効果を示すの
か、さらに、③以上のことの理解に基礎をおいたNICU
看護はどのように展開されるべきか検討することが本総
説の目的である。

2 二次性脳損傷の原因となる病態

（1）NICUの対象疾患

NICUの対象疾患としては 表 1 に示すような疾患があ
る．一時的心停止による全脳虚血は、脳神経外科疾患で
はないが循環器外科が治療を依頼してくることが多い。
てんかん重積状態、尿崩症も NICU で治療されるが、本
論文ではこれについては言及せず、これ以外の疾患に共
通する、脳虚血、脳酸素代謝率の異常、脳浮腫や頭蓋内
圧亢進といった病態に、バルビツレート療法や低体温療
法がいかなるメカニズムを持っていて、臨床に応用され
ているかについて言及する。

１）沖縄県立看護大学　国際保健看護学
２）沖縄県立看護大学　病態生理学・疾病学

これまで、脳神経外科疾患に対する治療の主体は、二
次性脳損傷によって生じる脳浮腫、頭蓋内圧亢進に対す
る、ステロイド、高張利尿剤、髄液ドレナージ、内外減
圧術などであったが、現在では「二次性脳損傷のプロセ
スを抑止すること」に治療の中心が移ってきた。二次性
脳損傷の進行を防止するには、脳代謝率を抑制すればよ
いと以前からわかっていたが、それを実行するのに不可
欠な麻酔技術、呼吸循環管理技術が未熟であったのであ
る。これまで一部の施設で先駆的に行われてきたバルビ
ツレート療法、低体温療法が、比較的安全に行われるよ
うになってきたのは、麻酔と呼吸循環管理技術の発展に
よるところが大きい。

本論文では、破裂脳動脈瘤後の脳血管攣縮による脳虚
血に対するバルビツレート療法と脳挫傷後に対して行わ
れる低体温療法を取り上げた。低体温療法を行う重症頭
部外傷の対象は、グラスゴーコーマースケールが８点以
下で単独閉鎖性頭部外傷例である１)。

脳梗塞急性期（脳血流の完全閉塞）の症例は、発症か
ら３～６時間以内であればtPA（tissue plasminogen acti-
vator）の適応がある２)。残念ながら脳血栓、脳塞栓に対
するtPAは現在のところ医療保険が適応されていないが、
近い将来、発症早期に血栓溶解薬が投与された後、
reperfusion injuryの危険がある時期（発症後１週間以内
に脳出血を起こすことが多い。その頻度は65％に達する
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NICUの看護：重症脳障害の病態生理とバルビツレート療法、
低体温療法の看護

総　説

宮城裕子１） 宮城航一２）

＜抄録本文＞
NICU看護に必要な病態生理、頭蓋内圧亢進、脳灌流圧、脳組織代謝、二次性脳損傷の原因としてのグルタミン酸・カル

シウム説、脳内熱貯留現象、再灌流障害を解説し、これら病態に対するバルビツレート療法と低体温療法の作用機序につい
て述べた。また、以上の事項に基礎をおいたNICU看護はどのように展開されるべきか検討した。

バルビツレート療法と低体温療法は、その治療の特性から、「くも膜下出血後の脳血管攣縮による脳虚血に対するバルビ
ツレート療法」と「重症頭部外傷の治療に応用される低体温療法」について、①治療前の患者評価、②低体温、バルビツレ
ート療法時の注意、③ウイーニング中の注意、④低体温、バルビツレート療法の評価といった各段階で、看護上留意しなけ
ればならない事項を考察した。
キーワード：バルビツレート療法、NICUの看護、重症脳障害、脳血管攣縮、低体温療法

表 1. NICU の対象疾患
（1）脳血管障害急性期
１．クモ膜下出血
２．脳内出血
３．虚血性脳血管障害（血栓、塞栓）

（2）一時的心停止による全脳虚血
（3）頭部外傷

１．頭蓋内血腫
２．脳挫傷

（4）脳手術後患者
１．脳術後の管理
２．下垂体手術による尿崩症の管理

（5）てんかん重積状態



といわれる３））、これを防止する目的でバルビツレート
療法や低体温療法が行われるようになるであろう４)。

（2）NICUに必要な脳神経疾患の病態生理

１．脳血流

脳の大きさは、重量にして 1400gm前後である．脳は
１分間に約 750mlの血流を受けている。これは100gm当
たり53.6mlになる。体重 63kgの人では、全身血流量は
5400ml位なので、全身血流量の約 14%が脳を灌流してい
る事になる。

他臓器と比較する５)と、肝臓の血流量は 1500ml/min
（ 57.7ml/100gm・ min）、 腎 臓 は 1260ml/min
（ 420ml/100gm・ min）、 心 筋 は 250ml/min
（84ml/100gm・min）であるので、決して脳がずば抜け
て豊富な血流をもつわけではない（表 2）。

脳血流量が 17ml/100g/min以下になると意識障害が
出現するといわれる。

２．頭蓋内圧 intracranial pressure : ICPと脳灌流圧

cerebral perfusion pressure : CPP

脳灌流圧と平均動脈圧、頭蓋内圧との間には次のよう
な関係がある。

脳灌流圧 = 平均動脈圧 - 頭蓋内圧

頭蓋内圧の正常値は 50 - 200mmH2Oである．これを水
銀柱に換算すると 4.5 - 18mmHgとなる。平均動脈圧は
90mmHgぐらいが正常であるので、脳灌流圧は 70 -
85mmHg位となる。重症頭部外傷患者で脳灌流圧が
70mmHg以下で経過した患者の予後は悪く、脳灌流圧は
70mmHg以上に保つ必要がある。

また、

脳血流 = 脳還流圧 / 脳血管抵抗

という関係があり（脳血管抵抗 cerebral vascular resis-
tanceはCVRと略される）、脳血流は脳灌流圧の増減に大

きく影響される。脳灌流圧が 45 - 160mmHgの間にある
場合には、脳血管のautoregulationが働いて 脳血流は一
定に保たれる６)。一方、脳虚血の閾値は 脳灌流圧が
40mmHgとされている。頭蓋内圧亢進が致死的なのは、
脳灌流圧が減少し、これによって脳血流が低下し、脳虚
血となるからである。このような頭蓋内圧、脳灌流圧と
脳血流の関係を理解した患者把握がNICUの看護には必
要である。

３．脳の酸素代謝 CMRO2

脳血流のみならず、動脈血酸素分圧（PaO2）、脳酸素
代謝率を知ることも脳保護のためには必要である。動脈
血酸素分圧の異常は一時的心停止による全脳虚血など脳
疾患以外によることが多い。PaO2が急性に 35-40mmHg
以下になると意識障害が出現する。

脳の酸素消費量と脳血流の関係は、

脳酸素代謝率 = 脳血流量 x 動脈血酸素含量 x 酸素摂取率

という関係がある。脳酸素消費量は、動静脈の酸素飽和
度の差が変わらないとき、脳血流量に比例する．酸素摂
取率は、正常では0.4-0.55で、虚血では酸素摂取率は増
加する。

脳虚血では、はじめ脳血流量が低下（misery perfu-
sion）し、脳酸素摂取量（oxygen extraction fraction:
OEF）は上昇する。ところが乳酸アシドーシスが進むと
脳血管は拡張し、脳血流量が増加するluxury perfusionと
なる。このときになると脳酸素摂取量は低下し、頭蓋内
圧は亢進するようになる。

４．一次性と二次性脳損傷

脳損傷は一次性および二次性脳損傷に分けられる。一
次性損傷とは受傷時に生じる不可逆的な脳損傷のことで
ある。これに対して二次性脳損傷とは、その後の経過
で、低酸素症、頭蓋内圧亢進、低血圧、発熱など種々の
要因が原因となって起こる脳損傷のことである。すなわ
ち二次性脳損傷は、低酸素症、低血圧、頭蓋内圧亢進な
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どの諸因子に適切に対処すれば回避できる損傷のことで
ある。したがって二次性脳損傷の発生機序を理解し、ど
のようにそれを防止するかがNICUにおける治療の中心
となる。

５．グルタミン酸・カルシウム説７)

グルタミン酸は、脳における最も重要な興奮性神経伝
達物質である。しかし細胞外のグルタミン酸濃度が100
μM程度に上昇すると、これが神経毒として作用し神経
細胞は破壊される８)。Fadenらは、ラットを用いた実験
で、外傷性脳損傷により、細胞外に興奮性アミノ酸であ
るグルタミン酸、アスパラギン酸が放出され、これが二
次性脳損傷と関係すると報告している９)。ヒトにおける
頭部外傷においてもグルタミン酸が神経細胞外に放出さ
れ、これが神経毒として作用し二次性脳損傷をきたすと
いわれている10)。また、脳虚血においても細胞外のグル
タミン酸濃度が上昇すること12)、その結果、グルタミン
酸放出を伴う神経細胞障害が報告されている12,13)。しか
し、脳神経障害で放出されるグルタミン酸は、神経細胞
死を引き起こすのに必要なグルタミン酸濃度よりはるか
に低いので、グルタミン酸放出による神経細胞障害説に
否定的な論文もある14)。

細胞外のグルタミン酸濃度の上昇が神経細胞を障害す
るのは、細胞外のCa2+が細胞内に流入し、細胞内の酵素
が活性化されて構造蛋白や膜脂質を分解するからである
8)。ところが、このような実験結果にも拘らず、現在の
ところグルタミン酸受容体に対する拮抗薬の臨床成績は
十分な実績をあげていない15)。ただ、脳虚血周辺部の
penumbra領域（閉塞血管に隣接した動脈から、ある程
度血流を受けている領域をischemic penumbraいう。こ
れに対して発症早期に、組織の不可逆的変化が生じる領
域をischemic coreという。）ではグルタミン酸の拮抗薬
は脳保護作用を有していると報告されている16)。

グルタミン酸が正常化しても神経細胞死が進む理由
を、桐野は短時間の非常に高度の虚血に曝された場合
に、細胞死のスイッチが早期に入れられて（筆者注釈：
アポトーシスによる細胞死のメカニズムがスイッチオン
されることをいう）しまう可能性が考えられるといって
いる8)。

このグルタミン酸・カルシウム説は、あくまで仮説で
あって、神経細胞死の原因ではなくて、結果を示してい
るにすぎないのではないかという意見もある1)。

６．脳内熱貯留現象

脳温を２～３度低下させると、脳のエネルギー代謝は
変化しないにもかかわらず、虚血性神経細胞死は著しく
減少する17)。これは脳温を下げるとグルタミン酸の細胞
外放出が減少するからであると考えられている。

脳温は全身の体温を熱エネルギーの形で脳に運ぶ脳灌
流圧と、脳組織代謝のバランスに左右される。すなわ

ち、正常では、脳温の上昇は脳血流によって washout さ
れ、一定以上に脳温が上昇しないように調節されている
というわけである．つまり、脳血流には脳へ熱エネルギ
ーを運ぶと同時に一定以上には脳温を上昇させない機能
がある18)．

林は、重症頭部外傷患者は、脳内熱貯留現象をきたす
ために、脳代謝が亢進すると報告している19)．また脳内
熱貯留によって、フリーラジカルが増加し、これが血管
透過性を亢進させる結果、細胞外浮腫が加わって急速に
頭蓋内圧亢進が進行するという20)。粟屋は、脳温が核温

（深部体温のこと）より低い症例の予後は悪いと報告21)

している（ΔT=脳温－核温という式のΔTが負の値をと
る症例の予後は悪いという）。

７．再灌流障害 reperfusion injury

一定時間、脳虚血が続いた後、脳循環が再開されると
脳障害が強くなることが知られていて、これをreperfu-
sion injuryという22)。興奮性アミノ酸の放出、カルシウ
ムイオンの細胞内流入、フリーラジカルの産生増加など
が原因とされている。再灌流によって、神経症状、脳梗
塞巣の大きさは改善しないばかりか、出血性脳梗塞hem-
orrhagic cerebral infarctionの危険さえある23)。

Marionらのイヌを用いた実験によると、心停止後、１
１分経過した後に低体温療法を行ったところ、実験に用
いたイヌは、機能的には正常で、組織学的にも細胞障害
が少なかったことから、彼らはヒトの心停止後症例に低
体温療法を考慮すべきだと主張している24)。

3 NICUにおけるバルビツレート療法（barbiturate

therapy）と低体温療法

脳保護作用を持つと言われていた薬剤はいくつもあっ
たが、臨床的に有効性が確認された脳保護薬は皆無であ
る。永久虚血の症例では、詰まった血管の末梢へ脳保護
薬は浸透できないのであるから当然なことである。事
実、投与された脳保護薬が多少とも浸透すると考えられ
る脳虚血巣周辺部（penumbra領域）では、グルタミン
酸拮抗薬は脳保護作用を有していると報告されている
16)。現在では、脳障害の急性期を、脳組織酸素代謝を抑
制することで乗り切り、二次的脳損傷を最小限に抑える
ことを目的にバルビツレート療法や低体温療法といった
冬眠療法が行われている。

両治療法ともNICUにおける呼吸循環管理が必要なの
で、高齢者には危険性が大きく、また高齢者でなくと
も、一時性脳損傷が強いと、たとえ救命できても重篤な
意識障害を残すことが予想されるのでバルビツレート療
法や低体温療法の適応とはならない。例えば、脳出血の
患者では、まず血腫除去術を行ってNICUにおける治療
を行うことになる。この場合、たとえ救命しえても、
ADLが著しく悪い結果となることがあり、家族とのしっ
かりとしたインフォームドコンセントが必要となる。こ
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のように一時性脳損傷と二次性脳損傷を臨床的に区別す
るのは難しく、積極的な治療を行えば行うほど、植物状
態へ移行する症例を生み出すという問題点を指摘する報
告もある25)。

現在、バルビツレート療法、低体温療法のいずれにも
長けた施設は殆どなく、頭蓋内圧亢進を脳低温療法では
どうしてもコントロールできなくて、バルビツレートを
併用するという具合で、重症頭部外傷患者がきた場合に
は、ある施設では低体温療法、他の施設ではバルビツレ
ート療法が行われている。

（1）Thiopental sodium を用いたバルビツレート療法

バルビツレート（Barbiturate）には、脳代謝の抑制作
用26)、脳血流分布の改善作用27)、脳血管床を減じて頭蓋
内圧を下降させる作用28)、そしてradical scavenger作用29)

がある。これらの作用を利用して、頭部外傷をはじめと
する頭蓋内圧亢進症30,31,32,33)や、くも膜下出血後の脳血管
攣縮による局所性脳虚血にバルビツレート療法が応用さ
れている26,34,35)。

脳動脈瘤破裂後の脳血管攣縮による虚血巣では、血流
が完全に閉塞しているわけでなく、バルビツレートは脳
虚血部位にも浸透し、それ故、脳保護作用があらわれる
ものと考えられる。

低体温療法に比べるとバルビツレート療法は比較的長
期間行えるので、１週間以上続く脳血管攣縮には、１週
間もすると血小板減少症などの種々の合併症をきたしや
すい低体温療法より安全に行える。宮城は、脳血管攣縮
は平均9.6日間続き、最長17日間のバルビツレート療法
を行った症例を報告している34)。

頭蓋内圧のコントロールを目的とする場合は、バルビ
ツレートの麻酔深度をKierseyの脳波分類36)（図 1）で

2nd stageとし、脳虚血については、さらに麻酔深度を深
くして、Kierseyの脳波分類で、3rd-4th stageとする34)。
バルビツレートは、超短時間作用性のthiopental sodium
を用い、2-6mg/kg/min のthiopental sodiumをKierseyの
脳波分類を保つように量を調節しながら中心静脈から点
滴静注する。バルビツレートには強い呼吸循環抑制効果
があるので、厳重な呼吸循環管理が必要となる。Kiersey
の脳波分類で、3rd-4th stageにすると、覚醒時の約50%
にまで脳酸素代謝率を抑制する26)ことができる。

バルビツレートには、次に述べる低体温療法より強力
な頭蓋内圧下降作用があるので、低体温療法で頭蓋内圧
亢進のコントロールが不十分な症例には、バルビツレー
ト療法が併用される37)。

呼吸抑制、血圧低下作用のほかに、バルビツレートに
は、心室性期外収縮の出現、肺炎の合併をきたす可能性
がある。血圧低下には、dopamine、輸血、輸液で対処
し、脳灌流圧を70mmHg以上に保つようにする34)。
Schwabは、バルビツレート療法時の血圧低下に対処せ
ず、バルビツレート療法は脳灌流圧が下がるので頭蓋内
圧亢進に対する作用には疑問があると報告38,39)している。
血圧低下に対処せずバルビツレート療法でよい治療成績
を期待するのは無理な話である。宮城はバルビツレート
の血圧低下作用による脳灌流圧の減少を防ぐ目的で
dopamine hydrochlorideを用いて平均動脈圧を、頭蓋内
圧を測定しながら脳灌流圧を保つように調節して行って
いる34)。

低体温療法は、治癒機転、病態の悪化を先送りしてい
るだけだという意見もある32)。図２は脳血管攣縮に対し
てバルビツレート療法を実施した症例である。バルビツ
レート療法施行中も攣縮は解除してゆき、脳血管攣縮消
失後、手術を行い、その後にバルビツレート療法を止め

宮城他：NICUの看護：重症脳障害の病態生理とバルビツレート療法、低体温療法の看護
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ート療法は、脳波検査を経時的に記録しなが
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節する。（図は文献26、宮城航一、他：救急

医学7(9)1145-1152, 1983から引用）。



た症例である（図２）。バルビツレート療法に関する限
り本治療が治癒機転や病態の悪化を先送りしているとは
いえない。

以下に、脳血管攣縮症例に対するバルビツレート療法
に際しての必要事項を紹介する。

◆脳血管攣縮症例に対するバルビツレート療法の必要事
項

①バルビツレート療法開始前の神経症状をチェックす
る。

②脳波をモニタリングしながら、経静脈的にthiopental
sodiumを投与する。

③気管内挿管と調節呼吸を行い、動脈血ガス分析を行い
PaCO2 25-35torr、PaO2 100torr、pH 7.35-7.45に保つ。

④頭蓋内圧測定装置を装着（20mmHg以下を保つ）し、
平均動脈圧から脳灌流圧（70mmHg以上を保つ）を計
算し、平均動脈圧が90mmHg以上になるように0.2%
dopamine hydrochlorideを微量注入ポンプで持続静注
する。

⑤バルビツレートの持続静注は微量注入ポンプを使用す
る。脳波が burst and suppressionを示す投与量に設定
する。

⑥心電図および動脈圧をモニタリングし、バルビツレー
トの血圧降下に対してもやはり、0.2% dopamine
hydrochlorideで対応する。

⑦中心静脈圧をモニタリングし、5cm H2Oの圧になるよ
うに輸液量を調節する。

⑧経過中、胸部レントゲン撮影、脳血管写、CT スキャ
ンを検査する。特に脳血管撮影は１～３日に１回検査
する。CTスキャンで、脳動脈瘤の再破裂や急性水頭
症の出現がないことを確認する。胸部レントゲン撮影
は、毎日検査する。

⑨電解質、動脈血ガス分析は朝夕検査し、血算、肝、腎
機能検査、血漿thiopental sodium濃度測定のための採
血を２、３日毎に行う。

⑩水分の出納と尿比重を測定する。

（2）低体温療法 Cerebral Hypothermia

脳低温が虚血脳神経細胞に対して保護作用を有してい
ることが報告されて以来、低体温療法は虚血性脳疾患に
応用が試みられてきたが、現在では主として頭部外傷の
治療に用いられている。

低体温療法には、脳内熱貯留の防止、脳内興奮性神経
伝達物質放出の抑制による細胞内Ca2+の増加防止（興奮
性アミノ酸：グルターメート放出の抑制）、シナプス機
能抑制による遅発性神経細胞死の防止、脳内毛細血管内
圧低下による脳浮腫と頭蓋内圧亢進の防止、脳内酸素消
費量の低下により虚血状態に対する抵抗力増大、体血圧
と全身酸素代謝の安定化、消化器系粘膜アシドーシスの
改善、フリーラジカル活性の抑制などによって、二次的
神経細胞死を抑える作用40)がある。低体温療法を、脳虚
血やくも膜下出血に応用する試みもあるが、主として重
症頭部外傷の治療に応用されている。

低体温によって脳代謝率は低下する（体温が１度低下
すると脳血流量と平行して脳酸素消費量も 6.7%ずつ減少
する）が、体温を低くすればするほど心房細動、血液凝
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図２　右頚動脈血管

造影：症例は36歳、

男性。主訴は激しい

頭痛。くも膜下出血

後、４日して紹介入

院、右シルビウス裂

内血腫を伴った右中

大脳動脈の破裂性脳

動脈瘤であった。図

左上は、破裂後７日の右内頚動脈造影であるが、内頚動脈分岐

部に著明な脳血管攣縮を認め、破裂後９日後からバルビツレー

ト療法を開始した。図右上は、バルビツレート療法２日目の右

内頚動脈造影の所見であるが、右中大脳動脈の脳血管攣縮は解

除され、右前大脳動脈も攣縮は残るものの造影されるようにな

った。しかし右中大脳動脈の動脈瘤より末梢部の攣縮は逆に強

くなっている。図左下の血管撮影はバルビツレート療法３日目

である。図右下の血管撮影はバルビツレート療法11日目である

が、動脈瘤より末梢の右中大脳動脈の攣縮は解除され、この日

にバルビツレート麻酔のまま開頭動脈瘤頚部クリッピング術を

行った。手術後バルビツレート療法を止める。患者は麻痺を残

さず元の職に復帰した。

左上：

脳動脈瘤破裂後

７日

右上：

バルビツレート

療法２日目

左下：

バルビツレート

療法３日目

右下：

バルビツレート

療法11日目



固異常、肺感染症、低血圧、アシドーシスなどの合併症
も発生頻度が高くなり、臨床成績も悪くなる。しかし、
心臓への負荷の少ない、34度程度の低体温では脳保護作
用は弱く、脳保護を目的とする場合には、全身への侵襲
が強い 32-33度の低体温にする必要がある19)。

低体温は冷却ブランケットを用いて行う。体温が下降
しにくい症例では、冷水による胃洗浄を併用する。この
療法は麻酔下に行われ、レスピレーターによる呼吸管理
が必要である。脳温を直接計測することは難しいので内
頚静脈洞温を酸素飽和度（SjO2）と同時に測定する。低
体温療法により脳酸素代謝率が抑制されるとSjO2は上昇
する。SaO2、Endotidal CO2、頭蓋内圧もモニターする。
低体温によって血圧は低下するが、脳灌流圧を70mmHg
以上に保つよう、平均動脈圧は90mmHg以上に維持す
る。低体温中は心筋抑制により心拍出量が低下するの
で、心電図をモニターすると同時に、持続的心拍出量を
計測し、ドブタミンなどの循環作動薬を使用する。

低体温はカリウムの細胞内移行による低カリウム血症
から徐脈、房室ブロック、心室性期外収縮や心室細動が
誘発され、さらには心停止を起こす危険性さえある。し
かし低体温中にカリウムを補正すると復温時に高カリウ
ム血症となる危険性があるので注意が必要である。血中
カリウム濃度が3mEq/l以下に低下すると補正を考えな
くてはならない。

また脳機能を診断するため脳波を経時的に記録する。
低体温療法中の患者は麻酔薬、筋弛緩剤を使用するため
無気肺になりやすい。

低体温療法が行える期間は、その全身状態に与える影
響から限界があり、施行後10-14日目までに復温を完了
すべきと考えられている1)。この期間内には、脳血管攣
縮は解除しないことが多いので、脳血管攣縮には脳低温
療法は不向きである。布施は低体温が脳血管攣縮の緩解
を遅らせている可能性があるといっている1)ことも考え
合わせると、脳血管攣縮による脳梗塞予防には、先に述
べたバルビツレート療法が適応である。

なお、低体温療法から復温時に頭蓋内圧亢進をきたす
症例があり、復温は時間をかけて行う。

以下に脳挫傷に対する低体温療法の必要事項を紹介す
る。

◆脳挫傷に対する低体温療法の必要事項

①低体温療法開始前の神経症状を評価する。
②調節呼吸を行い、シバリングを抑制するために筋弛緩

剤を併用する。
③体を冷却マットで冷却する（32-34度）。スワン・ガン

ツカテーテルを挿入して肺動脈温を、深部体温は直腸
温を、頚静脈球部温を脳温として測定する。頚静脈球
部温の測定は同時に内頚静脈酸素飽和度（70-80%）も
連続して測定できるカテーテル（opticath）を使う。

④心電図および動脈圧（平均動脈圧90mmHg以上を保

つ）をモニターする。
⑤経皮的酸素飽和度を測定する。
⑥頭蓋内圧（20mmHg以下を保つ）の持続測定を行う。
⑦持続的心拍出量装置を用いて測定する。
⑧持続呼気炭酸ガス分圧計をモニターする。
⑨持続的脳波検査を行う。
⑩胸部レントゲン撮影を連日撮影する。
⑪動脈血ガス分析、血液電解質、血算を連日、生化学検

査のための採血を隔日に行う。
⑫水分の出納と尿比重の測定をする。
⑬麻痺性イレウス対策にイレウス管を挿入しておく。
⑭抗生物質を予防的に使用する。
⑮高カロリー輸液を行う。

4 バルビツレート療法と低体温療法の看護

中枢神経系疾患の急激な病態の変動に対処するために
は、正確な観察力とその疾病についての病態、採用した
治療方法の機序、副作用から起こりうる合併症まで理解
していることが重要である。以下、①治療前の患者評
価、②低体温、バルビツレート療法時の注意、③ウイー
ニング中の注意、④低体温、バルビツレート療法の評価
に分けて考察する。

（1）バルビツレート療法と低体温療法前の患者評価

治療に入る前に、医師は何を目的としてバルビツレー
ト療法あるいは低体温療法を行おうとしているのか、は
っきりと理解している必要がある。NICUはチーム医療
なので患者についての情報と治療目的をチームで共有す
ることが大切である。また看護師は、治療前の状態を把
握（看護診断）してはじめて、治療の有効性や行われた
看護が適切なものであったかのかを判断できる。治療前
の状態を把握しておくために、意識レベル、高次脳機
能、麻痺の状態などの他、身体所見について把握してお
く。

（2）バルビツレート療法、低体温療法中の観察点とモニ

タリング

バルビツレート療法の最大の欠点は呼吸抑制と血圧低
下である。低体温療法も含めてNICUでは全例、動脈圧
がモニタリングされる。

脳の代謝は、脳波パターンを指標とする。宮城は脳波
検査上の波形（Kiersey36））は脳酸素代謝率と関係し、バ
ルビツレートによる麻酔深度を反映することを明らかに
した26)。バルビツレート療法のみならず、低体温療法に
おいても脳波検査は脳代謝のモニタリングに有用であ
る。

しかしながら、忘れてならないのは、バルビツレート
療法、低体温療法など厳重な NICU管理下での治療が必
要な患者でこそ、データーだけに頼る看護診断は危険
で、遺漏のない患者観察が必要である。データーは結果
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を示しているに過ぎず、観察結果と予測される病態の展
開を考慮し、悪化を未然にくい止める看護が必要であ
る。

１．バルビツレート療法、低体温療法中、看護上留意す

べき事項。

リアルタイムで患者の脳循環と代謝の変化を捉える必
要が強調されているが、前述したように、最も大切な事
は、予想される病態の予防処置を行う事である．

脳血管攣縮に対するバルビツレート療法の場合は、脳
血管写で脳血管攣縮の解除が認められるまで治療は続け
られる。低体温療法は32－33度まで体温を下げて治療が
行われるが、体温が35度以下になると免疫力は低下し昜
感染状態となり、肺炎などの重篤な感染症を合併しやす
い。脳挫傷に対する低体温療法の場合は、脳波所見を指
標としてその改善まで治療は続けられるが、合併症を考
慮すると低体温療法は復温の期間を含め10-14日が目安
となる。

バルビツレート療法、低体温療法中は患者の神経症状
の観察が困難であり、頭蓋内圧モニターやバイタル、酸
素飽和度測定などが重要な指標となる。また、呼吸管理
はバルビツレート療法、低体温療法施行中は全身麻酔下
で人工呼吸器を装着して行われる。

頭部は脳疾患では頭蓋内圧を考慮して挙上する方がよ
いとされるが、特にバルビツレート療法では低血圧に傾
くので、脳還流圧を考慮しなければならない。

また低体温中はインスリンの分泌低下やインスリンの
感受性の低下から高血糖に傾くので、高血糖にも注意し
なければならない41)。また血液ガス、電解質、生化学検
査の結果にも注目して、異常値を示す際には、その原因
と対処法についてチーム全員が明確に理解できるように
する。

２．バルビツレート療法、低体温療法による合併症とそ

の予防策

①肺　炎
バルビツレート療法、低体温療法では、長期の臥床と

なり、麻酔薬、筋弛緩薬を使用するため無気肺が生じや
すく、また昜感染状態のため気道感染が生じやすい。ま
た気管内挿管された状態では、気管粘膜の線毛運動の低
下により分泌物が停滞して、痰が多くなることに加え、
痰の粘調度も高まり、貯留した分泌物は細菌感染の温床
となりやすい。そのため、看護師は重篤な感染症を引き
起こさないよう細心の注意が必要である。

観察点として、痰の性状（色、量の変化）、肺音（肺
雑音、呼吸音聴取の有無）、血液ガスデータ（動脈血酸
素分圧低下の有無）、バイタルサイン（発熱、血圧、脈
拍の変化）、胸部レントゲン写真（肺炎、無気肺、肺う
っ血）、炎症性所見（白血球数、CRPの上昇など）、喀痰
細菌培養の結果を把握する。

肺炎予防のため、２時間毎の体位変換や肺理学療法、
頻回なネブライザー吸入、口腔内ケアを行い口腔内の清
潔保持に努め、痰の吸引を励行する。吸痰はICPモニタ
ーを観察しながら清潔操作で行う。また体位の影響によ
り下側肺に痰が貯留し無気肺が生じやすくなるので、痰
の気管への移動を促すため、体位による排痰やsqueez-
ing法（呼吸介助手技と邦訳されるがまだ広く認知され
た用語ではない）を行う。痰の排出を目的とする体位
は、40-60度の角度が必要であるが、症例によってこの
角度が危険な場合もあるので医師と協議してから、２時
間以内の間隔で体位変換する。種々の機器が取り付けら
れている患者での体位変換には、制約があり不十分にな
ることがあって沈下性肺炎を合併しやすいので、感染予
防とともに、万一の感染徴候を見逃さないよう観察す
る。このため呼吸音を聴取し、毎日検査される胸部レン
トゲン撮影の結果も確認し、その結果を体位ドレナージ
やsqueezingの参考にする。

Vibration法（バイブレータ療法）では頭蓋内圧が上昇
することがあり、モニターを観察しながら行う。最近で
はsqueezingを推奨し、percussion法（タッピング法）や
vibration法は不整脈を誘発する危険性から避けられる方
向にある42)。また過挿管は無気肺の原因となるため、気
管内挿管チューブが挿入されている深さを守ることが重
要なので、チューブはしっかり固定し、吸引処置の際や
勤務交代時に固定状況を確認する。

挿管チューブの抜去後も、気道閉塞に注意し、呼吸
音、呼吸回数、肺野音の他、バイタルを観察するととも
に、ネブライザーや体位変換など排痰を促す処置が必要
である。

②全身感染、敗血症
中心静脈栄養のルート、動脈圧モニターの動脈カテー

テル穿刺部位、留置導尿カテーテル、ドレーン、手術創
などからの感染は、敗血症に至ることがある。低体温、
バルビツレート療法中は発熱しないが、覚醒させてゆく
に従い感染の徴候が出現することが多い。全身感染症の
死亡率は 40%、敗血症による死亡率は 80%に達する43)の
で感染症対策は重要である。脳神経外科疾患では、脳浮
腫対策から、意図的に脱水状態にすることが多いので、
敗血症により容易にショックに陥り、致死的となる。

中心静脈栄養ルートや留置導尿カテーテルは感染源と
なりやすいので、ルートの交換日を明示し定期的に交換
し、これが感染源とならぬように努める必要がある。創
部、ドレーン挿入部の消毒は医師が行うが、看護師も毎
日無菌的に三方活栓部、接続部のガーゼ交換を行う。そ
の際、排液バックを含め、ドレナージ回路の清潔操作に
注意する。ドレーンからの排液量とその性状にも注意を
払い、ドレーンの位置、挿入部の滲出・ガーゼ汚染の有
無を観察する。
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③低カリウム血症
低体温療法では、低カリウム血症が進行する。血液電

解質の検査値や心電図モニターで不整脈の出現などに注
意する。浮腫の有無と水分出納（点滴量と尿量のバラン
ス）をも確認する。また低体温は麻痺性イレウスを生じ
易くするが、低カリウム血症もイレウスの原因となるの
で、あらかじめイレウス管を挿入しておく。

④長期臥床と深部静脈血栓症（Deep Venous Thrombo-
sis）の合併
長期臥床では下肢に静脈血栓が生じやすく、離床時に

血栓が遊離して肺動脈内に塞栓を起こし、急激な呼吸不
全、循環不全となることが知られている。時にこれが致
死的となるのでこの合併症は軽視できない。ベッド上で
の下肢のリハビリやマッサージなどの血栓予防を行う。

NICUから離床できる状態にまで回復して病棟に帰室
するケースは少ないが、離床の前に下肢の浮腫や下肢の
径に左右差を認めれば、静脈血栓を疑い、エコーや静脈
造影検査、MRA（magnet resonance angiography）が必
要となる。肺塞栓症を来たしてから緊急処置を慌てるよ
り、前記の手続きを踏んでから離床させるのが賢明であ
る。

⑤ドレナージに関係する問題
挿入される各種ドレーン（硬膜外ドレーン・頭皮下ド

レーン・硬膜下ドレーン・脳室ドレーン）は手術中の状
態や予測される症状によってその種類・挿入部位、本数
などが異なるが、どの部位にどのような目的でドレーン
が挿入されているかを把握し、観察を行う。

ドレーンは体位変換時、移動時に排液バッグに溜まっ
た液が逆流しないよう注意が必要である。ドレーンは自
然抜去しないようしっかり固定しておく。脳室ドレーン
が折れ曲がったり、液の排出口が高かったりすると髄液
の排出が十分できず、容易に頭蓋内圧は亢進し、バイタ
ルが悪化する。経時的な観察を行い、髄液の性状、流
出、圧設定において状態の変化を正確に把握する。ドレ
ナージ中は体動が制限され、肺合併症など種々の合併症
を起こしやすいので、感染・合併症防止に努め、可能な
限りドレーンは早く抜去する。

（3）ウイーニング中の注意

低体温療法から復温には３～７日を要する。復温に際
し、頭蓋内圧を亢進させるシバリング、バッキングをき
たす。シバリング、バッキングには、通常、鎮静剤や筋
弛緩剤でコントロールするが、これには迅速な抑制処置
が必要である。復温時は、喀痰量も増加するので、吸引
と体位ドレナージを頻回にする必要がある。

また復温時には高カリウム血症になりやすく、心電図
モニター上ではテント状Ｔ波、Ｐ波の消失、QRSの延長
がみられる。バイタル、心電図モニターに注意し、心機

能障害の早期発見に努める。
低体温中は、不感蒸泄量も低下するため尿量が補液量

の目安になるが、復温時には体温上昇とともに不感蒸泄
量も増加するため、バイタル、心電図モニター、CVP
値、ショック状態の観察についても十分注意する。

覚醒してくるに伴い、体動が激しくなるので、患者自
身によるカニューレ類の抜去には注意が必要である。患
者の手が届かないように、頻回のチェックが必要であ
る。

低体温からの復温、バルビツレートによる麻酔状態か
らの覚醒に伴い、結果としてこれら冬眠療法期間が短か
った場合は、脳血管自動調節機能が障害されたままのこ
とがある。その際には20mmHg以上の血圧変動や脳静脈
循環を悪化させる縦隔内圧、膀胱内圧、便秘や腸麻痺に
よる腹圧上昇が急性脳腫脹を進行させるといわれてい
る。低体温療法、あるいはバルビツレート療法からのウ
イーニングにより頭蓋内圧亢進が抑制できなくなった場
合には、再冷却、あるいはバルビツレート療法を再開せ
ざるをえない場合もある。冬眠療法は、ウイーニングの
管理と治療の終了の判断が最も難しい。

低体温療法の復温時には、肝臓にトラップされていた
血小板が血中に遊離してくるので末梢血管や肺血管に血
栓形成が起こる危険性がある。この予防策としての四肢
のマッサージについてはすでに言及した。

（4）バルビツレート療法、低体温療法の評価

一般病棟へ、転棟する前に、バルビツレート療法、低
体温療法が初期の目的を達せたか患者の状態を評価す
る。一般病棟へ持ち越しとなった問題点についても、そ
の後の経過を把握するため病棟に患者を訪問する必要も
でてくる。このような評価作業があってはじめて、
NICU看護を改善させ、より精度の高い看護を展開する
ことができる。

（5）病態に影響する看護

免疫細胞の栄養源といわれるグルタミンは筋肉に多く
含まれている。グルタミン不足の状態では筋肉からグル
タミンが放出される44,45)。麻酔のため不動状態である患
者の四肢を３～４時間毎に屈伸させたり、マッサージす
ることは、単に廃用症候群の予防にとどまらず、免疫力
を高める積極的治療となる18)という意見もあるが、その
エビデンスはまだなく今後の課題である。手っ取り早い
解決法は、点滴内容にグルタミンを加えることで、その
エビデンスは報告されている46)。

5 まとめ

NICUにおいて行われる治療は、医師、看護師による
チーム医療が原則である。チーム医療で重要なことは、
患者の情報を共有しながら治療することである。とくに
バルビツレート療法、低体温療法などの特殊な治療で
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は、人体のメカニズムに逆らって麻酔をかけ、自発呼吸
を抑え人工呼吸器による管理を行うため、殊のほか治療
目的と方法を理解し、情報を共有することが大切であ
る。この治療過程には肺炎、無気肺、細菌感染、心機能
低下など様々な合併症の危険があり、合併症を発生させ
ない、すなわち予防策が看護の主体となる。適正な治療
上の管理を行うためには病態生理を理解した観察、ケア
と専門職としての知識と技術の習得が重要である。

中核病院における急性期治療の先端的治療において
は、今後ますます、チーム医療の体制が確立して行くと
予想される。そこでは、医師も看護師も、エキスパート
として医療技術の発展に知識においても技術においても
遅れをとらぬように絶えず修練する必要がある。遅れを
とらぬためには、自身がそれを研究課題にして取り組む
ことと考えている。二次性脳損傷の機序についても、将
来新たな知見が加わり、それに対応して治療法も変わる
に違いない。

追　記）本論分の要旨は、宮城航一が沖縄県立看護大
学のFaculty Developing Programで講義している。その
講義録に、宮城裕子が看護の視点から加筆したものであ
る。
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Nursing in neurosurgical intensive care unit: Pathophysiolo-
gy of secondary brain damage, and barbiturate therapy and

hypothermia for severe brain damage.

Yuko MIYAGI1) Koichi MIYAGI2)

Abstract
Treatments in NICU are aimed at hastening recovery and avoiding secondary brain damage after cere-

bral ischemia and head injury. Barbiturate therapy or/and hypothermia are utilized in the management of
cerebral ischemia or severe traumatic brain injury. The main aim of this review are (1) to provide a short
update on the most recent advances in our knowledge of the secondary brain damage mechanism after
brain ischemia and injury, (2) to clarify the points of nursing during the course of hypothermia or barbitu-
rate therapy.

Concerning the neuropathological process of secondary brain damage, we comment on the extracellu-
lar glutamate-mediated neuronal death, cerebral thermo-pooling, reperfusion injury. And we also mentioned
the cerebral protection mechanism of hypothermia and barbiturate therapy. As to the barbiturate therapy,
we mentioned the prophylactic use of barbiturate against cerebral hypoxia from cerebral arterial vasospasm
due to ruptured aneurysm. About hypothermia, we referred to this therapy for the severe head injury.

In conclusions, we emphasized the importance of nursing care to avoid complications which are possi-
ble to occur in hypothermia and barbiturate therapy. 

Key Words: barbiturate therapy, cerebral vasospasm, hypothermia, nursing in neurosurgical intensive care unit, severe

brain damage

1）Okinawa Prefectural College of Nursing, International Health and Nursing
2）Pathophysiology・Medical Diagnosis and Therapeutics



1 緒　言

厚生労働省は平成９年版厚生白書１）のなかで、「健康」
と「生活の質」の向上のために、「生活習慣病」の概念
を新しく提案し、その「生活習慣病」を予防する重要な
柱として、「適正な睡眠時間」や「朝食を毎日食べる」
などの睡眠習慣と密接に関連した項目をあげている。中
高年以降増加する不眠などの睡眠障害は、その原因の多
くが生活習慣に起因する2～4）と考えられ、生活習慣は青
年期から確立することが重要となる。

また、 不規則な睡眠習慣や貧弱な睡眠は、記憶や学
習能力の低下、集中力、感情コントロール等の高次脳機
能を顕著に障害することが判明している5～7）。特に、職
務上、正確さや緻密さを要求される看護職においては、
集中力や感情コントロール機能は重要であり、健康で快
適な生活を送る上でも睡眠習慣は重要となってくる。食

１）沖縄県立看護大学
２）琉球大学教育学部
３）沖縄県立浦添看護学校
４）沖縄県立中部病院

習慣においても、国民栄養の現状8）によれば朝食欠食者
は20代に最も多く、沖縄県の県民栄養調査においても同
様の傾向9）が報告されている。

これまで、睡眠健康に関する研究は各年代層を対象に
多数報告され、加齢変化や性差、地域差も明らかになっ
ているが、地域差では精神的ストレスからの睡眠障害４）

も指摘されている。看護学生の学生生活を見た場合、年
間を通じて行われる臨地実習や国家試験への取り組み
等、一般大学生と比較してストレスフルな学生生活を送
っていることが予測される。そこで、本研究は看護学生
の生活習慣の中の睡眠と食習慣に焦点をあてて実態調査
し、睡眠健康に関する教育の示唆を得ることを目的とし
た。

2 研究方法

対象者は、県内の２施設の看護学校（全日制）の学生
247名で（回答数242名・回収率98.0％）、そのうち、治
療中の健康障害を有する者、性別の不明の者を除外し、
特別の場合を除く過去１ヶ月間の睡眠状態と食習慣につ
いて、質問紙への自己記入法によるアンケート調査を行
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石川りみ子１） 奥間裕美２） 上江洲榮子２） 伊芸美代子３）

島田みつ子３） 金城絹子３） 饒辺聖子４）

青年期において不規則な睡眠習慣や貧弱な睡眠は、記憶や学習能力の低下、集中力、感情コントロール機能等の高次脳機
能を低下させると言われ、問題となっている。職務上、正確さや緻密さを要求される看護職においては、集中力や感情コン
トロール機能は重要であり、健康的で快適な生活を送る上でも睡眠習慣は重要となってくる。そこで、本研究は看護学生の
睡眠習慣の実態を調査し、特に睡眠習慣と食習慣に焦点をあてて、健康との関連での示唆を得ることを目的とした。

研究方法
対象者は、県内の２施設の看護学校（全日制）の学生247名で（回答数242名・回収率98.0％）、そのうち、治療中の健康

障害を有する者、性別の不明の者を除外し、特別の場合を除く過去１ヶ月間の睡眠状態についてアンケート調査を行った。
コントロール群は一般大学生264名で前述同様の者を除外し調査を行った。調査内容は、性別、年齢、睡眠習慣に関連した
項目（16項目）、および白川らによる「睡眠健康危険度得点関連項目」である。調査に同意の得られた学生に対して一斉に
行った。

結果及び結論
１）看護学生群は、一般大学生と比較して就寝・起床時刻が早く、睡眠を充分とっていると認識している学生が多くみられ

たが、昼間の居眠りは比較的高い比率を示した。
２）睡眠健康危険度得点の分析によると、「入眠潜時」が高値で「寝酒」や「睡眠薬」が一般大学生群と比較して有意に高

かったことと、「起床困難」・「床離れ」・「熟眠感がない」が高値であったことから、睡眠の質についての問題が示唆
された。

３）食習慣については、一般大学生同様、各食事に欠食がみられ、睡眠習慣との関連が示唆された。
これらのことから、看護学生の日常生活におけるストレスへも目を向け、対処法を考えて支援することが教育効果を高

めるとともに、健康への支援にもつながると考える。
キーワード：看護学生、睡眠健康、睡眠習慣、睡眠障害、食習慣



った。コントロール群は県内の短大・大学あわせて４校
の健康・栄養系以外の一般大学生264名から前述同様の
者を除外し調査を行った。調査内容は、性別、年齢、睡
眠習慣に関連した項目（16項目）、および白川ら2,4)によ
る「睡眠健康危険度得点関連項目」第１因子：睡眠維持
障害関連（①中途覚醒、②熟眠感、③夜間頻尿、④早朝
覚醒の４項目）、第２因子：睡眠随伴症状関連（⑤寝ぼ
け、⑥金縛り、⑦恐怖性入眠時幻覚、⑧むずむず脚・四
肢運動異常の４項目）、第３因子：睡眠時無呼吸関連

（⑨いびき、⑩睡眠時無呼吸の２項目）、第４因子：起床
困難関連（⑪起床困難、⑫床離れの２項目）、第５因
子：入眠障害関連（⑬睡眠薬、⑭入眠潜時の２項目）で
ある。「睡眠健康危険度得点関連項目」の得点化は白川
らに従い、各質問項目の睡眠内容に問題があると考えら
れる反応を高得点とし、問題が全くない場合には、得点
は０点とした。選択肢間の心理的距離は出来るだけ等間
隔となるように設定し、得点の範囲は０点から３点の範
囲である。この指標はアクチグラムによって裏付けられ
ており、その信頼性は報告されている10,11）。調査は、平
成13年国家試験が終了した2月下旬に、調査に同意の得

られた学生に対して一斉に行った。データの分析には統
計解析用ソフトspssを用いて、看護学生と一般大学生に
わけて比較し、数量化可能な項目（就寝・起床時刻、睡
眠時間、睡眠健康危険度得点関連項目）についてはt検
定を、分布はχ２検定を行った。また、欠食の頻度別の
睡眠健康危険度得点の比較については、一元配置分散分
析を行った。

3 結　果

看護学生の有効回答数は表１に示すとおり203名（男
性17名8.4%、女性169名91.6%）で、平均年齢は22.7±3.0
歳であった。一般大学生については、258名（男性89名
34.5%、女性169名65.5%）のうち男女の比率が看護学生
と同様になるよう男性のみを系統抽出法により抽出して
186名（男性17名9.1%、女性169名90.9%）とし、そのうち
有効回答数は184名（男性16名8.7%、女性168名91.3%）で
あった。
１. 睡眠習慣の比較

看護学生と一般大学生の睡眠習慣について表２をみて
みると、就寝時刻については、平日の場合には看護学生
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群0時8分（±62分）、一般大学生群0時41分で（±61分）
で両群とも午前０時を過ぎていたが、看護学生群は一般
大学生群と比較して有意に早く就寝していた(p<.001)。
休日の場合にはさらに１時間程度後退し、看護学生群１
時７分（±84分）、一般大学生群１時24分（±84分）で
あったが、平日同様、看護学生群が早く就寝していた
(p<.05)。起床時刻についても同様で、看護学生群は一般
大学生群より有意に早く、平日の場合平均６時46分（±
46分）(p<.001)、休日の場合平均９時29分（±100分）
(p<.01)であった。次に、睡眠時間についてみてみると、
平日は看護学生群、一般大学生群ともに6時間20分と同
値を示し、休日においても8時間余で差がみられなかっ
た。しかし、就寝時刻と起床時刻の散布図（図１）をみ
ると、看護学生群は就寝時刻が後退してもほとんどの学
生が8時以前には起床していた。一方、「睡眠時間が十分
である」（表３）と答えた看護学生は42.4%で、一般大学
生23.2％の約２倍の比率を示していたが、「居眠りの頻
度」では「しょっちゅう」から「たまに」までの回答比
率は看護学生群は91.1%であり、一般大学生群の69.8％と
比較してかなり高い比率を示した。「寝つけなくて寝酒

する」は「しょっちゅう」と「ときどき」をあわせると
一般大学生群0.5%（１人）であるのに対し、看護学生群
は5.4%（11人）と10倍の比率を示した。

２. 睡眠健康危険度得点の比較

看護学生群と一般大学生群の睡眠健康危険度得点を因
子別に比較すると、表５に示すとおり、睡眠維持障害関
連の第１因子、起床困難関連の第４因子および入眠障害
関連の第５因子に有意な差は認められなかったが、睡眠
随伴症状関連の第２因子(p<.05)と睡眠時無呼吸関連の第
３因子(p<.001)において看護学生群の危険度得点が有意
に高い値を示していた。

次に、項目別に比較すると、表６に示すとおり、第５
因子の入眠障害関連では、「寝つけなくて睡眠剤や安定
剤を飲む」は看護学生群が有意(p<.05）に睡眠健康危険
度得点が高く、また、表３で示したとおり「寝酒する」
の「たまに」から「しょっちゅう」をあわせると一般大
学生群は8.7％であったが、看護学生群は17.7％と有意に
高い比率(p<.01）であった。第２因子の睡眠随伴症状関
連では、「寝ぼけ」、「金縛り」、「恐怖性入眠時幻覚」の
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３項目で看護学生群が高い値を示し、中でも「金縛り」
については看護学生群0.301±0.624、一般大学生群
0.169±0.376(p<.05)となり、有意に看護学生群が高値を
示していた。睡眠時無呼吸関連の第３因子についてみて
みると、「いびき」は看護学生群0.753±0.961、一般大学
生群0.346±0.620(p<.001)となり、看護学生群の得点が有
意に高い値を示していた。「睡眠時無呼吸」については
看護学生群は0.049±0.311(p<.05)、一般大学生群が０で
あった。

３. 食習慣の比較

食習慣については表７に示すとおりである。朝食を摂
る頻度についてはほとんど差はみられず、両群とも「必
ず摂る」学生は半数程度であった。朝食を摂る時刻につ
いては看護学生群が７時24分（±42分）と有意(p<.01)に
早かったが同じ７時台であった。朝食を11時頃摂る学生
がいたことも同様であった。昼食・夕食ともに看護学生
群、一般大学生群の全員が必ず摂っているわけでなく、
両群とも「昼食を必ず摂る」と答えた比率は80%台であ
った。昼食を摂る平均時刻は有意差が認められたが、両
群ともに12時台であった。夕食時刻においても看護学生
群、一般大学生群とも70%台で、欠食する学生が多くみ
られた。夕食の時間帯は看護学生群19時40分（±48分）、
一般大学生群20時00分（±75分）で有意に看護学生群が
早かった。最も遅い夕食の時間帯は看護学生群23時30分
であったが、一般大学生群は午前１時であった。夜食を
摂っている学生は両群とも全体の１割程度で、平均時間
帯は両群とも10時台であった。最も遅い時間帯は看護学
生群午前２時、一般大学生群は午前１時であった。

次に、欠食の頻度と睡眠健康危険度との関連をみるた
め、欠食の頻度のカテゴリー別に睡眠健康危険度の総得
点の平均値を比較すると（表８）、朝食において「摂ら
ないことが多い」1.0245(p<.05)と有意に高い値を示し
た。同じく朝食で因子別にみてみると、起床困難関連の
第４因子が「ほとんど摂らない」0.9737(p<.05)と「摂ら
ないことが多い」1.0652(p<.01)とにかなり高い値を示し
た。他の昼食、夕食および夜食においては有意な差は認
められなかった。

4 考　察

看護学生がうける専門教育は健康に関する内容であ
り、その知識は自己の生活習慣にも影響を与えると考え
る。しかし、看護学生の生活スタイルに強い影響を与え
るものとして、臨地実習や国家試験への取り組みといっ
た看護教育に特徴的なカリキュラムがあげられ、それら
は看護学生の生活習慣とりわけ睡眠や食習慣にも影響を
及ぼすと考える。そこで、調査時期については、臨地実
習が多く、その後の国家試験への取り組み期間である最
高学年の最終時期とした。コントロール群として、同年
代の健康・栄養系以外の一般大学生を対象とし、健康に

関する知識の反映を比較検討しやすくした。コントロー
ル群の年齢については、一般大学生群には10代が約32％
いることに対し、看護学生群はわずかに１％であるが、
先行研究の白川の報告２）では睡眠時間や就寝・起床時刻
についての研究で大学生を19歳から29歳を20歳代の年齢
階級にまとめ、12歳から18歳の中・高校生の年齢階級と
区別し比較分析していることから、年齢による影響はな
いと考える。

次に、看護学生と一般大学生の睡眠習慣について比較
すると、就寝時刻は、平日の場合には両群とも午前０時
を過ぎていたが、看護学生群は一般大学生群と比較して
有意(p<.001)に早く就寝しており、休日の場合にも１時
間程度後退するものの、看護学生群が同様に早く(p<.05)
就寝していた。起床時刻についても同様で看護学生群は
平日の場合平均６時46分(p<.001)、休日の場合９時29分
(p<.01)で、一般大学生群より有意に早く起床している。
睡眠・覚醒スケジュールや睡眠時間は各年齢階級によっ
て異なり、幼児・学童期の朝型から中・高校生になると
就床時刻の平均が０時前後に急速に変化して生活スタイ
ルが夜型にシフトし、それは40歳代まで続くといった急
激な生活パターンのシフトは社会的生活スタイルの激変
の影響もあるが、ヒトの発達とも関係し、成熟とともに
夜型志向の生活スタイルに変化することが指摘２）されて
いる。そのように考えると、看護学生も同様に就寝時刻
は夜型の生活スタイルを反映しているといえる。しか
し、睡眠健康を考えた場合、普通の人は７～８時間の睡
眠時間をとっており、死亡率の面からも７～８時間は最
も低く、６時間以下の短眠者、９時間以上の長眠者はと
もに暫時その死亡率は高くなり、５時間以下では７～８
時間の1.5倍、４時間以下では2.3倍になるとの報告12)も
あることから、６時間以下の睡眠時間は問題となろう。
睡眠時間については、看護学生群・一般大学生群ともに
平日６時間20分で、休日においても約８時間半であっ
た。就寝・起床時刻の散布図で示すとおり、看護学生群
は５時頃から７時40分頃にまたがって集中しているが、
一般大学生群は５時40分頃から９時頃まで広がりのある
散布図を示した。看護学生群は就寝時刻にかかわらず、
起床時刻にほぼ一定の傾向がみられたことから、一般大
学生と比較して選択肢の少ないカリキュラムによって、
一定時刻の起床が迫られ実際的には睡眠不足を伴ってい
ると考えられる。「睡眠時間が十分である」と答えた看
護学生群は42.4%で、一般大学生群23.2％と約２倍の比率
を示しているにもかかわらず、「居眠りの頻度」では

「しょっちゅう」から「たまに」までの回答比率は看護
学生群は91.1%、一般大学生群は69.8％で、かなり高い比
率で看護学生群に居眠りがみられた。また、「寝つけな
くて寝酒する」は「しょっちゅう」から「たまに」をあ
わせると看護学生群は17.7％と有意に高い比率(p<.01）
であったことと睡眠健康危険度得点からの分析でも、第
５因子入眠障害関連の「寝つけなくて睡眠剤や安定剤を
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飲む」では看護学生群が有意(p<.05）に高かったことか
ら、看護学生群は寝つきが悪いことを示している。ま
た、睡眠時間が十分と認識している学生が多い割には、
居眠りや寝酒などの比率が高く睡眠の質については問題
があることが示唆された。睡眠の質をあらわすものとし
て第２因子睡眠随伴症状関連では、「寝ぼけ」、「金縛
り」、「恐怖性入眠時幻覚」の３項目で一般大学生群より
看護学生群が高い値を示し、中でも「金縛り」について
は有意(p<.05)に看護学生群が高値を示していた。「金縛
り」そのものは異常ではないが看護職者に多いとの報告
13）もあり、不規則な睡眠習慣、睡眠不足、ストレスなど
が示唆されている。睡眠時無呼吸関連の第３因子につい
ては「いびき」が看護学生群が0.753±0.961と有意
(p<.001)に高く、「睡眠時無呼吸」については一般大学生
群が0であるのに対し、看護学生群は0.049±0.311(p<.05)
であった。睡眠時の無呼吸は酸素供給を阻害し、睡眠の
中途覚醒を招き、疲労回復や脳の活性化にも悪影響を与
えることが予想される。睡眠時無呼吸はアルコール飲用
がひきがねとなること、睡眠薬を使用すると呼吸をさら
に抑制して危険であること、激しいいびきかくことなど
が指摘14)されている。寝酒や睡眠剤の服用は呼吸抑制や
上気道閉塞を招く15）とも言われており、看護学生群の寝
酒や睡眠薬の服用の習慣にも問題が示唆された。

食習慣については看護学生群も一般大学生と同様欠食
の傾向が見られた。欠食の頻度における睡眠健康危険度
得点の合計点の比較（表８）では、朝食の欠食と危険度
得点は有意に高く、因子別では起床困難関連の第４因子
が「摂らないことが多い」と「ほとんど摂らない」にか
なり高い値を示した。田中ら16）は、中学生の夏休み中の
睡眠健康に及ぼす影響について検討しており、就床時
刻・起床時刻の遅延による睡眠健康悪化が、朝食の欠食
や気分悪化に関与していること、睡眠時間の短縮化によ
る睡眠健康悪化が、睡眠不足感及び朝食の欠食と関連し
ていることを報告している。看護学生においても、朝食
の欠食と睡眠健康との関連が示唆されたことから、睡眠
の質を考えるときに食事の習慣も含めて生活指導を行う
ことが重要と考える。宮城ら17）はラットの実験で、給餌
時間帯の変動は明暗サイクルと同程度にあるいはそれ以
上に睡眠・覚醒のリズムの変化を惹き起こすと報告して
おり、摂食することが覚醒リズムにつながることから、
規則正しい食習慣をもつことも睡眠健康の改善にもつな
がるといえる。また、看護学生の学校生活をみてみると
臨地実習や国家試験受験勉強等に伴う長期のストレス状
況下にあることも考えられる。ストレスは不眠症を招く
ため、看護学生の睡眠健康と食習慣を健康の観点から考
えた場合、日常生活におけるストレスへの対処法にも目
を向け取り組むことは重要である。これらの結果を踏ま
え、看護学生を支援することが学生の健康に関する学習
成果を高めるとともに、健康への支援にもつながると考
える。

5 結　論

１）看護学生は、一般大学生と比較して就寝・起床時
刻が早く、睡眠を充分とっていると認識している学
生が多くみられたが、昼間の居眠りは比較的高い比
率を示した。

２）睡眠健康危険度得点の分析によると、「入眠潜時」
が高値で「寝酒」や「睡眠薬」が一般大学生群と比
較して有意に高かったことと、「起床困難」・「床
離れ」・「熟眠感がない」が高値であったことか
ら、睡眠の質についての問題が示唆された。

３）食習慣については、一般大学生同様、各食事に欠
食がみられ、睡眠習慣との関連が示唆された。

以上のことから、質のよい睡眠を得るための生活のサ
イクルとしての改善策と、臨地実習や国家試験への取り
組み等ストレスフルの状況下にあることも考慮して、支
援することが教育効果を高めるとともに、健康への支援
にもつながると考える。
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Research on nursing student's sleep-health
and eating habits

Ishikawa Rimiko, R.N., M.H.S.1) Okuma Hiromi, B.E.2) Uezu Eiko, Ph.D. 2)

Kinjo Kinuko,P.H.N. 3) Igei Miyoko, R.N.,B.E. 3) Shimada Mitsuko, M.W. LL. B.3)

Yohen Seiko, R.N., LL. B.4)

Purpose: Irregular sleeping customs and poor sleep pose a problem for young adults in so far as they
are said to cause a reduction in high order brain functions, such as memory, study capability, concentration
and emotional control functioning. Since accuracy and precision are requirements of the nursing profes-
sion, concentration and emotional control are very important in the fulfillment of the nurse's duties.  It is,
therefore, just as important that a nurse have a healthy and comfortable life style which promotes healthy
sleeping habits. For this reason the research focused on actual sleep and eating habits aimed at obtaining
some suggestions in connection with health. 

Methods:  A questionnaire which focused on the participants' sleeping conditions for the past one
month was given to day students of two nursing schools. Out of a total of 247 students, 242 replied (a return
of 98.0%). From this total, those students were eliminated who were undergoing medical treatment or those
whose gender was not indicated. A control group consisting of 264 general college students were also stud-
ied (students in this group were also eliminated under the same conditions as above). The contents of the
investigation consisted of gender, age, 16 items related to sleep habits and life style, as well as other rele-
vant items from the questionnaire on sleep and health authored by Shirakawa and others. The investigation
was carried out in its entirety with the students who consented to participate.

Findings and conclusion:
1)  Compared to the ordinary college students, the nursing students get to bed, and are up early.

Although many more nursing students are very conscious of the necessity for sleep, they dozed off
in the daytime.

2)  From an analysis of "sleep health risk scores", compared to ordinary college students, nursing stu-
dents' scores were higher in items of "difficulty in initiating sleep", and the use of "night caps" and
"sleeping pills". The nursing students also scored higher in items of "difficulties in waking up" and
"getting out of bed" and " feelings of a lack of sleep ". Thus the problem of the nursing students'
quality of sleep was brought out. 

3)  The nursing students took the meals irregularly as did the ordinary college students. Their eating
habits were related to sleeping habits.

The above findings show that, the attention should be payed to the stress in nursing students' daily life,
the ways to support them and help them to cope. Besides heightening educational effectiveness, this will
also lead to support for their health. 

Key Words: Nursing students,  Sleep-health,  Sleep habits,  Sleep disturbance, Eating habits
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琉球政府立看護学校の琉球大学委託制度の実態
と制度及び修了者の果たした役割を探る

原　著

大嶺千枝子１）

背景：琉球政府の行った看護教育の特徴は琉球大學と提携した教育を行ったことである。その１つは１年間の琉球大学委託
制度（以下、「琉大委託制度」と省略）である。1954年から1972年までの19年間にわたり継続したが、これまで本制度に関
する研究は全く行われていない。

目的：琉大委託制度及び修了者の経歴や役割認識等を通し、沖縄の看護の基盤整備にもたらした制度の意義及び修了者が沖
縄の看護の向上に果たした役割を究明する。現在、公文的な関係書類の入手が困難なことから、調査を行うことで指導者等
の発言や記述の検証と共に沖縄の看護史の正しい記録資料に資することを目的とする。

研究デザイン：琉大委託修了者121名を対象にアンケート調査を行い、調査結果及び当時の教育関係者の情報を基に、可能
な限り客観的に史実としての検証に留意する。

結果：本制度は、沖縄の看護の人材育成を目的として琉球大學規則により、1954年に開始し1972年まで継続して123名が修
了、本土復帰を期に廃止された。修了者の経歴から90%以上は看護関係職に従事し、看護教諭の経験者は33%である。修了
者の多くは看護行政、教育、臨床で管理的な指導者として重要な役割を果たしている。個別には大學教育を通して幅広く知
識を学び、自己実現に役立つたと高く評価している。1960年代に入り､厚生省認定の看護教師の確保が進み制度の有効活用
に形骸化が生じている。当時、制度の意義を再認識していたならば指導者層の更なる育成に繋がったと考える。琉大委託制
度は看護の人材育成により看護の質および社会的地位の向上等、本県の看護の基盤整備に多大な貢献を為し、目的を充分達
成したと評価したい。また、沖縄の看護教育史に関する記述の確認や一部修正を行うことが出来た。
キーワード：琉球政府の看護教育の特徴、琉球大學普及部、委託制度の実態　委託修了者の経歴と果たした役割、琉大委託

制度の評価

1 緒言

本県の看護教育が戦後数年の手さぐり期を経て本格的
に行われるようになったのは、1951年の琉球列島米国民
政府布令（布令第35号､看護婦養成学校法、布令第36号､
看護婦資格審査委員会・1951年１月19日）によるといえ
よう。その間、沖縄の本土復帰を目前にして保健婦助産
婦看護婦法に準拠した公衆衛生看護婦助産婦看護婦法

（1968年立法第149号）を経て、1972年の復帰により保健
師助産師看護師法に基づく看護教育が行われている。

戦後27年間、特に琉球政府時代の看護教育の特徴は、
琉球列島米国民政府（United States Civil Administration
of the Ryukyu Island・USCAR）の看護指導者の指導の
もと、琉球大學と提携して看護教育の基礎が築かれてい
る。琉球政府立看護学校（以下、「看護学校」と省略）
は琉球大学と提携することで、看護学校で履修した科目
が琉球大学の単位として認定された。また、看護の人材
育成を目的として看護関係者を琉球大學に１年間学ばせ
る、即ち、琉球大学委託制度（以下、「琉大委託制度」
と省略）により121名の修了者１）を輩出したと記録され

１）沖縄県立看護大学

ている。看護学校が４年制大學と提携した教育は、我が
国の看護教育史において特異的、革新的であり多くの関
係者から高い評価を受けてきた。復帰後、保健師看護師
助産師学校養成所指定規則による教育に移行して30年が
経過している。半世紀前、沖縄の看護の基盤整備に向け
て、人材育成を目指して始められた琉大委託修了者の多
くは定年退職を迎え第一線を退いている。

琉大委託に関する公的文書や記録類の存在は、現在の
ところ不明であり、今後、関係史料や文書等の発掘がな
される可能性を思慮するが、これまでに本制度に関する
調査研究は行われていない。

このことから、アンケート調査を行い琉大委託制度の
概要、委託の実態及び修了者の動態、認識等から修了者
の果たした役割及び本制度が沖縄の看護にもたらした意
義を究明する。併せてこれまで、琉大委託制度に関して
当時の指導者達によって語られ記録されたこと及び筆者
自身がこれらを引用して沖縄の看護教育を紹介２）してき
たことから、これらを検証し、併せて沖縄の正しい看護
史の記録に資する事を目的とする。
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2 研究方法

１. 調査対象及び期間

調査対象は琉大委託修了者とされる121人の中で、看
護学校の中途退学者、外国在住者、死去等を除く102名
とした。調査期間は2002年７月～９月にかけて郵送によ
るアンケート調査を行った。なお、調査にあたりプライ
バシー保護の配慮のもとにアンケートは記名とし、後
日、内容確認など調査協力を得るために電話番号の提供
を依頼した。

２. 調査結果の分析方法

琉大委託に関する情報は看護関係の記念誌に修了総数
のみが記録され、その状況は当時の指導者の座談会など
における発言や断片的な記録の程度である。調査結果の
分析に際しては史実として検証することに留意した。従
って、記憶による回答の正確性を期すにあたり、質問間
で矛盾する回答は当該者に情報を提供し、電話や面談で
内容の確認や修正に努めた。質問によっては複数者が共
通した回答となるべきものが、異なる回答の場合は記憶
違いとして処理すると共に、当時の看護教育関係者３）の
情報及び看護関係の記念誌を参照に解答内容の検証に務

めた。就業動態については人事異動や転職及び退職等の
経歴から、職歴で最も長く勤務した職務を主たる業務と
して分類した。委託修了者の看護教師としての経験者の
把握に関しては、調査に関係なくコザ看護学校４）及び那
覇看護学校閉校記念誌５）の教員名簿等から情報を得てま
とめた。

3 調査結果

１. 看護関係者の琉球大学委託制度について

１）琉球大學委託に関する規定について

看護学校からの琉大委託制度は、琉球大學学則第14
章第38条：聴講生、研究生、委託生、外国人学生の規
定（1953年12月26日施行）を受け、表１に示す「委託
生及び聴講生に関する規定」（1954年７月１日施行）
によるものである６）。委託入学志願方法は願書、履歴
書、身体検査、写真に検定料２百円で登録２週間前迄
に学長に願い出る。更に、委託生は委託官公庁などの
委託書を必要としている。志願者の入学の決定は受講
科目に適当な学力を有すると認められる者の中から関
係学部の教授会の議を経て入学に至っている。入学し
た者は授業料（８単位までは１単位60円､９単位以上
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表１　委託生及び聴講生に関する規則

第１条　学則第14条により委託生及び聴講生の取り扱いについては、この規定の定めるところによる。
第２条　委託生及び聴講生の入学は、学期の始めに限ってこれを許可する。
第３条　削除
第４条　委託又は聴講生として入学を志願する者は、本学の所定の様式による願書、履歴書、身体検査

書、写真に検定料弐百円及び学力測定に必要と思われる資料を添えて、登録二週間前までに学
長に願い出なければならない。但し、委託生はこのほかに委託官公庁、学校、研究機関、その
他団体等の委託書を添付しなければならない。
２.委託生として入学を志願した時、並びに本学卒業者、修了者及び中途退学者が聴講生として
入学を志願した時は検定料を免除することができる。

第５条　委託又は聴講生は、その受講科目に適当な学力を有すると認められる者の中から関係学部の教
授会の議を経て入学させる。

第６条 委託生又は聴講生に対する入学の許可は、当該年限りとし引き続き聴講しょうとする者は、改
めて願い出なければならない。
２.前項後段の規定により引き続き聴講しょうとする者について検定料は徴収しない。

第７条　委託生又は聴講生として入学を許可された者は、直ちに授業料を納入して学生証の交付を受け
なければならない。
２.授業料の額は、八単位までは、一単位につき60円とし九単位までは正規学生に準じ一学期
500円とする。

第８条　委託生及び聴講生に対しては、実験実習費、学友会費、学生会費等正規学生に準じて徴収する
ことができる。
付則　この規定は1954年７月１日から施行する。



18単位までは１学期500円）を納入して学生証の交付
を受けている。

琉大委託の申請手順は、看護学校及び病院が琉球政
府厚生局医務課看護係りから推薦依頼を受けて、教務
会等が推薦候補者を選び当該者に対して琉大委託に関
する意思確認を行い看護行政に報告し、行政側が琉球
大學に対して委託申請を行っている７）。

２）琉大委託修了状況

委託修了者の動態は表２に示す通りである。調査結
果、1954年から1972年の19年間の委託修了者は123名
である。第２回目の２名が委託修了時点での進路変更
のために看護学校入学を辞退していることから８）修了
者は121名と記録されていると考える。従って、調査
対象は琉大委託修了総数123名から看護学校入学辞退
２名、中途退学６名、外国在住５名、死亡等８名を除
く102名に修正した。調査回収率は84名（82.4％）で
ある。

３）修了者の就業動態

主たる職種・業務について：回答した84名の免許取
得状況は看護師84名、保健師24名、助産師４名であ
る。就業動態は人事異動や転職、退職及び再就職など
が見られるため、経歴で最も長く勤務した職務を主た
る業務として分類した。その結果は看護関係47名
(56%)、保健関係５名（６%）、看護教師９名（10.7%）、
養護教諭16名（19%）及びその他７名（8.3%）である。
看護教師については通算15年以上にわたり看護学校、
大學及び高等学校で看護教諭として勤務した者とし
た。その他は薬種商、検査技師、医療関係事務職及び

退職後の専業主婦等と看護以外の業務に従事した者で
ある。なお、全修了者のうち看護学校で教師としての
教職経験者は38名（33%）である。
職位及び職歴について：職名及び職位は表３に示す

通りである。「職位」は当該者の在職中に得た最後の
上位職位の実人員を計上した。修了者の社会的役割を
評価するため、看護の指導的役割を担った者の基準を
県行政では課長級職、県立看護学校の副校長、国公立
病院の副看護部長及び民間病院総婦長及び大學の助教
授以上の職位にあった者とした。その結果は表３の通
り23名である。職位は本庁行政のライン次長及び施設
長を含む次長級以上の実人員は４名、県立看護学校長
参事監兼任及び次長級が各１名等である。県立病院は
次長級の看護部長２名等である。その他、大學教育の
教授（看護）及び民間立看護学校長各１名である。男
女雇用機会均等法の制定を受けて本県も女性の管理者
登用促進を図ってきたが、看護職者は他の県女性職員
に比べて比較的、早い時期から高い管理者登用率を示
してきている。９）「職歴」は23名が務めた全ての職務
経歴を再掲した、教育では大學教授２名、看護学校長
及び副校長職が８名、病院では看護部長職が13名等と
看護行政を始め、教育や臨床現場で多くの者が指導者
として本県の看護の基盤整備に関わっている。「退職
後」は公務員など定年退職後の職歴の再掲である。養
護教諭は単独勤務の関係上から昇任の機会に恵まれて
いない。

２　琉大委託期間及び委託生の状況

１）琉大委託状況

委託期間：1954年から1972年までの19年間である。
委託入学時期：看護学校入学前の者は1955年～1960年

大嶺：琉球政府立看護学校の琉球大学委託制度の実態と制度及び修了者の果たした役割を探る
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の56名（45.5%）、看護学校卒業後の67名（54.5%）であ
る。委託修了者の出身看護学校：コザ看護学校78名、
那覇看護学校43名である。年度別の委託は１名から19
名とばらつきがみられ、1956年から５年間は12名から
19名であるがその後、減少している。1967年以降６年
間にコザ看護学校からの委託は２年間のみである。委
託生の内訳：委託制度開始から４年間は臨床現場の看
護師から人選され、指導者の人材育成を目的として各
２名（1955年は１名）を委託生として派遣している。
委託開始２年目以降、1960年までの６年間は看護学校
入学前の学生と卒業生（卒業年の委託生）及び既卒者
からなり、1961年以降は卒業生のみである。入学前の
委託生は、看護学校の選抜試験合格上位の者に対して
琉大委託に関する説明を行って希望者を選出してい
る。｛面接時に琉大委託の話を聞いた｝｛合格順位が委
託予定数の枠内にある｝等と云われたと回答してい
る。看護学校卒業後の委託生は、教務会等で候補者を
選び当該者に希望を確認した者及び個人的な希望者10）

である。当時、琉球大學と提携して履修科目が大學単
位として認定されたことから「委託修了者が卒業に際
して学士の称号が得られるように、琉球大學選抜試験
も受けさせて合格者の中から委託させた」とする記録
11）があるが、入学前の35名の中で琉大入試を受けたと
回答した７名の中に前文の該当者、即ち、琉大入試を
指示された者は２回生の１名のみである。看護学校と
関係なく琉大に合格していた１名は、委託在学中にそ
のまま大學に残りたいか、否かの調査を受けたとして
いる。琉大委託に関する情報：「琉大委託に関する情
報をどこから得たのか（複数回答）」は看護学校とす
る者66名、先輩及び看護学校は17名、その他職場の順
である。入学前委託35名は面接試験の場で情報を得た
とする者は30名、高等学校で聴いたと思うと回答した
者は４名いるが、定かな記憶でないとしており、高等
学校に対して委託制度に関する情報の広報は行われて
いないと見られる。また、1969年以降の卒業後の委託
生８名のうち６名は知人や先輩と回答し、看護学校の
学生への情報提供も希薄化し、関係者もある時期から
は制度を意識していなかったとしている。
２）琉大における所属学部、履修科目及び大學生活

琉大における所属学部：所属学部は委託開始から４
年間は臨床現場から派遣された既卒者の場合は教育学
部教育学科、入学前の委託生は文理学部生物学科であ
るが、1958年以降は農家政学部家政学科となってい
る。履修科目：大学の科目履修規定により前期18単
位、後期18単位で、履修科目は原則的に自由に選択し
ているが、1962年までは「看護学校から教育関係科目
を選択するよう指示された」は35名、「自由に選択し
た」31名、「覚えていない」13名であるが、1963年以
降の17名の中で覚えていない３名を除く14名は自由な
選択としている。履修科目は入学前と既卒者及び卒業

生では多少異なっている。｛卒業生は看護学校の既習
科目を考慮した｝としているが、入学前委託者の中に
は｛看護学校の一般教養科目及び保健学科で幾つかの
科目のだぶりが生じた｝としている。因みに1954年か
ら1967年迄の比較的正確に回答した15名の履修科目を
列挙すると、文学概論、国文学、文学、日本文学、教
育心理、教育原理、教育課程、西洋教育史、心理学、
青年心理、倫理学、哲学、哲学概論、論理学、音楽、
英語講読1、2、英作文、英文法、英会話1、2、独
語、仏語、体育講義1、2、体育実技1、2、化学、
生物、生物概論、生物科学、動物学概論、物理学、数
学、統計学、経済学、琉球史、世界史、憲法概論、法
学、社会学、政治学、国際問題、国際法、生活美学、
美術、人文地理、視聴覚教育、家政科指導法、栄養
学、栄養化学、学校保健、精神衛生、公衆衛生学と多
岐にわたる。

当初の科目登録に際しては、看護係（真玉橋ノブ
氏）が引率し、大學側も好意的に受け付けているが、
その後は｛一般の大学生の登録後に行うため希望科目
の履修が困難であった｝とする回想もあり、大学側の
変化が伺える。
３）琉大委託入学の目的や意義の認識

琉大委託当時、委託の目的及び意義の認識（複数回
答）は表４のとおりである。「沖縄の看護の人材育成
として行われている」と認識した者は50名（59.5%）、

「看護学校の期待も大きい」15名（17.9%）で計65名
（77.4%）となり、多くの者は看護の人材育成として行
われていたと認識している。しかし、「大學生活を体
験する機会であり特別な認識はなかった」は23名、

「個人的な進学希望で大學への憧れとして捉えていた」
17名の計40名（47.6%）となり、約半数の者は制度の
目的に対する理解と自己の委託入学の目的認識とは必
ずしも一致していない。

1950年代の48名と1960年以降の36名の目的や意義の
認識は、前者の「個人的な進学希望で大學への憧れ」
6.3%に対し後者は39%である。また「大學生活を体験
する機会と捉え、特別な認識はなかった」は前者の
17%に対して1960年以降の者は42%となり、1950年代
に比べて1960年以降の委託生の特徴は個人的希望が高
く、人材育成とか､期待されている等の認識は低い。
大學生活は「有意義で楽しかったとする者」は61名

（約73%）「劣等感及び期待はずれであった」とする者
はそれぞれ9名（11%）である。
４）琉大委託の経験が自身の生活に及ぼした影響

大學委託の体験が生活に及ぼした影響（複数･２つ
解答）として３つのキーワード「委託経験の影響」

「修了後の役割認識」「委託経歴に対する社会的評価」
については表５の通りである。委託経験が日常生活に
及ぼした影響：回答総数は139で「色々な意味で自己
実現に役立ち、自分の人生にとってまあ影響してい
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る」は97名（69.8%）、「生活の中で特別に意識したこ
とはない」30名（21.6%）、「影響はない」8.6%である。
約70%の者は委託経験は人生に役立ち自己実現に影響
していると感じている。

委託修了後の役割認識：修了後の割認識は表5の通
りである。回答総数は104で「役割を持たなければな
らないと考え業務に貢献した」は44名（42.3%）であ
る。「意識して役割を考えたことはない」は37名

（35.6%）「回りから役割が与えられた」22.1%である。
委託修了に対する社会的評価：回答総数は108で「何
らかの形で評価された」39名（36.1%）、「評価を考え
たことはない」25%、「特別に評価されることはなかっ
た」24%、「給与的にはマイナス評価」14.8%としてい
る。入学前と卒業後の委託生の特徴は「何らかの形で
評価された」については前者が少なく後者に多い。

「特別評価される事はなかった」とする者は前者に多
く後者が少ない。卒後の委託者のほうが経歴として評
価されていると見られる。

５）琉大委託制度の評価

委託制度の評価は表６、７の通りである。
委託制度を「評価する」64名（77.1%）「あまり評価し

ない」11名（13.3%）である。「分からない」と回答した
７名（8.4%）は入学前及び1969年以降の委託生である。
委託入学の時期に関係なく「高く評価する」理由は｛大
學で一般学生と交流して自由な気風の中で大學生活を過
ごしたこと自体に意義を見出している。看護学校に比べ
て履修科目に選択の幅があり好きな科目を学べた、看護
専門以外の知識を習得することで視野が広がり人生観、
社会観に影響した｝としている。また、｛学校教育現場
において大卒教諭等に対して大學生活を共有した体験か
ら自信に繋がり、臆する事なく業務を推進できた、年を
重ねるにつれ心の支えとなった｝等である。「あまり評
価しない」理由は、｛制度の趣旨の理解が出来ておらず、
就職や待遇等で恩典がなく制度の意図が生かされていな
い｝等である。「分からない」は、｛学びたい人に道を開
く事はよいが、送り出す側の大學での学びの意識づけ等
の助言があれば目標が持てた｝としている。

３　琉球大學と看護教育の提携に関する評価

琉大と看護教育の提携がもたらした評価は表８の通り
である。複数回答（５つ選択）の総数は360で最も多い
回答は｛看護教育の質的向上と看護指導者の育成｝を合
わせて136（37.8%）、次いで｛地域社会、学生を含む琉
大関係者、高校生を含む高校教師等に対する看護職の啓
蒙普及｝は82（22.8%）、３位は｛看護者の看護に対する
プライドに影響｝47名（13.%）、４位は｛看護の社会評
価に繋がった｝40名（11.1%）、５位は｛看護の行政的な
評価、処遇改善｝の30名（8.3%）である。
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表７　委託制度に関する評価理由（自由記載）

１.高く評価する理由：①　卒業後の委託生
本土に無い素晴らしい制度であり、恩恵に浴した者は各分野で活躍貢献している／ 多くの友人、教

授に巡り会え社会観、人生観にプラスし人脈も増えた、昇任の機会にも恵まれた／看護職が専門職に
なり得るためには高等教育は是非であり、看護者の教育を委託し将来大學教育を目標にした基盤整備
の一端だったと考える。委託教育は看護教育の高等教育の前身と考える。看護教育は、優れた看護師
によって行われるべきであるため／専門知識以外の知識を習得することで現場の指導に効果代であっ
た。ニーズに対しても良いケアの実践が出来たと思う／当時の本土における看護教育の内容と比べる
とカリキュラムは優れている／制度は人材育成に大きく貢献した、委託修了者の多くは県内の看護教
育、行政、保健医療などでリーダーとして活躍している／看護教科以外の科目を一般学生と共に学び
自己成長に役だった／１年間は有意義であり、その後、進学にあたり琉大単位が認定され／看護学生
の指導、自分の育児に大きく影響した／日常生活の上で大學生活の体験自体が無意識下で自信に繋が
り、自己成長に大きく影響し履歴的にも評価された。後の夜間の大学進学にも影響している／看護学
校に比較し大學はゆとりがあり、図書館などでの学習は看護教育や看護サーヒスにも役立てた／好き
な科目を学び自由な学生生活ができて心身が軽く楽しい毎日であった。プライドにプラスし視野の広
がりに繋がった／仕事をしていく上でプラスであった／修了者は指導的立場の人が多く、制度が継続
され今日の看護大学と良い連携が取れればなお良い／教養課程を大学生と同じように履修したことで
自信を持つことが出来た／看護校を単に専門学校として見るのでなく大學と提携し看護学校を発展さ
せた／考えて行動するゆとりのない看護学校に比べ大學は自分で計画しやりたいことができ、人間と
して大きく成長する機会を得た／クラブ活動を通じて大学生と意見交換ができて自己啓発になり一部
学生に看護職への理解がなされた／大學キャンバスの自由な風が大きな体験であり幸せであり満足で
あった。自己責任で科目を選択し時間を組み立てる、本来学ぶとはこうあるべきだと感じた、この体
験に支えられて医療現場における積極性に繋がった／看護学校では得られない大學の中で志の異なる
学生と交流でき、多様な考え方や意見交換ができ視野が広くなった、履修科目も幅広く充実してい
た。看護師として自信にも繋がっている。今では多くの学生が制度を理解し利用したほうが良かった
と思う／全国的にも例のない制度で人材育成など視野に入れた構想をもち、修了者は看護の各分野で
重要な役割を果たしている／学問を理論的に考える態度が少し身についた／人材育成
② 入学前の委託生：環境が人を育てる、視野が広がり全てに意欲が湧いてきた／養護教諭として学
校現場で仕事をする上で、大卒の教諭と同様な体験を共有していることで自信があり、臆することな
く職務を遂行できた／人間形成と看護者の質の向上、リーダー育成に役立った／看護界の人材育成に
貢献した 、日本には無い先進的な制度であった／大學生活の一年でものの見方考え方が変わった／
戦後間もない1950年代に看護の人材育成と高い社会的位置づけを目指した／視野が広がったが公衆衛
生看護学校と琉大単位の重複があつた／自発的に学習する場が無いのでものの見方、考え方の基礎づ
くりとなり自己啓発の意味で非常に良かった。学ぶ楽しさが培われたと自負としているが、委託制度
の課題や看護行政として活用 のあり方、継続性、フォローアップには疑問がある／物事を考える上
で自分自身に影響している／看護教 育で得られない教育の自由、素晴らしさを体験した。看護教育
を客観視することで本質的なことが見えた／大學が無かった頃の沖縄の委託制度は看護の社会的な地
位向上にも影響している。大學は自由な雰囲気 で多くの出会いがあり、貴重な体験で学ぶ意欲が養
われた。就職後は大学卒と認められ、看護の専門家として意識を高め医療とは異質な学校教育の中で
各職種を理解し対等にプライドをもって自信にも繋がった ／大學生活の経験ができたこと自体が大
きな収穫で視野の広がり、自己の力量形成に良かった。年を重ねるにつれ心の支えとなった／医療分
野を広く捉えることができた。



４ 米国人看護指導者が沖縄の看護に及ぼした影響につ

いて

米国人看護指導者が沖縄の看護に及ぼした影響につ
いては表９の通りである。複数回答（５つ）総数は
404で、最も多い回答は｛看護教育の基盤整備及び看
護指導者の人材育成｝の150（37.1%）、次いで｛看護
専門職としての意識改革及び看護職者としてのプライ
ド｝102（25.4%）である。３位は｛看護の社会的な地
位向上｝の66名、（16.3%）、４位は｛看護の行政評価
を高めた、処遇改善｝29名（7.2%）、５位は｛住民の
健康増進や安全な看護に貢献｝24名（６%）となり、

｛医師等医療関係者の看護の理解に貢献｝は5.5%であ
る。

4 考察

琉大委託制度が沖縄の看護にもたらしたもの：
看護関係者の琉大委託は大學の規定に基づいて1954

年に開始したが、琉大委託事業に関する公文的な文書
等の有無及び存在は不明である。筆者自身も看護教育
行政（４年間）及び看護学校（13年間）勤務において

も探し出せなかった。従って制度の目的、計画や大学
との協議経過及び大学の意向等に関し分からないこと
も多い。しかし、戦後、沖縄の看護の基礎を築いた指
導者の多くの発言、記録及び委託制度を看護の人材育
成と認識した者が約77%に及ぶこと、更に、布令162号
の改正で1956年に看護教師の資格を「大學の教授法及
び一般教育の課程を１年履修した者」と規定12）してい
る。よって琉大委託制度が看護指導者の人材育成を目
的としたことは論を待たない史実であると言えよう。

琉大委託制度の経緯は、琉球政府時代の看護教育開
始の際、USCARの看護指導者・ワニタ・ワーターワ
ース（Juanita Watterworth）等13）の強力な指導で琉球
大學と提携した教育実現している。琉球大學は当時、
住民の大學設立への世論を受け、米国陸軍軍政府が戦
後沖縄の復興は教育の振興を図る目的で開学し14）、ミ
シガン大學の教授陣が普及部に所属して大學の指導援
助に当たっている15）。大學は当時の沖縄の状況から普
及部を設置し、大學人としての社会的役割を担うべく
大學の教育拡張として大學講座を開放し、特に、教育
職員に研修の機会を与え、資質と資格の向上を図って
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２.あまり評価しない理由
①卒業後の委託生：最終目標が達成できなかった。琉大創設期に編入制度があり目的通り活用されて
いたら、今日の看護大学も違っていたと思う／１年間は短く雰囲気に慣れるのに必死で回りを見るゆ
とりが無かった。
②入学前の委託生：就職や待遇でメリットがか無かった／委託時制度の趣旨について何も理解してい
なかった、その後の人生に影響を及ぼしていない／制度の趣旨が充分活かされていない点で残念であ
る／就職に関して特に影響もなかつた／１年では短いあと１年もあれば自主的な学習の場の意識も高
まった、教養科目を学んだが身にいたのか？就職後は何も恩典がない／.養護教諭は地位や処遇に影響
がなく自己満足の 気がする。

３.評価は分からない
入学前と卒後では目的に違いがある／学びたい人に道を開くことは良いが、送り出す側の大學での

学び の意識づけ等の助言があれば目標が持てた／自分の学びにはなったが就職後変わったことはな
い。



いる16）。この状況から当然の成り行きとして琉球大學
を看護の人材育成機関として位置づけたと考える。当
時、マッカーサーは沖縄人の日本留学を望んでいなか
った17）とされ、米国の占領下にあった特殊事情も影響
したと考えるが、それにも増して米国の大學で看護学
を修めた若い看護指導者達が専門職の人材育成を琉球
大學に求めたのは、米国同様、幅広い知識を習得させ
て質の高い指導者層の育成を図ったと考える。委託開
始当初の４年間の選考は、臨床現場から人選した看護
師を公費で派遣している。委託生の琉大入学は看護学
校の入学前と卒業後の者に分かれるが、1961年以降は
入学前委託を取りやめ卒業生のみを推薦している。こ
れは委託生の送り出しにあたり「看護を知らない入学
前に将来よい看護師になれる適性者の人選が難しい」
18）と述べられていることを裏付けている。年度別に見
ると委託数にばらつきがみられ計画的とは言い難い
が、結果、1954年から沖縄の本土復帰までの19年間で
123名の修了者を輩出している。

委託制度は1972年まで継続したが、看護の人材育成
を目指した制度の有効活用は、開始当初に比べて時代と
共に形骸化が生じている。このことは、1960年以降は委
託目的や意義に対する認識が｛人材育成や学校から期待
されている｝から｛個人的憧れとして大學生活を体験す
る機会として捉えた｝の傾向が高いこと。委託に関する
情報提供は1965年頃より学校からの紹介が少なく知人や
先輩の情報が多いこと、当時の教育関係者も｛次第に重
要視せず希望者が居れば行かせた｝と証言している19）。
履修科目も1962年までは、教育関係科目の選択を指示さ
れた者が多いが、1963年以降は覚えていない者を除く全
員が自由に選択している。制度評価で「あまり評価しな
い」者は｛制度の意図が充分生かされていない点｝を挙
げ、「分からない」の者は｛学びたい人に道を開く事は
良いが、送り出す側の大學での学びの意識づけ、アドバ
イスがあれば学ぶ目標が持てた｝としている。

看護学校が制度を重視しなくなった要因は、時代と共
に厚生省の看護教員認定講習等による指導者確保が促進
されると共に、全国的な研修機会が増え、学校側に琉大
で人材育成する公的な意味合いを持つ目的意識が薄れ始
めたと推測する。更に、沖縄の看護界に強い影響力を持
った米国人看護指導者ワニタ・ワーターワースが1960年
６月に帰国し20）、その影響力がなくなり制度の形骸化の
加速に繋がったことも否めないと思う。以上のことから
看護教育行政が人材育成を目的とした、琉大委託制度が
有効に機能した期間は1960年までの約10年間といえよ
う。

琉大委託制度の目的達成については修了者の職歴に示
すように、看護職に就いた多くの者は看護行政、教育、
及び臨床現場において指導管理的な役割を果たして、本
県の看護の基盤整備に貢献している。因みに、職位は表
３に示すとおり12名が行政職の課長級以上で、その内、

部長級３名、次長級４名である。看護職の管理者登用は
他の女性行政職より早い時期から起用され、21）行政の中
で評価されたことは、看護の地位向上に繋がっていると
見なされよう。
委託修了者個人に与えた影響：楽しく充実した大學生

活を体験した者は約73%で、人生に影響し自己実現に役
立ったと回答した者は70%で積極的な評価である。看護
学校では体験出来ない大學生活の経験自体が大きな収穫
であり、幅広く科目を履修できて視野が広がり、科目選
択等から自主裁量権を得た自由な大學の雰囲気の中で真
の学びを実感している。学校教育現場の養護教諭は、同
じ大學生活を体験し共通科目を履修した思いが自信とな
り、心の支えとなり臆することなく仕事を推進できた、
もつと多くの学生が学んでほしかった等と委託経験から
受けた影響は多様である。委託修了者としての役割認識
は64%の者は何らかの役割を認識して業務を務めている。

委託経歴に対する社会的評価は、県立病院においては
行政が制度を理解して一時、給与の調整を行うなど公的
に評価している22）。一方、養護教諭は単独職種の関係か
ら昇級の機会も少なく、同期生に比べて就職が遅れた分
の給与が低いとされ、卒業後の職種によって評価が異な
っている。
米国人看護指導者の本県の看護に及ぼした影響：米国

人看護指導者のリーダーシップが本県の看護に最も影響
したと評価しているのは、｛沖縄の看護の基盤整備及び
人材育成による質の向上を図るなどの看護環境の整備｝
である。次いで｛看護者自身の専門職者としての意識改
革、プライドに良い影響を及ぼし、高い看護の理念をも
って看護者としての自信と誇りに繋がった｝である。こ
のように、看護の社会的地位の低い時代に、アメリカで
大學教育を受けた米国人看護指導者の存在自体が医療や
看護及び関係者に大きな影響を与えている。看護は科学
でありアートであると説き、新看護技術を指導する様は
看護学生や看護者の自己啓発を促し、教育体制を大學と
提携する等の革新的な取り組みは地域社会に対する看護
の啓蒙普及、看護の社会的地位の向上に多大な影響を及
ぼしたと考える。

5 結論

本制度は戦後、本県の看護教育が我が国の施政権から
分離された状況の中で、USCARの米国人看護指導者の
強力な指導で開始された。教育の特徴は大學と提携した
教育体制を有し、我が国の看護教育史の中でも特異であ
り革新的といえる。提携の１つ、琉大委託制度は沖縄の
看護教育の開始にあたり人材育成を目的としている。半
世紀前、看護職者自身も医療関係者も、一般社会におい
ても看護が狭義の概念で捉えられていた年代に、看護の
人材育成機関を四年制一般大学に位置づけた意義は、看
護の概念枠を広げて看護を捉える意味からも極めて大き
いと言えよう。委託制度は19年間継続して123名を輩出
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し、90%以上の者が看護行政、教育、臨床看護、学校保
健の領域で活躍している。その多くは指導者として活躍
し、戦後沖縄の看護の質向上及び社会的地位の向上に多
大な貢献を成し得ている。看護の基礎整備期にあった制
度開始当初は、修了直後から指導者として位置づけら
れ、回りもその果たす役割に期待を寄せ、修了者自身も
強い役割認識をもっている。しかし、1960年代に入ると
公的な人材育成制度として有効な活用とは言い難く形骸
化が見られる。また、それまで強い指導力を持った米国
人看護指導者の帰国でその影響力がなくなり、制度の形
骸化が加速したことから、琉大委託制度が公的に人材育
成を目的として機能した期間は約10年といえよう。形骸
化の要因は看護教育課程が実質的に本土化され、厚生省
が看護教員として認定する講習受講が必須とされ、看護
学校においては看護教師の確保等の環境整備が進み、大
學に頼る必要性が薄れたことは否めない事実であろう。

我が国においては1990年代に入り看護の大學教育化が
急速に進展し、看護の理念追求が求められると共に、広
く大學の開放が進められている。このような情勢から琉
大委託制度を振り返ると、全国で唯一、高等教育機関と
連携した看護教育体制を有する恵まれた教育環境を広く
高等学校等へも公報し、制度の有効活用が計られていた
ならば更なる指導者層の育成に繋がったと考える。しか
しながら、修了者の多くが各看護領域において指導管理
的な立場から沖縄の看護の基盤整備に務め、看護の質並
びに社会的地位の向上に貢献した事実はこれらを補い余
るものがあると評価したい。また、調査結果から従来の
委託制度に関する記述の検証とその一部について修正を
行うことができた。
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Nursing Education given by the University of the Ryukyus
on Behalf of the Govermental School of Nursing : An Exami-
nation of the System, Its effects and Significance

Omine Chieko1) , P.H.N., L.L.B.1)

Background: Ａmajor feature of the nursing education given by the government of the Ryukyus is the
one carried out under the contract with the University of the Ryukyus. The purpose of the  program was to
give education for a period of one year to the future leaders in nursing. Our records show that between
1954 and 1972, 121 students attended and finished the program. Apparently no follow up studies or surveys
of any kind seem to have been done with regard to this particular program.

Purpose:  By clarifying the roles that those graduates played in the way of contributing to the advance-
ment of nursing in Okinawa we would like to assess the significance of the government sanctioned educa-
tion carried out by the University of the Ryukyus. Due to the paucity of the official records relating to the
program, we would primarily rely upon the oral or written records of the memory of the participants left by
them, thereby contributing to the reconstruction of the partial picture of the history of nursing in Okinawa.    

Design: Questionnaires were distributed to the graduates of the program. Through these suvery and
analysis of these, we would like to arrive at gaining as much objective view of the program as possible.

Results: The program terminated as of 1972 when the reversion the Okinawan administration to the
mainland Japan took place. More than 90% of the graduate of the program pursued their career as profes-
sional nurses. 33% of them also had a teaching experience in the area of nursing. Many of the graduate were
found to have gone into nursing administration, education, assuming leadership roles. Many of them also
voiced their positive view toward the program. After 1960th the way the nursing leaders were recruited
underwent drastic change thereby the importance of the program itself tended to have been minimally rec-
ognized. If the policy of further nurturing of the program were adopted at the time, the effect of the pro-
gram would have been greater. Nonetheless, the overall effect of the program was considered to be strong
enough to enhance the quality of not only nursing but social life in Okinawa as well. 

Keyword: features of nursing education carried out by the government of the Ryukyus, extension of the Univ. of the

Ryukyus, nature of the government sanctioned program, graduates's roles and contribution, evaluation

1）Okinawa Prefectural College of Nursing
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1 緒言

社会福祉の基礎構造改革は新たな福祉社会の形成をめ
ざしている。福祉社会とは、「安心して子供を生み育て
る社会」、「長寿を喜べる社会」、「誰もが共に生きられる
社会」の実現である。その第一歩として、超高齢社会に
向かうわが国は2000年4月、介護保険法施行に伴い、老
人福祉サービスの「措置の時代」が終焉し、「選択の時
代」の到来をみた。選択可能なサービスの基盤整備は、
民間参入による競争原理を取り入れ、高齢者には自己決
定権が行使できるしくみになった。介護サービス参入を
容易にするためのNPO法の制定、権利擁護のための生
年後見制度制定など、権利として自由な選択によりサー
ビス利用が可能な社会の形成が進行している。

ところが、「沖縄振興開発特別措置法」に基づく39ヶ
所の指定離島中、無人島や架橋などにより陸路が確保さ
れている島を除く28島では、島々の保健医療福祉サービ
スの基盤整備は乏しく、サービス選択は困難である１）。

１）沖縄県立看護大学
２）北部看護学校
３）竹富町役場

特に９つの有人離島を抱える竹富町の現状は深刻であ
る。人口規模の小さい島嶼社会という地理的条件は、サ
ービスの効率性に欠け、事業の採算上、民間事業者の参
入は極めて厳しい状況である。そのため在宅サービスの
基盤整備が遅れ、家族による介護が困難になると、これ
まで生活していた島を離れ島外の施設へ入所する。１度
施設入所すると、地理的特徴等から家族や友人との面会
も少なく、２度と生まれ島に帰ることはなく、人生の最
期を島外の施設で過ごす高齢者がほとんどである。波照
間島における住民意識調査２）では高齢者のほとんどは、

「介護が必要になっても生まれ島で人生の最期を迎えた
い」と希望していた。この現実は、福祉社会の形成に矛
盾し、是正に向けての対策が必要であり、その現状打破
の手段として離島出身の「一時帰省（ふるさと訪問）」
を考えた。

離島の施設入所高齢者が､２度と生まれ島で生活する
ことができず、終の棲家を覚悟しなければならない現状
であっても、帰郷の機会をつくることにより、家族､親
戚、知人との再会などをとおして喜びや感動をおぼえ､
生きている意味をみいだすことにより、施設での生活も
張りのあるものになると考え、生きがいづくりとしての
ふるさと訪問を考えた。

離島における施設入所高齢者の生きがいづくりに関する研究
原　著

大湾明美１） 佐久川政吉１） 大川嶺子１） 下地幸子２） 富本傳３） 根原憲永３）

本研究の目的は、一度施設入所すると帰省の困難な離島の高齢者に対し、一時帰省（ふるさと訪問）を可能にすることに
より、施設入所高齢者の生きがいづくりになることを検証することである。対象は、①平成12年度試行的ふるさと訪問を実
現した２例、②平成13年８月１日現在、竹富町に住民票があり要介護認定を受け、介護老人福祉施設入所中の全高齢者43
例、③平成13年度にふるさと訪問を実現した７例である。方法は、「ふるさと訪問」事業化への取り組みのプロセスと事業
評価、課題を見いだすため、報告者らが意図的に企画段階からAction Research として介入し観察、面接、状況記録での分
析、及び介護老人福祉施設入所者には、ふるさと訪問希望調査を質問紙により実施した。

結果及び考察：１）２例の試行的ふるさと訪問は、「生きて二度と生まれ島の土を踏むことができない」との思い込みの
現状を打破した。２例の反応から、ふるさと訪問は生きがいづくりにつながることが示唆された。２）離島間のふるさと訪
問は、陸路と異なり空路や海路が要求され、費用や時間、介護量が課題である。その実現は、施設サービスにゆだねること
なく公的サービスにつなげることで実現する。３）ふるさと訪問希望者は、有効回答者の７割であった。ふるさと訪問希望
の有無は、性、年齢、介護度、入所期間、世帯構成、主たる介護者、島での生活満足度、主観的健康観、施設での生活満足
度、面会頻度、施設での一番の楽しみ、帰省経験との関係はなく、入所経路のみに有意差がみられた。ふるさと訪問希望
は、「ふるさとや家族への思い」が影響していることが推察された。４）ふるさと訪問の波及効果は、本人の生きがいづく
りだけでなく、家族関係の深まりや施設サービスにも影響することが示唆された。５）「誰もが共に生きられる社会の実現」
に向け、行政努力だけでなく家族や地域の理解、安定供給可能な介護ボランティアシステムの構築が課題である。
キーワード：離島、要介護高齢者、施設入所、生きがい、ふるさと訪問

－「ふるさと訪問」事業化への取り組みのプロセスと事業評価・課題－



神谷３）は、生きがいということばは日本語だけにあ
り、生きがいの使い方は「この子は私の生きがいです」
という生きがいの源泉や対象となるものを指す場合と、
生きがいを感じている精神状態を意味する場合の２通り
あり、前者を「生きがい」、後者を「生きがい感」と区
別している。また、張りあいは、生きがいの一部として
いる。小林４）は、「自分が生きているという価値や意味
があるという感じや、自分が必要とされているという感
じがある時に、人は生きがいを感じるものらしい。……
生きがい感は生存充実感であって、感情の起伏や体験の
変化を含み、生命を前進させるもの、つまり喜び、勇
気、希望などによって、自分の生活内容が豊かに充実し
ているという感じなのである」と述べている。生きがい
感と類似した主観的幸福感を測定したPGCモラール・ス
ケールを開発したLawton,M.５）によれば、モラールの概
念は、自分自身について基本的な満足感を持っているこ
と、環境の中で自分の居場所があるという感じをもって
いること、老いていく自分を受容していることと述べて
いる。また、鈴木６）は「生きがいという用語は沖縄語に
はない」と述べ、類似語として「命果報（ヌチガフー）」
をあげ、さらに、沖縄の高齢者は生きがいと楽しみを混
同しているとも述べている。生きがいと生きがい感、主
観的幸福感やモラールなど概念整理は必要と考えるが、
その概念整理は他の研究にゆだね、本報では、生きがい
とは一般的な定義、「生きるはりあい。生きていてよか
ったと思えるようなこと」（広辞苑）とした。

1963年に施行された老人福祉法の基本理念によると
「老人は……生きがいを持てる健全で安らかな生活を保
障されるものとする」と高齢者の社会保障として生きが
いづくりが明確に記されている。これまで、高齢者の生
きがいづくりとして、老人福祉センターや老人憩いの家
などを活動拠点とした様々な活動が展開されてきた。そ
して、介護保険法施行と同時にゴールドプラン21では、
今後5カ年間の高齢者保健福祉施策の方向を示した。基
本的目標のひとつに高齢者像の「弱者イメージ」を打破
し「活力ある高齢者像」の構築のために、高齢者が健康
で生きがいをもって社会参加できるよう総合的に支援す
ることを掲げた。2001年には「介護予防・生活支援事
業」が具体化され市町村で積極的な取り組みが始まって
いる７）。しかし、それらの事業の生きがいづくりは、地
域の虚弱高齢者や自立高齢者の社会的孤独感の解消、自
立生活の助長、要介護状態に陥らないような予防的観点
が主流であり、要介護者等の施設入所者の生きがいづく
りについては明記されていない。

報告者らは、地域の虚弱高齢者や自立高齢者だけでな
く要介護者等の施設入所高齢者の生きがいづくりに着目
している。時代は、措置により最低限の生活を保障する
サービスが提供されていた時代から、入所者の意思およ
び人格を尊重し利用者本位のサービス提供へと転換しつ
つある。施設入所高齢者にも当然その権利はあり、公的

サービス提供の必要性が求められている。
そこで、本報は一度施設入所すると帰省の困難な離島

高齢者に対し、一時帰省（ふるさと訪問）を可能にする
ことにより、施設入所高齢者の生きがいづくりになるこ
とを検証するため、「ふるさと訪問」事業化への取り組
みのプロセスと事業評価および課題を見出すことを目的
とした。

2 対象地域の概要および研究方法

１　竹富町の概要

日本最南端に位置する竹富町は、総面積333.97平方
km、東西約42km､南北約40kmの範囲に大小16の島々が
点在し９つの有人離島を抱える島嶼町である｡昭和13年
から町役場が行政区域外の石垣市に置くという変則的な
行政形態である。人口は3,718人で高齢化率は25.4%の超
高齢社会である（平成14.７月末現在）。９つの有人離島
は、面積や人口規模も異なり、沖縄本島に次ぐ面積の西
表島の人口は2,045人で総人口の55.0%を占め、最も人口
規模の小さい新城島（上地）では３人が生活していた。
高齢化率は、波照間37.9%、黒島34.1% 、武富島31.6%、小
浜島28.1%、西表島19.4%であった。役場所在地の石垣島
からの位置は、７kmに位置し海路で約10分の竹富島か
ら､43km離れ海路で約１時間､空路で25分まで様々であ
る。島嶼という広大な町域は自然環境に恵まれ、島の
人々は農業や観光を生業として暮らしている。島々には
古くから伝えられてきた独特の伝統行事や民俗芸能が受
け継がれ、高齢者はその継承者として指導的役割を担い
尊敬されている。都会的刺激の少ない島々では伝統行事
等は世代間の交流の場となり、島の人々が一体化する時
間でもある。

島々の介護ニーズは島単位で分散され、サービスの効
率化に欠け介護保険サービスの基盤整備の遅れは島外の
施設サービスへの入所者を増やし、結果として高い介護
保険料に繋がっている8）。町役場は、介護保険の法定サ
ービスを推進するため、サービス提供事業者への交通費
などの経費を助成する事業を町独自で実施し、民間事業
所の参入の円滑化を図ると同時に、島々の独自性を活か
した住民主体による新たなサービスの提供方法を検討
し、サービス供給体制の確保に努めている9)。

２　研究方法

対象者は、①平成12年度、H施設入所中の竹富町波照
間島出身者でふるさと訪問を実現した２例、②平成13年
８月１日現在、竹富町に住民票があり要介護認定を受
け、介護老人福祉施設に入所中の全高齢者43例、③平成
13年度にふるさと訪問を実現した７例とした。研究対象
者には、事前に研究主旨を説明し同意を得た。

方法は、「ふるさと訪問」事業化への取り組みのプロ
セスと事業評価・課題を検討するため、平成12年８月、
試行的に実施したふるさと訪問の試みの準備から平成14
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年３月末現在までの期間に、観察記録、面接記録、状況
記録や質問紙による面接調査を実施した。ふるさと訪問
実施時は「介護ボランティア」として全日程同行し、非
言語的行動・態度などもデータとした。

3 結果

１. 試行的ふるさと訪問の試み

平成12年８月、H施設に入所中の波照間島出身者でふ
るさと訪問希望の強い２例について「施設入所者の生き
がいづくりとして、生きているうちにもう一度ふるさと
の土を踏ませる」という趣旨で試行的にふるさと訪問を
試みた。対象のH施設は西表島にあり、平成11年度、島
外出身者の一時ふるさと帰省を企画したが、職員体制や
交通機関の問題、帰省先での入浴や排泄が問題となり断
念した経過があった。試行的ふるさと訪問の対象者は、
H施設から交通手段が不便で施設入所者の最も多い波照
間島出身者で開催時期は、「生きているうちにもう一度
祭りをみたい」という施設入所者の声を反映し、旧盆期
間中に最大の伝統行事（ムシャ―マ）にあわせ、２泊３
日で２名とした。対象時期と対象者の決定に伴い準備
は、移動手段や宿泊先、介護ボランティアの確保、家族
への協力、地域の受け入れ態勢、診療所協力依頼、緊急
時連絡体制などを行った。その実施方法や経過、参加者
や施設職員、島人の反応などから評価を行い事業化の可
能性を導いた。
１）対象者概要

対象者２名は施設入所以来、一度も帰省経験がない
（表１）。A氏は、弟家族と同居していたが介護上の問題
で自宅から施設入所した。B氏は、息子家族と同居して
いたが、本人希望により妻も一緒に施設入所した。

２）ふるさと訪問経過
１日目（平成12年８月12日）

対象者２名は、H施設のある場所から港まで施設のリ
フト付きバスで移動し、おぶって乗船。施設を出発から
２時間後、生まれ島、波照間島に到着。Ａ氏の第一声

「生きて島に帰れるとは思わなかった」とぽつんとつぶ
やいた。Ｂ氏は「ムシャーマを２度と見ることはできな
いと思ったが明日は楽しみだ。９年ぶりになるかな」と
祭りへの期待を膨らませた。

旧盆の線香を仏前に立てるため本家に同行。両氏と

も、出入り口に30cmの段差があり車椅子ごと屋内に持
ち上げて入れた。室内には仏前まで新聞等を敷き、その
上を車椅子で移動した。A氏は弟家族に歓迎され、仏前
では、手を合わせながら、あふれる涙で顔をくしゃくし
ゃにして声を殺して男泣きをした。Ｂ氏は、親戚が多
く、本家だけでなく数カ所の仏前で線香を立てた。知人
や親戚は、施設面会に行けないことを詫び、手を握り、
涙を流し久しぶりの再会を喜んだ。

２日目（平成12年８月13日）
小雨のなか、祭りの始まりの銅鑼が鳴り響く。町長

や、老人クラブ会長、知人など島の人々が近寄り、驚き
と喜びの表情を交錯させた。ムシャ－マが始まると、食
い入るように祭りに見入った。２人の表情は、島の高齢
者と同化した自然体に戻っていた。島の人々が島内で、
車椅子姿の高齢者に出会うことは稀であるが、そのまな
ざしは温かい。祭りの雰囲気も２人を飲み込み、その瞬
間は理想とするノーマライゼーションの世界であった。

A氏は「懐かしかった。来年も来たい。おそばおいし
かった」……。B氏の姉（89歳）は、下肢が不自由でほ
とんど外出しないが、「弟が来ていると聞いて会いにき
た」と再会を涙ぐんだ。B氏は震える手で持参したカメ
ラで祭りを撮りながら熱心に見入っていた。祭り終了
後、「島巡りをしたい。畑を見たい」という要望があり
甥が島巡りを案内した。夕食後、B氏は、「もう死ぬまで
ムシャ－マ見えるかどうかと思っていた。久しぶりに酔
っぱらった。今日は懐かしかった。たまには泣いたよ」
と島酒を飲みながら感慨深げに１日を振り返っていた。

３日目（平成12年８月14日）
見送る島の人々に別れを告げ船に乗り込み、H施設の

ある西表島に到着。施設の事務局長らに迎えられ、施設
に向いふるさと訪問の試みは終了した。

３）ふるさと訪問参加者の反応
１ヶ月後、対象者、その家族､施設職員、島民へふる

さと訪問の反応について聞き取り面接した。
対象者の反応：対象者２名は、ボランティアとして参

加した報告者らとの再会に「ありがとう。世話になっ
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た。また来年もよろしく」とうれしそうに語っていた。
施設職員からみた変化は、A氏はふるさと訪問前、表情
が硬く生きる意欲も乏しく、下肢の痛みやしびれ感を頻
回に訴えていた。訪問後その訴えは減り表情明るく「来
年は歩いて帰る」とリハビリにも積極的に取り組むよう
になった。ケアを受けても無表情・無反応であったが、

「ありがとう」の言葉が増えた。B氏は、元来の積極性が
増し、島の写真を眺めながらうっとりしたり、同施設に
入所中の妻や施設職員に自慢げにムシャ－マのことをう
れしそうな表情で語っていた。

家族・親戚の反応：「面会に行きたくてもなかなか行
けず…会えてよかった」と涙の再会、「いつも介護して
くれてありがとう」、「島につれてきてくれてありがと
う」と施設職員やボランティアへの感謝、「もっとゆっ
くり話しがしたかった」と次回企画への希望などがあっ
た。

施設職員の反応：同行者は、「参加者本人や島民から
参加者の生い立ちや関心ごと、特技などが聞け対象理解
が深かった」「共通話題が持てコミュニケーションが深
まった」など対象者との距離が接近。同行しなかった施
設職員は「参加した２名がこんなに明るくなれたのには
びっくりした」「施設の企画で継続できるようにしたい」
と感想を述べ、事業継続への意欲をうかがわせた。
島民の反応：「島の人はみんな喜んでいた」と語り、

「施設に入っても島に帰れる」ということで現状を打破
したと歓迎された。「他の施設の人も帰れるの？」と新
たな期待もあり、また「今のような住宅では迎えるのに
難しい。改造するときは考えよう」と迎える準備に話が
及ぶなど、島内ではふるさと訪問の話題で持ちきりであ
った。

２. 竹富町いきいきふるさと訪問希望調査結果

試行的ふるさと訪問の翌年、９つの有人離島を抱える
竹富町は、ふるさと訪問事業の施策化に取り組み、財団
法人・地域社会振興財団が実施する平成13年度長寿社会
づくりソフト事業交付金の助成を受け、「竹富町いきい
きふるさと訪問事業」を新設した。事業目的は、町出身
者の施設入所者が､出身地域の祭りや行事などへの帰郷
の実現により入所生活における生きがいを見いだすよう
支援すること、及び施設入所者の帰郷が､地域住民に高
齢者福祉への理解を高め、地域ボランティア組織を強化
することである。「竹富町いきいきふるさと訪問事業」
の実施に向け、竹富町出身の介護老人福祉施設入所者に
ふるさと訪問希望調査を実施した。

住民票で把握した介護老人福祉施設入所対象者43例の
入所６施設に、事業主旨、事業及び調査協力依頼文書を
送付し、調査の同意を得た。調査は、平成13年８月15日
～29日の期間に入所施設を訪問し、施設職員同席を原則
に定型化した調査票で面接調査を実施した。調査後、調
査データの補足や確認を施設職員に電話聴取した。

１）対象者概要
43例の入所施設は、竹富町西表島１カ所、石垣島２カ

所、沖縄本島３カ所の計６カ所であった（表２）。調査
不可は17例（入院中４、痴呆などで面接不可能13）で有
効回答は26例（60.5％）であった（表３）。

２）ふるさと訪問希望状況
ふるさと訪問希望状況は、「希望あり」群19例

（73.1％）、「希望なし」群7例(26.9％)であった｡ふるさと
訪問希望有無と、性、年齢、入所期間、世帯構成、入所
前住所、主たる介護者、入所経路、島での生活満足度、
帰省経験の有無、介護度、主観的健康観、施設での生活
満足度、面会頻度、施設での一番の楽しみ（生きがい）
の項目との関係について検討した（表４）。有意差がみ
られた項目は、入所経路のみで「自宅からの入所者」は

「医療機関経由の入所者」より、ふるさと訪問を希望し
ない傾向があった（P<0.01）。

３）希望あり群の特徴
ふるさと訪問希望者19例の希望理由は、「島をみたい」

11例、「家をみたい」「家族に会いたい」「友人・知人に
会いたい」「地域の行事に参加したい」「墓参り、線香を
あげたい」などであった（表５）。古里訪問の時期は

「盆・正月・祭り」12例、家族の都合等（表６）。ふるさ
と訪問時の不安は、「特になし」８例、「不安あり」は９
例であり、不安内容は「移動や食事等介護上のこと」

「家族の受け入れ」等で、「緊急時の心配」はなかった。
事例42 88歳　男　要介護４　５人の子供たちは島

外、入所前は島で老夫婦生活。脳梗塞で､病院や老人保
健施設を４ヶ所経由して平成12年９月に入所。過去に島
外生活の経験はなく島での生活に満足していた。生きが
い(一番の楽しみ)は「子供や孫の面会」であり、施設で
は「何も楽しみはない」と話していた。施設入所後､帰
郷経験はなく「身体が不自由だから帰れない」と答え
る。ふるさと訪問希望理由は、「妻に会いたい。豊年祭
にはみんなに会えるので、豊年祭に帰りたい」。参加時
の不安は､移動､排泄､入浴など介護上のことを訴えてい
た。

4）希望なし群の特徴：ふるさと訪問を希望しない７例
の理由は、「施設からの移動は大変だからいいです」「家
族がいない。行かない」「誰もいない｡もういい」「誰も
知っている人がいない」「同窓生もいないから」「親兄弟
もいないし、目も見えないし知らない人ばかりだから」
であった。

事例39 79歳　女　要介護２　35歳脊椎カリエスで失
明。以後、姉や兄の家で生活。姉、兄死亡後甥と生活。
親戚に気苦労して生活するより入所したいと本人希望で
昭和60年６月入所（16年８ヶ月前）。過去の島での生活
に不満と答え、生きがい(一番の楽しみ)は、姪や甥宅に
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２～３ヶ月に１回外泊する事。帰省の経験は法事や盆で
４回あるがここ４～５年はなし。今回のふるさと訪問参
加を希望しない理由は、「４回目の帰省で旧盆を済ませ
た翌日、本家の甥から追い出された。兄弟もいないし、
知らない人ばかり。島に行きたいと思わない。数年先世
話になった兄の法事には行きたい」。人生の最期は施設
で静かに過ごしたいと希望していた｡

３. ふるさと訪問の波及効果

第２段階の調査結果、ふるさと訪問希望者19例中､ふ

るさと訪問は３つの島に７例（波照間島５例、小浜島１
例、竹富島１例）が実現した。西表島の試行的実施のH
施設と石垣島の施設２ヶ所の３施設から５例が波照間
島、沖縄本島具志川市の施設から小浜島へ、那覇市の施
設から竹富島へのふるさと訪問であった｡ 波照間島へ
は、本大学学生ボランティア５名も参加した。施設入所
者の生きがいづくりとして実施したふるさと訪問が、対
象者本人の生きがいづくりのみでなく、その家族や施設
職員等に波及効果をもたらした結果を１事例で報告す
る。
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１）事例概要
事例41 84歳　女　要介護１　６人の子育てをし､子

供らが島を離れ、夫死亡後20年余り独居で機織りと農業
を営みながら、ゲートボールや生きがいデイサービスを
利用し竹富島に暮らす。1995年に変形性両膝関節症の悪
化で歩行不可能となり県立Ｈ病院に入院｡３ヶ月後、家
屋改修も行い自宅に軽快退院したが、その１ヶ月後膝の
痛みで再入院。介護の困難さとリハビリ目的を理由に、
子供らの住む沖縄本島のＩ介護老人保健施設へ入所。３
年６ヶ月経過後、1999年４月１日､現在のＳ介護老人福
祉施設に措置入所し現在に至る。現在、要介護１で歩行
器を利用し、入浴の一部介助以外はほぼ自立していた。
ふるさと訪問希望調査では、「祭りの時期に帰り、祭り
をみたい、島をみたい、友人に会いたい、お墓参りをし
たい」と希望。施設入所から７年、体が不自由であるこ
とを理由に一度も島に戻ったことがない。

２）ふるさと訪問経過
竹富島の最大行事「種子取祭」にあわせ、平成13年11

月23～25日（２泊３日）の日程で次男と孫、施設職員
（介護職）、報告者ら２名が介護ボランティアとして同行
し、ふるさと訪問を実現した。
１日目(平成13年11月23日) 施設のリフトバスで那覇空
港へ向い、石垣空港から町役場職員の運転で石垣港へ移

動し、目的の竹富島への船に乗り込む。施設出発から約
５時間でふるさとの竹富島へ到着。支えられて下船し、
懐かしげに島を見回す。到着直後、家族の輪に溶け込
み、家族の一構成員となっていた。休憩後、お墓参りを
希望。甥夫婦が準備した夕食を同行家族と囲み、到着の
知らせに親戚や知人・友人が順次訪れ、７年ぶりの再会
を喜んだ。

２日目(平成13年11月24日) 「いつもの睡眠薬も飲ま
ず、ぐっすり眠れた」と晴れ晴れとした表情で、朝９時
に祭り会場へと急いだ。ふるさとの祭りを一部始終始、
拍手や同行者等への舞台内容解説など７時間満喫した。
会場では、友人や知人から声をかけられ懐かしんだ。

３日目(平成13年11月25日) 離島の朝、隣人や帰省の噂
を聞いた友人などが訪れ、再会を喜び、別れを惜しみ、
またの再会を祈願し涙した。甥夫婦には、「お世話にな
った。また来るね」と挨拶し、本人希望でゲートボール
場や診療所を見学後、那覇の施設へと向かった。

３）ふるさと訪問参加者の反応
事業終了８ヶ月後、本人、同行した息子、同行施設職

員から聞き取り面接した。
本人の反応：対象者の感想は、「まさか、本当に帰れ
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るとは思っていなかった。滞在中は、楽しかった。たく
さんの親戚や知人に会えた。家も見ることができ安心し
た。もっと行きたい場所や会いたい人がいたが滞在期間
が短く残念だ。」と語った。

施設職員による本人の変化は、同室者や入所者にふる
さと訪問の様子を楽しそうに自慢げに語り、他者へもふ
るさと訪問への参加を促す。また、ふるさと訪問の写真
を掲示した際に、その説明を実習生や面会人、視察者等
にいきいきと語っていた。

家族の反応：母親のふるさと訪問に際し、反対意見の

子供もいた。しかし、県外に嫁いでいる娘達の意見も聞
き、施設職員や同行ボランティアが介護を担当するため
不安はないことを知り、次男と孫の同行を含め家族会議
で合意が得られた。滞在中は、母親の喜びように、途中
に別日程で島に来た長男も一緒に「親孝行ができた」と
喜んだ。訪問後、同行した次男は本土に住む姉妹に写真
やビデオを送り、ふるさと訪問の様子を知らせた。姉妹
も涙して喜び、母親へも電話でその喜びを伝えていた。

施設職員からみた家族には変化がみられた。長男は、
面会頻度が少なく、対象者との関係も淡泊であり、ふる
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さと訪問も合意に時間を要した。しかし、ふるさと訪問
を機に面会回数が増え、同室者への差し入れ、施設職員
へのねぎらいの言葉かけがみられるようになった。傍か
らみて親子関係も「氷が溶けていくようにわだかまりが
溶けていく」感じがすると語っていた。

施設職員の反応：施設職員は、ふるさと訪問には業務
として同伴していた。「自宅到着の瞬間、対象者の表情
が変化し、施設ではのぞかせない自信に満ちた表情や、
多くの知人との再会を目の当たりにし「ふるさとのよ
さ」を実感した。改めて、介護保険制度のめざす「在宅
支援」の意味が理解できた」と語っていた。

訪問後、その感動を職員や入所者にも伝える必要性か
ら、頻回の会議報告や写真展を開催。職員にはふるさと
意義、入所者には「私も行きたい」とニーズがでること
を期待した。

施設への波及効果：ふるさと訪問を初体験したS施設
では、施設の職員間、入所者間でふるさとの話題が増加
し、入所者のふるさと自慢が始まった。

職員から、ふるさと訪問に関心を寄せた質問や同行参
加希望、他の離島出身者にも広げたい等の声が聞かれ
る。施設に慰問に訪れた離島市町村職員へは「施設入所
者のふるさと訪問を竹富町のように市町村事業として取
り組んでほしい」と陳情する場面や、「養護老人にも広
げたいので休日返上して希望調査をしたい」と申し出る
職員、「本島内出身のふるさと訪問としてミニドライブ
事業を見直せないか」と具体的提案等が持ち上がってい
る。

4 考察

１. ふるさと訪問の事業化

協力施設と報告者らの共同企画により、離島の施設入
所高齢者のふるさと訪問は実現し、「生きて２度と生ま
れ島の土を踏むことはできない」との思い込みの現状は
打破された。試行的ふるさと訪問者２例の訪問中の反応
やその後の変化等からふるさと訪問は生きがいづくりに
なることが示唆された。

過去の報告で「要介護老人の生きがいとしてのふるさ
と訪問の試み」10)があった。一医療機関が帰宅願望の強
い要介護高齢者に施設サービスの一環として実施した１
事例紹介であり、H施設の前年度の計画に類似してい
た。また、文献上はみられないが、数ヶ所の介護老人福
祉施設で施設サービスとして沖縄本島内で日帰りによる
ふるさと訪問を実施していることも把握した。しかし、
開始時より施設サービスにゆだねることなく、公的サー
ビスとしての位置づけの必要性を思慮した。その理由
は、①施設入所高齢者の生きがいづくりとしてふるさと
訪問が意義深いと考え、誰でも希望すれば利用できるし
くみにすること、②陸路移動と異なり離島間の空路や海
路移動によるふるさと訪問は、費用や時間、介護量など
課題が多く一施設の思いや家族の協力だけでは困難であ

り、行政的、社会的支援が必要であると考えた。そのた
め、企画段階から意図的にAction  Researchとして介入
した。ふるさと訪問実施時、全日程介護ボランティアと
して参加し、対象者やその家族、親戚、地域の反応や施
設職員等を参加観察し、ふるさと訪問終了後、関係者に
面接を実施した。試行的ふるさと訪問は、竹富町や沖縄
県に報告し、翌年「竹富町いきいきふるさと訪問事業」
は誕生した。竹富町出身の高齢者は、「施設入所すると
２度と生きて島に帰れない」という現状打破に繋がっ
た。

ニーズが事業（サービス）をつくり、制度化されるこ
とは過去の歴史が多く物語っている。訪問看護（在宅看
護）の歴史も同様である11)。1891年にその必要性から病
院の看護婦による訪問看護は誕生したが、100年後の
1991年に老人訪問看護制度が創設された。

看護職として、施策化された事業に参加するだけでな
く、ニーズがあれば、関係機関等との調整を図りつつ実
施し、その効果を具体的に示すことは、関係者への理解
を深め、結果的には要介護高齢者のQOL向上に繋がると
考えられる。それが、新たな福祉社会に向う「サービス
優先からニーズ優先」の発想でもある。

２. 生きがいづくりとしてのふるさと訪問の検証

生きがいの概念整理が曖昧なまま、生きがいづくりと
してのふるさと訪問を検証することには限界がある。生
きがいのアセスメント方法として、健康に関連したQOL
の一側面に焦点をあて、臨床的にも比較的よく利用され

－ 44 －

沖縄県立看護大学紀要第４号（2003年３月）



ているPGCモラール・スケールがある12）。今回の対象者
にもPGCモラール・スケールでふるさと訪問の前後比較
を試みたが、対象者の理解力や拒否にあいデータ入手を
断念した。特に、「１.人生は年をとるに従って悪くなる」

「６.年をとって役に立たなくなった」「９.生きていても
しかたないと思う」「14.生きることは難しい」の質問項
目では、沈黙で涙ぐみ、「こたえたくない」と拒否され
た。従って、評価スケールによる評価は行えず、記述式
により対象者の反応などを中心に検討した。これまでの
研究では「主観的健康観が高いとPGC得点は高い」、

「ADLと活動能力が高いとPGC得点は高い」といわれて
いる13）～15）。要介護高齢者には生きがいのある生活は送
ることはできないかとの疑問が残る。しかし、健康レベ
ルが低くても、「交際頻度を保つことができれば、PGC
得点が下がらない」などの報告16)もあり、施設入所高齢
者にも、ほとんどの施設で実施している趣味や娯楽の時
間は、PGCスケールを下げないための施設の努力である
とも考えられる。ところが「交際頻度とPGC得点には性
別や職業が影響する」17)など、生きがいについての論争
があり、生きがいは高齢者１人ひとりの個性によって異
なり一般化は困難であるともいわれている12）。

今回調査したふるさと訪問希望状況でも希望の有無
は、入所経路に有意差が見られたのみで、主たる介護
者、島での生活満足度などの入所前情報や入所期間、介
護度、主観的健康観、施設での生活満足度、面会頻度、
帰省経験の有無など、調査項目と関係がなかった。有意
差のみられた入所経路では、「医療機関経由の入所者」
より、「自宅からの入所者」は、ふるさと訪問を希望し
ない傾向があった。自宅からの入所者は、家族介護にお
ける家族関係の歪みの修復に時間を要していることも考
えられた。この結果は、データ数が少ないことも否定で
きないが、むしろ個別的な「ふるさとや家族への思い」
に関係していることが推察された。

ふるさと訪問希望者は、生きているうちに「島や家を
見たい」「もう一度ふるさとの土を踏みたい」という思
いや、「家族、親戚、友人、知人に会いたい」という愛
する者たちとの再会の希望は、家族の都合を遠慮しつつ
も過去に大事にしていた島の伝統行事や祭事（盆・正
月）の時期にふるさと訪問を希望していた。高齢者にと
っての最大の生きがいは、家族・子供・孫であるという
報告18）や、施設高齢者の生きがいは、過去も現在も「家
族・友人」が最も多く、生きがい感とQOLは関連がある
との報告19）、地域高齢者の生きがい形成に関する要因と
しても家族、友人、地域とのつながりをあげている報告
20）、施設入所者のQOLを考える指標にも家族関係基盤や
地域生活基盤があげられている21）。特に、小さな島社会
では人と人とのつながり（ソーシャルサポート）は家族
を基盤にして広くて深い22）。また、沖縄の高齢者は行事
や祭事参加者や役割者は自尊感情が高くQOL向上に影
響しているという報告23）もある。

離島の高齢者の生きがいとその形成は、高齢者が長く
生きてきた日々の家族関係や地域生活に加え、行事や祭
事で培われると考えられる。離島の施設入所高齢者が大
切にしている家族、地域生活、行事や祭事は、ふるさと
を離れ島外に施設入所することにより剥奪される。ふる
さと訪問の実現は、施設入所高齢者に家族、友人、島、
家、伝統行事、祭事を瞬時ではあるが取り戻すことによ
り、生きがいづくりに繋がることが示唆された。伝統行
事や祭事を訪問時期として希望者が多かった理由は、２
泊３日限定の条件下で、多くのニーズが満たされるため
と推察される。結局、高齢者の生きがいづくりは、「そ
の人が大切にしているものは何か」「生きていてよかっ
たと思えるようなことは何か」という個々のニーズに沿
う援助こそ最良であると考える。

３．ふるさと訪問事業の波及効果と課題

竹富町のふるさと訪問事業目的は、「町出身者の施設
入所者が､出身地域の祭りや行事などへの帰郷の実現に
より入所生活における生きがいを見いだすよう支援する
こと」、及び「施設入所者の帰郷が､地域住民に高齢者福
祉への理解を高め、地域ボランティア組織を強化するこ
と」である。

Ｔ氏の場合、本人の生きがいづくりだけでなく、家族
については、Ｔ氏本人との関係の修復や施設のケアへの
感謝、久しぶりの祭りへの心の高鳴り、親孝行した自負
心などの効果が伺え、対象者の生きがいは家族関係の修
復や深まりをも可能にすることが推察できた。また、同
行職員にも家族同様、介護観や仕事観に影響を与えたと
考えられる。同行職員の感動の伝授や介護サービスへの
考え方の変化は、今後の日々のサービス改善に向けてリ
ーダーシップが期待できる。さらに、施設側は、同伴職
員から影響を受け、相乗効果で地域における施設サービ
スの質向上のパイオニアになる鼓動が伺える。

ふるさと訪問の波及効果は、施設入所高齢者の生きが
いづくりから始まり、その波動は家族、施設職員、地域
へと広がりつつあることを確認した。

しかし、ふるさと訪問希望者は６島に19例希望してい
たが、訪問実現は３島に７例であった。その理由は、本
人の健康上の問題、帰郷への家族受け入れ上の問題、施
設、役場、ボランティア等介護体制上の問題などであっ
た。本人の健康上の問題は、対象の特徴から不可抗力の
感もある。希望者が希望時期にふるさと訪問を実現する
ためには、対象者本人のタイミング、家族や施設の「施
設入所高齢者者のふるさと訪問への思い」の共有や地域
の受け入れ体制、安定供給可能な介護ボランティアシス
テムが急務であり事業の定着化には課題が多い。

5 結論

介護老人福祉施設入所中の離島（竹富町）高齢者に対
し、試行的ふるさと訪問の試み、ふるさと訪問希望調査

大湾他：離島における施設入所高齢者の生きがいづくりに関する研究
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によるふるさと訪問希望理由を中心に検討し３島に実施
した。さらに、ふるさと訪問の波及効果と課題が明確に
なった。
１. 試行的ふるさと訪問の試みは、Ｈ施設と報告者ら

の共同計画で実施された。報告者らは、準備段階か
ら「ふるさと訪問」事業化を意図しAction Research
として介入した。ふるさと訪問に全日程同行による
参加観察や、ふるさと訪問終了後の面接により、施
設入所高齢者のふるさと訪問は生きがいづくりにつ
ながることが示唆された。その結果を竹富町や沖縄
県に報告し、翌年「竹富町いきいきふるさと訪問事
業」として誕生した。

２. 竹富町出身の介護老人福祉施設入所者43例のふる
さと訪問希望調査を実施した。痴呆や入院中により
調査不可を除き有効回答は26例であった。ふるさと
訪問希望者は19例で性､年齢、入所前住所、入所期
間、介護度、入所理由、島での生活満足度、施設で
の生活満足度、主観的健康観、一番の楽しみ（生き
がい）､面会頻度、帰省経験の有無等の項目との関係
はみられず、入所経路のみに有意差がみられた。

３. ふるさと訪問希望理由は、「島や家を見たい」「家
族､親戚､友人､知人に会いたい」「伝統行事や祭事の
時期に帰りたい」であった。ふるさと訪問希望理由
は、島外の施設入所により剥奪された家族、友人、
島、家、伝統行事、祭事を瞬時ではあるが取り戻す
ことが生きがいづくりに繋がることが示唆された。

４. ふるさと訪問の波及効果は、本人の生きがいづく
りだけでなく、家族関係の深まりを可能にすること
が明らかになった。また、施設職員の介護観や仕事
観を刺激し、施設介護サービスの変化の兆しがみえ、
ニーズ優先のサービスへの転換が期待される。

５. ふるさと訪問の課題は、「誰もが共に生きられる社
会の実現」に向け、家族や地域のふるさと訪問理解
による受け入れ体制と、安定供給可能な介護ボラン
ティアシステムの構築である。

謝辞:今回の調査にご協力戴いた本人、家族、介護老人
福祉施設職員、その他多くの関係者に感謝いたします｡
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A Study about Fulfillment in Life for Elderly People
from Isolated Islands who Live in Care Houses

－Analysis and Issues in the Process of Building up the“Home Town Visiting”Project－

Ohwan Akemi 1), Sakugawa Masayoshi 1), Okawa Mineko 1),
Shimoji Yukiko 2), Tomimoto Tutae 3), Nehara Kenei 3)

The purpose of this study is to determine if "home town visiting" for the elderly people, who are from
isolated islands and living in care houses, heightens their fulfillment in life. The study subjects are, ①2
elderly people who experienced “Home Town Visiting” in 2000 ;②the 43 elderly people who had resident
registrations in Taketomi Municipality at the time of August 1st 2001, and who got the official recognition of
Yo-Kaigo-Nintei, and were living in care houses; ③and seven elderly people who experienced “Home
Town Visiting” in 2001. An action research method was introduced. The researchers planned these trial
projects, interviewed the subjects, implemented  “Hometown Visiting”, evaluated these trials and clarified
the problems to be solved in this project. The study method was action research:  participatory observation,
interview, and analysis.

Results and conclusions: 1) The trial of the hometown visiting changed the possessed idea "never can
go back to home island alive". The two elders who succeeded in going back to the home island showed pos-
itive reactions. The hometown visiting can be regarded as a way to raise the quality of life of the elderly peo-
ple. 2) The hometown visiting between isolated islands needs more money, time and care, compared to that
in Main Island Okinawa, because it requires movements by airplane and ferry over the sea. The successful
point of this project is doing this as one of the social services, not leaving it to individual institutions. 3) 70%
of respondents hoped for a hometown visiting. The characteristics of the elders and situations before admis-
sion had no relationships to the hope.  The longing for the sight of ones hometown and family might have
influence on the hope for hometown visiting. 4) The ripple effect of hometown visiting on raising of the
quality of life of the elders and strengthen the relationships between family members are suggested. 5) The
understanding by family and community, the building of volunteer activity system are needed for the soci-
ety where everybody lives together.               

Keywords: isolated island, officially recognized elderly, institution admission, fulfillment of life, home town visiting

1）Okinawa Prefectural College of Nursing
2）Hokubu Nursing School
3）Taketomi Municipal Office
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1 緒言

低出生体重児(2500g未満)の出生割合は全国的にも
年々増加しており、全国8.6%（平成12年）に比べ、沖縄
県は10.3％（平成12年）と常に高率である1)。カナダな
ど海外先進諸国でも早産率が増加傾向という報告２）もあ
る。低出生体重児（以下低体重児）の中には、早産のた
め小さく出生した児と、正期産でありながら小さい児、
いわゆるIUGR （intrauterine growth retardation or
restriction）の児が含まれ、低体重児の出生要因は、母
体要因や胎児・胎児付属物の要因などである。3) 4) 5)

寺尾6)は、静岡県の低体重児出生要因調査では早産と
前期破水で64％を占め、残る34％は前置胎盤、胎盤早期
剥離、胎児仮死などやむを得ぬ人工早産であり、これら
の早産や前期破水を予防できれば低体重児出生を現在の
半数以下に減少させることができるはずだという。ま
た、低出生体重児が増加した原因は、胎児診断法や未熟
児の哺育技術の進歩により早期に児を娩出させる傾向や
多胎妊娠が増加したことによると考えられるが、一方で
早産や前期破水が増加している可能性も否定できないと
述べている。

沖縄県でも低出生体重児等出生要因調査7)や航空機騒
音曝露による出生体重や妊娠期間への影響調査8)などの
調査が実施され、ハイリスク妊婦の健康管理の充実や生
活環境の調整などが指摘されている。

低体重児は周産期死亡率も高く、長期的予後からも後
障害や罹患率が高率であり家族の受ける精神的・経済的
負担も大きいことが報告されており、9)10)11) 沖縄県内にお
ける低体重児の出生背景や要因を明らかにすることは重
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要な課題である。
そこで、沖縄県内のNICU機能を持つA病院における

近年の分娩例より、低体重児の出生状況、妊娠・分娩経
過を調査し、助産師としてその予防にどのような取り組
みが必要であるか検討した。

2 研究方法

調査対象は1998年１月１日から2000年３月31日までに
A病院で出生した912例中多胎分娩を除いた低体重児
(2500g 未満) 211例である。

研究期間は、2000年９月から2001年８月である。デー
タの使用は、責任者の了解を得、個人が特定されること
がないよう倫理的配慮をした。

調査内容は、211例の低体重児に対して、①妊娠週数、
②出生体重別内訳、③出生時発育不全（Light-for-dates
児）、④既往産科歴、⑤母の年齢、⑥妊娠中毒症等の合
併症の有無、⑦母体搬送の有無、⑧分娩様式、分娩時の
状況である。

出生時におけるLight-for-dates児の指標は厚生省研究
班による出生時体格基準曲線（ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ版・1994年改
正）を用い、10％以下の状態を発育不全とした。

統計処理は、SPSS統計パッケージを用い、割合の比
較にはχ２

検定、平均値の比較には t 検定を用いた。こ
れらの比較で差異のある項目について、相対危険度及び
95％信頼区間を算出して各要因の関連の強さを分析し
た。

3 結果

１. 低体重児の出生状況
912例の内訳は、単胎842例(93%)、双胎49例(5.0%)、

品胎21例(2.0%)であった。単産・複産別低体重児の出
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生割合は、単胎211例（25.1%）、双胎33例(67.4%)、品
胎21例（95.2%）であった。（表１）

以下、多胎分娩を除いた低体重児211例を分析した。

１）妊娠週数・出生体重
低体重児の妊娠週数別出生内訳は、妊娠32～36週が

110例(52.1%)、次いで37～41週が49例(23.2%)、28～31
週32例(15.2%)、24～27週は20例(9.5%)であった。

低体重児の体重別内訳は、2000～2499gが107例
(50.7%)、次いで1500～1999ｇが53例(25.1%)、1000～
1499ｇが32例(15.2%)、500～999gが19例(9.0%)となっ
ており、1500ｇ未満の極低出生体重児が51例(24.2%)で
あった。（表２）

２）母の年齢別低体重児の出生状況
低体重児の出生割合を母の年齢別にみると、45～49

才が１例（50%）、30～34才が74例(28.6%)、40～44才
が14例(27.5%)で、15～19才では7例（16.3%）であっ
た。（表３）

低体重児の母の年齢が19才以下７例中早産は６例、
正期産は１例であった。35歳以上の初産は11例あり、
そのうち早産が10例、正期産が１例あった。

４）分娩様式
単産の出生総数での帝王切開率は、264例(31.4%)で

あるが、低体重児では101例(47.9%)であった。（表4）
妊娠週数別の帝王切開率は、週数の浅い妊娠24～27

週が12例(60％)、妊娠28～31週16例(50.0%)、妊娠32～
36週が56例(50.9%)、妊娠37-41週が17例(34.7%)であっ
た。（表５）

出生体重段階別の帝王切開では、1000～1499ｇが24
例(75％)で、次いで500～999ｇ11例(57.9%)、1500～
1999gが26例(49.1%)、2000～2499ｇは40例(37.4%)であ
った。（表６）
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２. 低体重児の出生要因と妊娠期間との関連

１）前期破水
前期破水は38例(18.0%)あり、妊娠24～36週の早産児

では33例(20.4%)、妊娠37～41週の正期産児では5例
(10.2%)となっていた。妊娠28週未満の超早産児の8例
(40％)に前期破水があった。

２）妊娠中毒症
妊娠24～36週で妊娠中毒症であったものは、22例

（13.6%)で、妊娠37～41週で１例（2.0%）であった。
３）子宮頸管無力症

子宮頸管無力症は5例(2.4%)あり、妊娠24～27週 1例
(5.0%)、28～31週 1例(3.1%)、32～36週 3例(2.7%)であ
った。

４）常位胎盤早期剥離
常位胎盤早期剥離は、８例(3.8%)あり、妊娠28～31

週が２例(6.3%)、32～36週が５例（3.1%）であり、早
産が７例、正期産は１例であった。（表７）

５）母体搬送
母体搬送は、他施設で妊婦管理していたがA病院に

搬送され入院し、分娩した事例とした。
母体搬送は、86例(40.8%)あり、妊娠24～36週の早産

が82例(50.6%)で正期産は４例(8.2%)であった。分娩時
に医療機関を初めて受診した飛び込み分娩が２例あっ

た。
母体搬送された86例中34例(39.5%)が1500ｇ未満の

極低出生体重児であった。（表８）入院時に分娩がす
でに開始した状態である進行早産は26例あり、出生体
重別では1500～1999g が 11例(42.3%)、次いで500～
999gが8例(30.8%)、2000～2499gは４例（15.4%）、1000
～1499g は９例(11.5%)であった。(表９) 妊娠週数別で
は、妊娠32～36週が13例(50%)、次いで24～27週が8例
(30.8%)、28～31週5例（19.2%）となっていた。（表10）
進行早産26例中19例は母体搬送（表11）であり、25例
は他施設での妊婦管理であった。

３. 低体重児の出生要因と出生状況との関連　

既往産科歴、母の年齢、Light-for-dates児、前期破
水、進行早産、分娩様式、妊婦管理、母体搬送の有無
別に母体合併症・出生体重・アプガースコア・妊娠週
数・分娩までの入院期間の平均値を比較検討した。（表
12）

１）既往産科歴
初産婦・経産婦別の母の平均年齢は、初産婦28.3

歳、経産婦32.2歳であった。母の年齢19歳以下では、
平均出生体重が1647.4g(SD=479.8)、20歳以上では
1860.0g(SD=511.7)であった。母の年齢35歳以上は、
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1810.8g(SD=529.6)であった。（表12）
２） 前期破水

前 期 破 水 で あ っ た も の は 、 平 均 出 生 体 重 が
1 6 9 9 . 4 g ( S D = 5 2 6 . 5 ) 、 前 期 破 水 な し で は 、
1889.8g(SD=502.8)であった。平均妊娠週数は、前期
破水があったものは31.7週（SD=4.1）、前期破水なし
は34.0週（SD=3.5）であった。

３）進行早産
進 行 早 産 で あ っ た も の は 、 平 均 出 生 体 重

1 4 7 4 . 7 g ( S D = 4 8 4 . 8 ) 、 進 行 早 産 な し で は
1909.0g(SD=492.9)であった。平均妊娠週数では、進
行早産では30.4週(SD=3.5)、進行早産なしでは34.0週
(SD=3.6)であった。

出生時の平均アプガースコアは、進行早産であった
ものは1分で5.8点(SD=2.2)、5分で7.3点(SD=2.0)で、
進行早産がなかったものは1分7.2点(SD=2.6)、5分では
8.3点(SD=1.6)であった。

４） 分娩様式
分娩様式別では、経膣分娩の平均出生体重は

1974.7g(SD=471.0)、帝王切開群では1721.5g(SD=526.1)

であった。母の平均年齢では、経膣分娩群29.4歳
(SD=5.8)、帝王切開群では32.3歳(SD=5.8)であった。
出生時の平均アプガースコアは、経膣分娩群は1分7.5
点(SD=2.0)、5分8.5点(SD=1.3)で、帝王切開群は1分
6.5点(SD=2.5)、5分7.9点 (SD=2.0)であった。

５）妊婦管理
妊婦管理を施設別にみると、他院管理群の平均出生

体重は、1647.2g(SD=506.3)で、当院管理群（妊娠初期
からA病院受診）では2054.5g(SD=435.6)であった。他
院管理群の平均妊娠週数は31.8週(SD=3.4)で、当院管
理群は35.3週(SD=3.3)であった。分娩までの平均入院
期間は他院管理群0.7日(SD=2.5)、当院管理群4.5日
(SD=12.6)であった。

８）母体搬送
母体搬送があったものの平均出生体重は1621.6g

（SD=516.3）で、搬送なしでは2016.5g(SD=442.4)であ
った。搬送ありの平均妊娠週数は、31.6週(SD=3.4)で、
搬送なしでは35.0週(SD=3.4)であった。搬送ありの出
生時の平均アプガースコアは、1分6.1点(SD=2.5)、5分
7.8点(SD=2.0)で、搬送なしでは1分7.6点(SD=1.9)、5
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分8.5点(SD=1.3)であった。

４. 低出生体重児の出生要因の相対危険

低体重児の出生要因の比較で差異が見られた項目に
ついて、相対危険度及び95％信頼区間を算出した。オ
ッズ比は前期破水1.5、妊娠中毒症3.8、今回の妊娠が
切迫早産3.6、母体搬送4.3、妊婦管理が他院4.3であっ
た。（表13）

５. 極低出生体重児の出生状況

1000g未満の児では、母の年齢が16歳～44歳、初産
婦８人、経産婦11人であった。出生体重は708g～
984g、妊娠週数も24～34週であった。分娩時の現病歴
をみると１人で複数を合併している例が殆どであり、
すでに早産が開始した進行早産、前期破水、児の胎位
異常等があった。

1000～1499gの児では、母の年齢が22～41歳、初産
婦11人、経産婦が19人であった。出生体重は、1010～
1482g、妊娠週数は26～35週であった。分娩時の現病
歴では、胎児仮死や妊娠中毒症、前期破水、高血圧合
併妊娠等で複数の合併があった。（表14）

4 考察

今回の調査における、A病院の2500ｇ未満の低出生体
重児は912例中264例(28.9%)で、多胎児を除くと211例

（25.1%）であり、全国平均を上回っていた。低出生体重
児（2500g未満）に占める1500ｇ未満の極低出生体重児
51例(24.2％)や1000ｇ未満の超低出生体重児は19例
(9.0%)と高率であった。NICU機能を持つ高次医療機関
として周辺の各医療機関からの母体搬送受け入れが多い
ことから当然の結果であると考える。

低体重児を妊娠期間別にみると、162例(76.8%)が妊娠
24～36週の早産であり、妊娠37～41週の正期産は49例
(23.2%)で、他府県の報告12)「低体重児のうち早産が
48.7%、正期産は51.3%」と比較しても早産が多い。早産
の中でも超早産児（妊娠28週未満）は20例(12.3%)で上記
報告12)での「10.4%」と比べても高率である。これは超低
出生体重児の出生が高率であることとも関連していると
いえよう。妊娠期間や出生体重は児の生存率、重症新生
児合併症やその後の後遺症にも影響が大きい8) 9) 10) 11) こと
から超早産児・超低出生体重児を少なくすることは課題
であるといえる。

低体重児の母の年齢では、高年齢の母体からの低体重
児出生が高率となっており、全国統計と同様の結果であ
った。(表３)高年齢の母体では合併症が多いことは明ら
かであり、低体重児の出生が高率1)13)となるのも当然の
結果だといえよう。19歳以下の若年の母親からの低体重
児出生割合は、年齢段階別にみて最も低く、全国統計と
は異なる結果であったが、A病院の低体重児の出生割合
は各年齢とも全国を上回っていた。（表３）また、19歳

以下の母では、20歳以上の母に比べ、妊娠週数が短く、
出生体重がより低体重であった結果から、若年者・高年
齢者の妊娠分娩に対する対策が必要である。

早産低体重児33例(20.4%)に前期破水があり、超早産児
（妊娠28週未満）8例(40％)に前期破水がみられた。前期
破水の原因として、絨毛羊膜炎などの感染の存在が指摘
15)～18)され、破水後の感染というより感染が破水の原因に
なっていることが明らかになってきた。前期破水（pre-
mature rupture of membranes 以下PROMと略す）のメ
カニズムは必ずしも明らかではないが、膣内の細菌感染
がその大きな要因になっていることが指摘されている。
B群溶連菌（以下GBS）やクラミジアや真菌などの陽性
者にPROMの頻度が高いという報告もある。18)妊娠早期
の性器感染症などの早期発見、早期治療が必要であり、
夫婦共に性器感染症に罹らないように予防し前期破水を
防ぐことが早産の予防につながると思われる。また、精
漿中に子宮頸管熟化に影響を与えるIL-8がたくさん含ま
れている4)ことから早産予防には、妊娠中の性生活にお
いてコンドームの着用を励行すること、妊娠中の局所の
清潔に心がけること、帯下異常などの早期発見・早期治
療の必要性などについて妊婦自身への指導が重要とな
る。

妊娠中毒症は23例( 10.9%)で、その中でも早産は22例
(13.6%)あり、正期産は1例(2.0%))であった。妊娠28～31
週の6例（18.8%）、妊娠32～36週の16例(14.5%)に妊娠中
毒症の合併がみられた。妊娠中毒症は、母児の予後を考
慮した結果、妊娠の中断を余儀なくされ、未熟児出生に
つながることもあるハイリスク妊娠であり、胎児の発育
障害が起こりやすいことから、妊婦管理の充実を図り19)

、妊娠中毒症の発症予知、異常の早期発見・早期治療や
重症化の防止が重要である。

低体重児の母体搬送事例は、妊娠初期からA病院で妊
婦管理された事例に比べ、分娩までの入院期間も浅く、
妊娠週数が短く、より低体重児であること、アプガース
コアが低く、入院時、すでに分娩が開始した状態の進行
早産であった事例が多かった。母体搬送の時期について
は、搬送元でのハイリスク妊娠を早期に見極める的確な
判断や俊敏な行動、高次医療機関との密接な連携が必要
であり20)、切迫早産や異常が発見されたら、早期に母体
搬送し母児にとってできる限りよい状態での分娩ができ
るようにしていくことが必要である。早産の予知は容易
ではない21)が、早期に予知し予防すべき疾患であり、効
果的な診断技術・治療技術22)を用いると共に妊婦自身の
妊娠中のセルフケア能力の向上が求められる。

低体重児の出生要因との関連(表13)では、相対危険度
及び95%信頼区間でみると前期破水や妊娠中毒症、今回
の妊娠が切迫早産、母体搬送された事例や妊婦管理が他
院であった妊婦は危険度が高率であった。これらから、
早産徴候や妊娠中毒症などがあるハイリスク妊婦は、妊
娠初期から高次医療機関での妊婦管理が必要である。
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極低出生体重児の出生状況では、1000g未満の児は妊
娠中期である妊娠28週未満が殆どで、進行早産であった
ものが最も多かった。妊娠経過が順調であれば妊娠中期
の胎児の位置は特に問題とならないが、早産徴候が進ん
でいる状態や前期破水がある場合では、分娩様式・児の
出生時期に大きく影響を及ぼしている状況が伺える。子
宮口が開大し、胎胞形成がみられた進行早産の状況で妊
娠26週に母体搬送された事例では、児の胎位が横位で、
胎胞下に臍帯が超音波でみられたため、破水後の対応で
は児の生命にさらなる危険との判断で破水前に緊急帝王
切開にて児の娩出を図っている。1000～1499gの児では、
分娩時の現病歴では胎児仮死が最も多く、重症妊娠中毒
症、前期破水、高血圧合併妊娠など複数の異常が重なり

早産となるものが多く、母体の健康管理や早産徴候の早
期発見・治療が重要であることは明らかである。

茨23)らの医療費のコスト面からの調査では、異常新生
児の医療費は在胎週数が短いほど高額であり、さらに妊
娠中毒症母体から出生した異常新生児は、その他の同じ
在胎週数の児よりもさらに高額であり、在胎週数を安全
に延長することができれば、医療費が抑制できること、
妊娠早期であればあるほど、在胎週数の延長が死亡率の
抑制につながることが示唆されたと報告している。妊娠
中毒症の重症化の防止は母児にとって重要であり、妊婦
自身の異常に対する感受性を高め、早期受診、早期治療
できるようにすることが求められる。

以上のことから、低体重児の出生を予防するには、性
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感染症や切迫早産の予防、前期破水の予防など妊娠中の
健康管理が重要であり、妊婦健診など外来の場における
妊婦自身のセルフケア能力を高める保健指導が必要であ
り、助産師はこれらの予防に積極的に関わっていく必要
性がある。

5 結論

沖縄県の低体重児の出生背景や要因を明らかにする目
的でNICU機能をもつA病院の低出生体重児について調
査した結果及び助産師が予防的に関わる必要性について
は以下のとおりである。
１）A病院の低体重児の出生状況は、早産低体重児が

76.8%、正期産低体重児が23.2%であり早産が高率であ
った。母体搬送の事例は低体重児の40.8%を占め、母
体搬送のない場合に比べて、妊娠32週未満、1500g未
満の児が約2倍多く、アプガースコアも低かった。

２）すでに早産の開始した状態での母体搬送が73.1%あ
り、母児にとってよりよい状態で分娩するには早期の
母体搬送が望まれるため、分娩が開始する前の母体搬
送が可能になるように早産徴候の早期発見、予知がで
きるような管理が必要である。

３）早産低体重児は、正期産低体重児より前期破水や妊
娠中毒症が高率であることから、早産予防のためには
前期破水の発症予防、妊娠中毒症の早期発見、治療へ
の支援が重要であり、妊娠中の保健指導をきめ細かに
していくことが必要である。
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Journal  of  Okinawa  Prefectural  College  of  Nursing   No. 4  March 2003.

The Research on a low birth weight infant birth factor
and risk

－Analysis of the low birth weight infants born in the Okinawa A hospital―

Kakazu Izumi, R.N.M.,LL.B 1)  Kato Naomi, R.N.M.,B.A 1)  Kinjyo Tadao ,M.D.,PhD 2) 

This research found out of low birth weight (LBW) infants , birth factor, and aimed at examining what
kinds of supports can be performed as a midwife. 

The subjects of this study were 211 low birth weight infants out of 912 new born babies in A hospital
which have the NICU of from January, 1998 to March, 2000. The % of LBW was 28.9%.

The contents of this investigation the situations of the previous obstetrics history such as pregnancy
record, labor & delivery record.   

A result of a premature delivery depending on LBW infants was 76.8% .Moreover, the low birth
weight’s Apgar score was also low. The cause of the LBW is not clear although a cause has many factors
depended on premature rupture of membranes. Furthermore, maternal transfer in the state where the
delivery began is 73.1%, and the early detection of the premature delivery is important to prevention. 

Especially a midwife wants to carry out the health care consultant in every institution risk factors of
LBW as a health professional. 

Every pregnant woman can receive a health services. 
Keywords: Key words: Low birth weight infants, a premature delivery, toxemia of pregnancy,maternal transfer    

1）Okinawa Prefectural College of Nursing
2）Okinawa Prefectural Chubu Hospital
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緒言

専門職といわれる領域においては、学校教育に続く教
育、いわゆる継続教育が必要であり、それが行われてい
るか問われるところである。継続教育は概念的には補習
教育と異なるが、成人教育、社会教育、企業内教育、現
任教育などが含まれるものである。助産婦は看護職の中
でも専門性が強く長期間にわたる教育が必要であり且つ
継続した教育なくして実践活動は困難である。

1998年日本助産学会は、「日本の助産婦が持つべき実
践能力と責任範囲」１）を明らかにし、助産婦として期待
される能力を維持、発展させていくための教育の必要性
が論じられている。しかし、卒後教育（継続教育）の具
体的な方略等について示されていない。自らの職種の能
力の向上を図るには、個人の能力はもとより体系的に計
画された教育が受けられるよう準備されなくてはならな
いと考える。

そこで、助産婦資格取得後の継続教育の必要性及び研
修内容の検討をすることを目的に、助産婦教育を行って
いる助産婦免許を持つ教員及び助産婦の臨床指導を受け
入れその指導に当たっている助産婦を対象に調査を行っ
た。

1 研究方法

調査対象は、2001年１月～３月の期間に、全国助産婦
教育協議会加盟校96校の教員各３人（288人）及び助産
婦として３年以上の臨床経験があり、臨床実習指導者で

１）沖縄県立看護大学

ある助産婦10人（960人）を対象に協力依頼をし、同意
を得られた者に自己記入式質問用紙を配布し、郵送にて
回収した。調査内容は、①日本の助産婦が持つべき実践
能力と責任範囲などを参考にし、助産婦の希望する教育
の内容46項目をあげ最も必要と思われる教育②研修会や
学会の参加状況③教育の必要性に関する意識や意見等を
求めた。回収数は、教員209（回収率72.6％）、助産婦629

（回収率65.5％）であった。産科経験年数未記入者・調
査票の回答が1/2以下のものを除き、教員204助産婦551、
合計756を有効回答として分析した。データーの分析は
統計パケージ「SPSS」を使用した。

2 結　果

１. 対象者の属性（表１・２・３・４）
回答者755人の職種は、教員204人（27.0％）、助産婦

551人（73.0％）であった。年齢別では「31～40歳」285
人（37.7％）「41～50歳」213人（28.2％）、「30歳以下」
175人（23.2％）、「51～60歳」64人（8.5％）、「61歳以上」
５人（0.7％）である。

教員、助産婦別の年齢区分は、両者ともに「31～40
歳」が最も多く、それぞれ78人（38 .2％）、207人

（37.6％）であった。ついで教員は「41～50歳」76人
（37.3％）、「51～60歳」33人（16.2％）の順であるが、助
産婦は「30歳以下」が166人（30.1％）、「41～50歳」137
人（24.9％）である。また、教員は「30歳以下」は９人

（4.4％）に対し助産婦は166人（30.1％）、教員は「51歳
以上」が2割を占めているのに対し助産婦は31人（5.6％）
であり、教員、助産婦の両者間の年齢構成に違いがみら
れた。

助産婦の卒後教育のニーズに関する研究
原　著

加藤尚美１） 玉城清子１） 賀数いづみ１） 井上松代１） 西平朋子１）

本研究の目的は助産婦資格取得後の継続教育のニーズに関する調査を行い、これからの助産婦の卒後教育に寄与するもの
である。

調査は全国助産婦教育協議会加盟校96校の教員(288人）及び助産婦の臨床実習を受け入れている指導者(960人)を対象に
郵送により自己記入式質問紙を配布・回収した。回収率は教員72.6%(209人)実習指導助産婦65.5%(629人）である。

調査内容は、１）日本の助産婦が持つべき実践能力と責任範囲を参考に卒後教育に必要と思われる46項目の教育について
２）研修会や学会への参加状況、３）教育の必要性に関する意識や意見を求めた。結果、助産婦のほぼ全員が卒後教育の必要
性を認めていた。しかし、学会や研修への参加等については64％に止まっていた。また、卒後教育の内容へのニーズは「超
音波断層診断法」「生殖医療」「遺伝と遺伝性疾患」等現在の助産婦教育との関連であり、卒後教育で補う必要があろう。諸
外国においては看護職の免許更新制があるが、これらはすべて卒後教育が義務化されている。従って調査からも研修ニーズ
があり、質の維持向上には卒後の研修は短期・長期的に計画が必要であることと同時に助産婦教育のあり方についても示唆
された。
キーワード：助産婦　卒後教育　継続教育　研修



産科棟勤務経験年数別では、最も多いのは「６～10
年」282人（37.4％）で、ついで「５年以下」196人

（26.0％）、「11～15年」131人（17.4％）、「16～20年」85
人（11.3％）、「21～25年」42人（5.6％）、「26年以上」19
人（2.5％）の順であった。教員、助産婦別の産科経験
年数は、教員は「5年以下」と答えたものが81人

（39.7％）で最も多く、ついで「6～10年」79人（38.7％）、
「11～15年」33人（16.2％）と経験年数が高くなるにつ
れて減少の傾向にあった。一方助産婦は「6～10年」の

203人（36.8％）をピークとした山形をなしており、教
員、助産婦両者間の産科経験年数に違いがみられた。

助産婦教育の受講場所別では、最も多いのは「助産婦
学校」539人（71.4％）、ついで「短大専攻科」186人

（24.6％）、「４年制大学」23人（3.0％）、「その他」7人
（0.9％）の順であった。教員、助産婦別の教育受講場所
で最も多いのは両者とも助産婦学校であった。

１ヶ月以上の研修受講では、「無」と答えたものが464
人（61.5％）と6割を占めていた。教員、助産婦別の長
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期研修受講状況を比較してみると、教員は「有」と答え
たものが130人（63.7％）と6割以上を占めているのに対
し、助産婦は159人（28.9％）であった。教員204人の勤
務場所は、最も多いのが「助産婦学校」32施設91人、つ
いで「短大専攻科」26施設77人、「４年制大学」14施設
36人の順であった。

教育施設別の助産専攻学生数をみると、助産婦学校、
短大専攻科は学生数が「11～20人」の施設が最も多く、
それぞれ23施設（71.9％）、24施設（92.3％）であった。
一方４年制大学は学生数が「10人以下」と答えた施設が
11施設（84.6％）と最も多く、「11～20人」は2施設

（15.4％）であった。 助産婦学校教員数は、「教務主任1
人 専任教員2人」の施設が15施設（46.9％）と最も多く、
ついで「教務主任1人 専任教員1人」9施設（28.1%）、「教務
主任1人 専任教員3人」5施設（15.6%）、「教務主任1人 専
任教員4人」3施設（9.4%）の順であった。

助産婦の勤務場所を設置主体別にみてみると、「都道
府県」が136人（24.7％）と最も多く、次いで「国立」98
人（17.8％）、「日赤」87人（15.8％）、「医療法人」85人

（15.4％）、「市町村」50人（9.1％）「学校法人」34人
（6.2％）「個人」5人（0.9％）の順であった。

勤務している施設の病床数は「501～600床」と「701～
800床」が約13％ で他より高く、次いで「301～400床」
と「1001床以上」が約11％ 、「401～500床」と「601～
700床」が約10％となっていた。病床数は301～800床ま
での間に半数以上の回答数が集中していた。勤務してい
る施設に「NICUがある」と 答えた人は299人（54.3％）
で、約半数の人の勤務する施設にNICUが設置されてい
た。

助産婦の現在の勤務配置場所は「産婦人科病棟」が
251人（45.6％）と最も多く、次いで 「産科病棟」193人

（35.0％）、「混合病棟」73人（13.2％）、「産婦人科外来」
11人（2.0％）、「NICU」3人（0.5％）の順であり、産科
単独の病棟に勤務している助産婦は全体の約1/3であっ
た。

病棟または外来に勤務している助産婦数は、「16～20
人」、「21～25人」がそれぞれ124人（22.5％）であり、次
いで「11～15人」119人（21.6％）であった。

勤務施設の年間分娩件数は、「401～600件」と答えた
人が147人（26.7％）と最も多く、次いで「201～400件」
112人（20.3％）、「601～800件」94人（17.0％）、「801～
1000件」77人（14.0％）、「1000件以上」76人（13.8％）、

「1～200件」38人（6.9％）の順となっていた。
助産婦の職位は、「スタッフ」が354人（64.2％）で全

体の6割以上を占め、次いで「主任」123人（22.3％）、
「婦長」49人（8.9％）、「その他」21人（3.8％）の順とな
っていた。無回答は４人（0.7％）であった。

勤務している施設内で、助産婦を対象とした院内教育
の実施の有無をみると、「なし」が438人（79.5％）と全
体の8割を占めており、「有り」は76人（13.8％）と少な

かった。助産婦を対象にした院内教育プログラムをもつ
施設は少ないことがわかったが、「病棟内で定期的に勉
強会等を行っている」と言う施設も多数あった。

２. 主な学会や研修会への参加状況(図１・２・３・４)
直近１年間で学会や研修会に参加したのは481人

(63.7%)で、しなかったのは247人(32.7%)、無回答27人
(3.6%)であった。

参加した学会名や研修名にチェックのあった474人(教
員178人、助産婦296人)の参加回数や学会・研修会名を
みると、参加回数は１回が214人(45.1%)と最も多く、つ

－ 59 －

加藤他：助産婦の卒後教育のニーズに関する研究



いで２回133人(17.6%)となっており、多くの者が１～２
回の参加となっており、また参加者の多かった学会は母
性衛生学会164人(34.6%)、助産学会90人(19.0%)、看護学
会-母性看護-42人(8.9%)、看護科学学会34人(7.2%)で、研
修会は全国助産婦教育協議会研修会62人(13.1%)、母乳育
児シンポジューム46人(9.7%)、避妊相談のためのスキル
アップセミナー24人(5.1%)などであった。

３. 学会や研修会へ参加できなかった理由(図５・６)
学会や研修会に参加したいと思いながらできなかった

ことがあるかとの質問に「ある」と回答したのは585人
(77.5%)で、「ない」133人(17.6%)、無回答37人(4.9%)であ
った。参加できなかった理由は「仕事が忙しい」が最も
多く29.3%(221人)で、「場所が遠かった」9.3%(70人)、「費
用がかかりすぎる」7.3%(55人)の順となっていた。これ
らを教員・助産婦別にみると、教員の94.4%(186人)は参
加できないことがあるのに対し、助産婦は76.5%(399人)
であり、教員の方が参加できなかった事があると回答し
た割合が多くなっていた(P＜0.001)。また、参加できな
かった理由は教員が「仕事が忙しい」が74.7%も占めて
いたのに対し助産婦は33.2%であり、助産婦の場合「場
所が遠かった」19.7%、「費用がかかりすぎる」15.2%、

「家事・育児が忙しい」14.8%などとなっており、仕事の
多忙を理由にしたのは教員に多くみられ、助産婦は仕事
以外の理由が半数近くを占めていた(P＜0.001)。

４. 専門雑誌等の講読について(図７)
定期的に講読している専門雑誌の冊数は多い順に１種

類24%、２種類24.4%３種類14.3%であり、なかには講読
雑誌なしも19.4%いた。平均すると３冊の雑誌を購読し
ていた。
教員は３種類23.5%(48人)が最も多く、次いで５冊以上

21.1%(43人)、２種類(20.1%)で平均3.3冊であったのに対
し、助産婦は１種類29.2%(161人)、２種類26.0%(143人)、
平均2.93冊となっており、また講読雑誌なしは教員の
4.9%に対し助産婦25%(138人)であり教員の専門雑誌購入
数は有意に多くなっていた(P＜0.001)。

５. 学会・研修会参加と他要因との関連（表５）
学会や研修会への参加状況を教員・助産婦別にみる

と、教員が89.9%の参加率に対し助産婦は57.1%であり教
員の参加率が高くなっていた(P＜0.001)。

学会・研修会の参加を他要因と関連させ検討したとこ
ろ、助産婦は長期研修受講、職位、専門雑誌購読数と関
連があった。

教員職位では専任教員や教務主任及び助手の参加率が
86～88%、講師以上は90%台あり、どの職種の参加率も
高く職位による影響を受けていなかった。また、１ヶ月
以上の研修受講の有無とも学会・研修会参加は関連がな
かった。

助産婦では婦長の79.2%は学会や研修会に参加してい
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るのに対し、主任やスタッフはそれぞれ61.5%、51.2%で
あり、職位が高位であるほど参加率が高くなっていた
(P＜0.01)。また、１ヶ月以上の研修受講者の66.9%は学
会や研修会に参加しており、研修受講者の参加率は有意
に高くなっていた(P＜0.01)。定期購読専門誌数では、講
読雑誌のない者はその47.4%しか学会・研修会に参加し
てないのに対し、5種類以上の購読者は91.7%が参加して
おり、また一部を除き雑誌数が増加するにしたがい学
会・研修会への参加率が高くなっていた。

６. 助産婦の継続教育の必要性

１）助産婦の継続教育に関する意識（表６）
助産婦の継続教育の必要性については、87.9%(627

人)が継続教育は必要であると「思う」、11.4%(81人)が
「まあまあそう思う」と回答しており、両者を合わせ
ると99.3%を占めており、ほぼ全員が継続教育の必要
性を認めていた。

卒後研修の義務化 について必要「と思う」者は
55.3%(394人)、「まあまあ思う」者は30.6%(218人)で、
両者で85.9%であり、大部分の者が卒後研修の義務化
は必要と認識していた。

配置換えによる再教育 の必要性に関しては
59.6%(419人)が必要であると「思う」、30.4%(214人)が

「まあまあ思う」となっており両者合計は90%であり9
割が再教育は必要である認識していた。

研修受講を条件にした免許更新性に関しては、「そ
う思う」30.2%、「まあまあ思う」27.8%、「あまり思わ
ない」26.2%、「思わない」15.7%であった。

肯定的回答である「必要と思う」に注目すると、
「継続教育の必要性」は87.9%と最も高い割合をしめて

いるが、「配置換えによる再教育の必要性」「卒後研修
の義務化」はそれぞれ59.6%、55.3%と低下し、「研修受
講を条件にした免許更新性」は30.2%と最も低くなっ
ていた。

２）教員と助産婦の継続教育に関する意識の比較（表７）
継続教育に関する上記４つの質問の回答を、教員・

助産婦間で比較した。「継続教育の必要性」について
「必要と思う」は教員の96.9%(190人)、助産婦の
69.7%(437人)であり、生涯教育の必要性の意識は教員
の方が高くなっていた(P＜0.001)。「卒後教育の義務
化」に関しては、必要と思うは教員の71.4%(140人)に
対し助産婦は49.1%(254人)であり、卒後研修の義務化
に関しても教員の意識の方が高くなっていた。「配置
換えによる再教育の必要性」についても教員の73.8%
が必要と思うと回答しているのに対し、助産婦は
54.3%(278人）に過ぎず、再教育の必要性に関しても
教員の意識の方が助産婦にくらべ高くなっていた(P＜
0.001)。「研修受講を条件にした免許更新制」では「必
要と思う」率が教員助産婦とも減少しているが、教員
の46.6%(90人)は、助産婦の24.0%(122人)に比較すると
やや高い(P＜0.001)。

７. 継続教育の希望内容（表8・９・10）
希望する継続教育の項目は、「妊娠期・分娩期・産

褥期・新生児・乳幼児期の助産診断・技術に関するこ
と、女性のライフサイクル各期のケア、助産診断に関
する臨床検査、教育・研究・管理に関すること」から
なる46項目について調査した。

教員の希望の多いものは、「超音波断層診断法」170
人（85%）で、次いで「生殖医療」140人(70%)であり、
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「救急処置」や「臨床研究」であった。助産婦で最も
多くの希望があったのは、「超音波断層診断法」456人

（84.8%）で、次いで「救急処置」359人(66.7%)、「乳房
管理」357人(66.4%)であり、「妊婦の心理・母性意識、
家族関係の援助」の希望もあった。教員・助産婦別に
比較してみると「分娩準備教育」は、教員48人(24%)
に対し助産婦208人(38.7%)となっており助産婦の希望
が多く、「遺伝と遺伝性疾患」、「生殖医療」、「臨床研
究」、「助産婦の卒後教育」等の項目では、教員の希望
が多くみられた（Ｐ＜0.001）。「障害のある乳児・幼
児の両親への援助」や「母子に関する免疫」、「母子の
健康と環境」は、教員に希望が多く、「分娩介助技法」
や「乳房管理」、「産後の保健指導」は、助産婦の希望
が多かった（Ｐ＜0.01）。「会陰切開と会陰縫合」や

「臨床実習指導に関すること」、「病棟管理」は、教員
の希望が多く、「正常な産褥経過の診断とケア」や

「妊娠準備期の教育」は助産婦の希望が多かった
（Ｐ＜0.05）。

継続教育に対する自由記載欄にかかれたものをKJ
法により、①医療技術の進歩･社会の発展の変化に関

連して必要、②助産婦の質向上のために必要、③助産
婦の役割・専門職として必要、④助産婦教育との関連
から必要である、という4つのカテゴリーに分類した。

最も多くの意見は医療技術の進歩･社会の変化に対
応する必要があるというものが多くあった。また、継
続教育に対する自由意見も上記の方法で2つのカテゴ
リーに分類された。

現在の助産婦教育のままで、教育の不足を臨床現場
に持ち込まれても困るなど、現助産婦教育の批判がお
おくあった。今後の継続教育のあり方については卒後
教育の義務化や、定期的な研修会の開催、看護大学で
の聴講希望や、研修受講に対してポイント制を設け義
務化をする必要など多くの意見が出された。
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3 考察

助産婦教育に携わっている助産婦教員そして臨床の現
場で指導に関わっている助産婦の多くは、卒後の研修や
自己研鑽の必要性を認めているが、義務化されていない
ことや、日々の業務におわれ困難をきたしている状況で
ある。助産婦が専門職としてその責務を全うするため
に、助産婦教育後において継続した教育が必要である。

生涯教育の希望項目については、教員・助産婦共に最
も多くの希望があったのは、「超音波断層診断法」であ
り、医療機器の進歩に伴い、知識技術への要求が高くな
っていると思われる。また、46項目の中で希望した項目
から、さらに上位３つを選択した総計では、教員の希望
が「臨床研究」、「助産婦の卒後教育計画」、「臨床実習指
導」、「親子関係の理論」等であり、教育的視点での希望
が多かった。また、助産婦においては、「乳房管理」、「分
娩介助技法」、「妊婦の心理・母性意識、家族関係の援
助」、「臨床研究」、「救急処置」等であり、教員と比べ、
実践的なケア面での希望が多い。

継続教育の各項目毎の希望では、教員では、勤務場
所・職位別の関連はみられなかったが、産科勤務年数に
よって若干希望項目に差が認められた。助産婦において
は、勤務施設の分娩件数や勤務場所、職位、産科勤務年
数などで希望項目に差がみられており、今後、継続教育
プログラムを作成する上で、対象とする助産婦の背景

（産科勤務年数・職位等）を考慮し、生涯教育の内容を
検討する必要性が示唆されたといえる。特に医療技術の
進展や社会の急速な変化、対象者を取り巻く環境の変化
による対象のニードの多様化に柔軟に対応し、よりよい
ケアの実践ができる助産婦の育成のためには、助産婦の
基礎教育の充実と共に卒後教育のシステム化を早急に図
ることが求められる。
学会・研修会参加については、調査対象者は助産婦教
育にあたっている教員や助産婦であり、学生指導にあた
る者として、常に新しい知識や技術の習得が要求される
ところであるが、対象者の助産教育学会・研修会参加は
６割強にしか過ぎず、医師の学会の生涯教育プログラム
参加79.7% １）に比較すると低い。

学会・研修会参加回数は１回と２回をあわせて７割と
なっており、学会や研修会に参加した者でも１～２回に
しか過ぎない。さらに学会・研修会の参加状況を教員助
産婦別にみると、教員の89%は参加したのに対し助産婦
は57%に過ぎない。学会参加したいと思いながら参加で
きない状況は学会・研修会参加率の高い教員側に高くな
っており、また参加できなかった理由も教員では仕事が
多忙と公的理由が主だったのに対し助産婦は費用や家
事・育児等私的理由が主であった。

職位との関連で学会・研修会の参加状況をみると、教
員は職位による影響を受けていないのに対し助産婦の場
合は、婦長など職位が上位ものほど学会・研修会参加率
がよく、スタッフなど実質的な助産婦業務実践者の参加

が低くなっていた。
定期的に購読している専門雑誌数は１から２種類が多

く、教員助産婦間で比較すると教員の購入数が多くなっ
ており、また助産婦の約4分の1は定期購読雑誌がなかっ
た。

学会・研修会参加や専門雑誌の講読を主体的に実践し
ていることが生涯教育であると解釈すると、助産婦は教
員に比較し、生涯教育としての自己教育力が低い。この
ような差はどこから来るのか考察すると、職場環境や対
象者の個人的背景が要因の１つと考えられる。助産婦は
多忙な病院の中で、交代制でチームによる業務を行って
いる。多忙のため、優先されるのは効率よく時間内に業
務をこなすことであり、いかに考えて業務を行うかでは
ない。病院という閉鎖社会では医師を頂点に業務分担が
なされており、学会や研修会での新しいアイデアをチー
ムにいれると、混乱を起こすことも考えられる。また、
チームで助産業務を行う場合は、個人の業務の実践状況
や責任が明確にならない。妊産婦のケアに助産婦個人と
して責任を持たないことは、自己の能力の評価をしない
ことにつながり、自己を向上させようとの動機づけにも
ならない。このようなことが自己教育力を低下させ、
日々の学習や学会・研修会参加の低い要因と推察され
る。

婦長や主任の参加率が高いのは病棟管理者・業務実践
のリーダーとしての意識が高いことと交代制勤務を行わ
なくてもよいことや計画を立てやすい等の要因が推察さ
れる。

教員は助産婦に比べ参加率がよい事は、教育上最新の
情報を学生に提供することが要求さていること、学生の
国家試験合格率が学校の教育の質と解釈されたり、また
教員自身の質を保持する必要性などの意識が影響してい
ると推察される。

継続教育の必要性に関しては必要と思うとまあまあ必
要と思うでほほ100%が生涯教育の必要性を認めている。
継続教育の必要な理由として、医療技術の進歩、社会の
変化に対応するため、助産婦自身の質の向上のため、助
産婦教育の関連から必要であるということ等、EBM の
問われる現在必要性を感じている者が多いのではないか
と思われる。

しかし、助産婦の質の保証のため一定期間内に「卒後
研修を義務化した方がよいと思うか」や「配置換えによ
り助産婦業務を行うようになった場合再教育をした方が
よいと思うか」に関しては、「必要と思う」との回答が
減少し、「まあまあ思う」や、「あまり思わない」が増加
していた。さらに卒後が研修を条件にした免許の更新制
に至っては「必要と思う」がさらに減少し、「まあまあ
思う」や「あまり思わない」が増加し、「思わない」と
反対するのも16%みられており、継続教育に関して総論
賛成、各論反対の意見であった。

イギリスでは専門職としての水準を保持・増進するこ
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とにより国民を守る２）という専門職団体の意識の元に
1990年代以降卒後教育プログラムが作成された。業務を
継続していくためには卒後研修受講が免許再申請の条件
となっており卒後研修は義務となっている。

助産婦は卒後必ず1名スーパーバイザーを決めて、日
頃から臨床や教育、研修の相談を行うと共に3年間の間
に最低5日間はスーパーバイザーのアドバイスで決まっ
た内容の研修を実施していることや、少なくも12週(100
日)は臨床で働いていることが必要である。我が国の助
産婦教育に関わっている助産婦は免許更新制に関して卒
後研修を義務化することには消極的であるが、ケアの質
の維持をする為には、継続した教育が受けられるような
システムが必要である。

結論

専門職者が学習を継続し、職種としての質の維持をど
のように図っているか、また認識しているかについて調
査した結果以下の通りである。助産婦の卒後教育は、臨
床現場で直ちに必要な内容そして、医療の発展と共に必
要な項目、助産婦教育において時間の制約上できなかっ
た項目等がある。それらを加味した短期、長期的な計画
が必要であり、システム化していくことが望ましいと考
える。
１）調査対象の助産師は、卒後の継続教育の必要性を認

めていたが、免許更新制や研修の義務化については消
極的であった。

２）学会・研修は、1年間で64%の者が参加していた。
３）学会・研修に参加できなかった主理由は業務の忙し

さで特に教員にその傾向があった。
４）学会・研修の参加は職位が高いほど参加率が高かっ

た。
５）継続教育内容で希望する項目は「超音波断層診断

法」「生殖医療」「救急処置」「臨床実習指導に関する
こと」「親子関係に関すること」「臨床研究」等であっ

た。

謝辞：本研究にご協力頂いた全国助産婦教育協議会加盟
校96校の教員の皆様そして実習施設の助産婦の皆様に感
謝申し上げます。（本研究で使用している助産婦は平成
14年3月助産師と呼称変更があったが、調査時点におい
て助産婦の名称を使用したため、本稿では前呼称とし
た。）
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The survey related to the needs of continuous
education for midwife

Comparison midwife faculties with midwife clinical instructor

Kato Naomi 1), Tamashiro Kiyoko 1), Kakazu Izumi 1), Inoue Matsuyo 1),

Nishihira Tomoko 1)

Objective: To assess the needs and thought on continuous education for midwife.   

Design and Setting: The survey was conducted towards midwifery faculties in 96 midwifery institutions
and midwives in midwifery teaching hospitals in Japan. 

Participants: Three midwifery faculties in each 96 midwifery schools and 10 midwives, who have  at
least 3 years of career in each midwifery teaching hospitals were required as participants.

Results: Respondent rate of faculty and midwives was 72.6% and 65.5% respectively.  Sixty-four percent
of participants attended academic meeting or training in previous year of survey. Midwives wanted to learn
about  "Ultrasound Diagnosis", "Reproductive Medicine",  and "Emergency Medication"  as continuous
education and those are not been taught in midwifery schools. Almost all midwives agree to the idea of con-
tinuous education. However, they  halfheartedly agree to the renewal of license if further continuous educa-
tion is mandatory.

Conclusion: Midwives have needs for continuous education. Both short and long-term continuous edu-
cation plans are necessary to keep up and develop midwives' competency. And it also suggests what kind of
contents are needed in basic midwifery education.

1）Okinawa Prefectural College of Nursing
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1 緒言

我が国においては、1992年から指定老人訪問看護制度
が創設された。筆者は､独立型の訪問看護ステーション

（以下、ステーションと略す）に開所の1995年から５年
間勤めていた｡当ステーションの特徴は、独立型のため
全事例が他機関と連携が必要であり老人のみならず身体
障害者や難病疾患の利用者を抱えていた。今回、重度脊
髄損傷者の在宅療養の１例を取り上げたが同様な事例に
関する報告は、医師や作業療法士等によるものが多く､
訪問看護職者による報告は数少ない1～4)｡本事例は、当ス
テーションが開所間もない頃で、退院前の調整が不充分
のまま在宅療養となり、不安や多くの問題を抱え辛い療
養生活を始めた。次第に、筆者は訪問看護で直接ケアの
みの提供ではなく連携・調整の役割を担うようになって
きた。在宅支援サービス継続していく中で対象の療養環
境が整備され、対象の既存能力に適したコンピュータの
使用やIADL（手段的ADL：Instrumental Activities of
Daily Living）介助のスイッチ盤の開発によって自立す

１）沖縄県立看護大学

ることが増えた。更に住宅改造や印刷業の開始で生活に
張りがみられQOL(quality of life)が向上したと推察され
た。これらの過程は何を意味しているのだろうか。筆者
は、重度脊髄損傷者を対象にケアマネジメントの過程を
分析検討したので報告する。

2 研究方法

１. 対象：脊髄損傷の男性（K氏） 25歳　独身
２. 支援期間：1996年１月～1998年９月及び、1999

年11月～2000年６月までの期間。
３. 方法：１）訪問看護記録のほか、会議録、情報

提供書等の既存資料を基に支援経過を分析検討し
た。２）QOL(quality of life)の評価を上田５）のQOL総
合評価基準に従って１～５の点数を付け、①事故
前②事故直後③第Ⅰ期終了時④第Ⅱ期終了時⑤第
Ⅲ期終了時の経時的な変化を10項目×５点＝50点
満点の総点法で点数化し比較した。

４. 倫理的配慮：研究目的をK氏に十分に説明し同
意を得、プライバシー保護のため事例紹介にあたっ
ては骨子に支障がない程度に筆者の方で修正を加え
た。

重症脊髄損傷者の在宅療養におけるケアマネジメント
報　告

田場真由美1) 當山冨士子1)

筆者は在宅療養で問題を抱えていた重度脊髄損傷者、ADL全介助の男性を対象に在宅支援サービスを提供した。支援を継
続していく中でQOLの向上が推察された。これらの過程は何を意味しているのだろうか。筆者は、本対象のケアマネジメ
ント過程から分析検討したので報告する。
対象：脊髄損傷の男性（K氏） 25歳　独身
支援期間：1996年１月～1998年９月及び1999年11月～2000年６月迄の期間。
方法：１）分析に使用した資料は訪問看護記録、会議録等

２）支援経過を３期に分類、QOL評価を上田のQOL総合評価基準(50点満点)を用いた。
倫理的配慮：研究目的をK氏に十分に説明し同意を得た。プライバシー保護のためケースの紹介にあたっては骨子に支障が

ない程度に筆者の方で修正を加えた。
結果：第Ⅰ期：ADL全介助。年末年始の外泊から引き続き退院となり、訪問看護を提供したが変化なく経過、家族の介護参

加もみられず支援方法に疑問を感じ、Ｋ氏のニーズ把握目的のため傾聴に務めることでニーズが引き出され
た。この期のQOL総合評価は25点。

第Ⅱ期：次第に支援サービスが導入され、Ｋ氏の能力に適したコンピュータの改造やIADL(手段的ADL)介助の機器
の開発を行い、ハガキや名刺印刷業を始める。Ｋ氏は自らバーベキュパーティを企画し仲間との交流を楽し
む。この期のQOL総合評価は32点。

第Ⅲ期：介護に家族が参加し、IADL介助の機器の再改造で電話受信や窓の開閉が可能となる。Ｋ氏は他の障害者支
援を目指し始めた。QOL総合評価は34点。

結論：本事例において①対象のニーズを引き出しニーズに合わせた支援が展開された。②ニーズに合わせた支援が対象の
QOLの向上をもたらしたと推察される。③上田の｢新しい人生を建設する｣という対象の行動変容がみられた。以上、
これらのことから対象のニーズに合わせる支援の重要性が確認できた。

キーワード：脊髄損傷　在宅療養　ケアマネジメント　ニーズ　QOL

―ニーズに合わせることの重要性―



５. 用語の定義：【ケアマネジメント】とは社会的援
助を必要とする人たちの「自立」と「QOL」を高める
ためのニーズに基づく援助だといえる６）。

【Quality of Life（QOL）】とは「生命の質」「生活の
質」「人生の質」などと訳されている。QOLの構造は、
客観的QOLと主観的QOLに大きく分かれ、ついで客
観的QOLが生物レベル(｢生命の質｣)、個人レベル

（「生活の質」）、社会レベル（「人生の質」）の３つに分
けられる。これらは１人の人間の「生」の様々な側面

（レベル、階層）であり、障害の場合と同様に相互に
緊密に関連し合っている。客観的なQOLを代表するの
はもっとも高いレベルである「人生の質」である

（「生命の質」と「生活の質」を含んでいる）。これは
主観的QOL（「体験としての人生の質」）の両者を最高
のレベルに高めることがリハビリテーションの究極の
目標である7)。

3 結果

１. 事例の概要

生育歴　中学時代は喫煙・飲酒・バイクで暴走行
為。高校卒業後、数々のアルバイトをしていた。19
歳の時に飲酒後、崖淵（10ｍ）より海に転落、身体
障害者となる。

福祉制度の活用　（訪問看護開始時）障害者年金
1級、重度心身障害者医療費助成制度、障害者手帳
１級、電動ベッドのレンタル、日常生活用品の支給

（電動車椅子、リクライニング式車椅子）

家族構成　図１のとおり　　　
家族の特徴　両親が共働き、各人が家事能力を持ち､個

人のリズムで生活している。重度障害者のＫ氏に健常
者のように接する。

経済状態　非課税世帯
診断名　第５頚髄損傷　褥創　膀胱直腸障害　　　
障害度　ADL（日常生活動作：Activities of Daily Living）

は全介助(障害老人の日常生活自立度C2)
症状　①呼吸麻痺（逆理呼吸運動による横隔膜の呼吸）
②知覚障害（鎖骨下10cm以下皮膚知覚障害、上腕橈側

及び深部知覚の脱失）③運動麻痺（頭頚部以外の体幹、
四肢の弛緩性麻痺、反射の消失）④自律神経機能障害

（体温調整障害）⑥直腸膀胱障害（膀胱瘻増設）
体型　体重は80㎏、身長は180㎝のがっちりとした体格
性格　穏やかで世話好き　友人も多い

２. 受傷から在宅療養に至るまでの経過

事故後、四肢麻痺が生じADL全介助となる。頚椎前弓
後弓固定術、膀胱瘻増設術施行、その後Ｔ病院へ転院、
約１年のリハビリテーションで頚部固定強化や電動車椅
子運転訓練後、セッテングすると座位で読書可能な能力
を回復した。Ｋ氏は体重80kgのため男子職員４人掛かり
の移動介護を要していた。父や弟は時々面会に行った
が、母親は霊感が強いとの理由で来院を嫌がり全入院期
間中の面会は１回のみであった。

表１は、支援経過とＫ氏のQOLの変化を中心に記述し
その内容から３期に分類した。
１）第Ⅰ期（1996年１月～1996年２月）

ニーズの引き出し・確認期
Ｋ氏は、在宅療養向け入院中から在宅サービスの調

整を行い退院する予定であったが、急きょ、年末年始
の外泊から病院に戻らず「自分の家族はやってみない
と分からない」とＫ氏の意向で在宅療養となった。在
宅療養直後は、病院の訪問看護が中心に支援していた
が、十分な時間や人員が確保できない現状から、病院
の訪問看護師が当ステーションに協力依頼をした。筆
者は、病院の訪問看護師から訪問看護依頼があったこ
とから訪問看護のニーズがあると判断、他の支援者も
いることから直接ケアのみの安易な支援を考えてい
た。また、重量のあるＫ氏への訪問看護の提供は、通
常の1人体制ではなく３人の看護師体制で望み、ケア
が充分行き届き生活の質は向上すると考えていた。し
かし、訪問開始後2週目頃より､顔の汚れが目立ち､前
回訪問と同じ服､しわだらけのシーツを目にした訪問
看護師である筆者は、改善されていない療養生活に疑
問を抱くようになった。更に､Ｋ氏が「病院に帰ろう
かな･･･」という声を漏らすようになった。その時期
のＫ氏の療養生活は表１のとおりＡＤＬ全介助、日中
一人で居ることが多く、その中で唯一の潤いは友人Ｎ
が毎日訪問があったことだった。母親は施設入所を希
望し授産施設の申請もしていた。ステーションは、支
援目標をＫ氏に確認せずに①家族への介護教育を行い
在宅療養が充実すると設定した。当初、介護に家族参
加が殆んど見えないことから家族に介護方法の教育を
計画したが、Ｋ氏は拒否し、「家族には何も言わない
で」と筆者に静観することを希望した。不十分な在宅
療養環境の中、Ｋ氏や家族関係の経過に筆者は｢在宅
療養を後悔しているのは何故だろうか？｣｢看護職は何
をすればよいのだろうか？｣等の困惑と行き詰まりを
感じ始めた｡この事を契機に、①の支援目標を中止し、
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Ｋ氏の目標や意向を把握せずに病院や周囲の情報から
判断し支援目標を決定していたため行き詰まっている
のではないかと考えた。そのため、Ｋ氏を理解する関
わりに戻ることにした。支援目標を②Ｋ氏のニーズを
確認し適正なサービスを提供すると変更立案した。筆
者はＫ氏や家族を理解するために傾聴の姿勢で契約
外、週に1～2回の訪問をした。筆者はＫ氏の意向を幾
度も確認した。この面接を重ねる事でＫ氏のニーズが
浮き彫りになってきた。その時期のＫ氏のニーズは1)

「家族には介護や経済的な負担を掛けずに、在宅支援
サービスを活用し自分が満足できる療養生活をする。」
2)「プロ野球のキャンプ観戦で気分転回をする」であ
った。2)のニーズを満たすことでＫ氏がやる気を出し
少しでも活気がでれば良いと考えていた。2週間後、
Ｋ氏の好きな球団のキャンプ観戦を企画、ボランティ
アの形式でステーション全員が参加した。その関わり
を通して筆者は､Ｋ氏に代わる支援サービスの調整役
不在に気づき、Ｋ氏のニーズに沿うようケアプランを
立案し支援サービスの充実に向けて保健師や役場民生
課と連携を密にし調整を行った｡支援機関は表１のと
おりで、主な関わりと内容は病院：訪問診療、訪問看
護(症状観察、30分)、訪問リハビリテーション。ステ
ーション：看護師3人体制で症状観察、浣腸、排泄介
助、膀胱瘻留置カテーテルの管理、入浴、口腔ケア、
更衣、シーツ交換、車椅子移動、座位リハビリ訓練等
を2時間の週3回施行。社会福祉協議会：歯科治療のた
め、2週間に1回無料でリフトバスと運転手のボランテ
ィアを提供｡ＱＯＬ総合評価基準の総合点は25点であ
った。

２）第Ⅱ期（1996年３月～1998年9月）
サービス提供と充実期
筆者はケアマネジメントを行う役割意識を持ち、第

Ⅱ期の支援目標を①Ｋ氏が気持ちや意向を素直に表現
できるようにする。②適切なサービスの調整および支
援者の不満への対処をすると設定した。Ｋ氏のニーズ
1)「家族には介護や経済的な負担を掛けずに、在宅支
援サービスを活用し自分が満足できる療養生活をす
る。」に達成するよう訪問介護が１日４時間の５日／
週が開始され、ステーションとの同伴で第Ⅰ期と同様
な訪問看護内容の入浴、更衣、口腔ケア等を提供、単
独の訪問介護時に口腔ケアや髭剃りや体位変換が実施
され療養生活が潤い日中一人になることが減った。さ
らに、社会福祉協議会から通所入浴サービスが無料で
１回／週、２時間提供された。しかし、支援サービス
者は積極的に介護に参加しない家族に不満が積もり、
筆者は、支援目標の②に務めＫ氏に提供される支援サ
ービスが適切で質の確保ができるよう相談助言をし
た。更にニーズ1)に向け、1996年６月から約３週間､
残存機能を活かしたコンピュータ操作技術を学ぶ目的
で入院した｡入院中に、父親と弟が療養室と入口のス

ロープ、浴室の住宅改造を行い療養環境が整ってき
た。退院後コンピュータが交付されＫ氏は友人Ａの指
導で口にくわえたスティックでコンピュータを操作
し､インターネット活用で情報が入ってくるようにな
った。更に、Ｋ氏は、残存機能の首振りでスイッチが
入るIADL介助のスイッチ盤作成を友人Ｙに依頼した。
その盤はテレビやCDプレイヤ－のスイッチが入るの
もであった。表１のIADLの項目に示すようにＫ氏の
ニーズに合わせて改造が数回行われ複雑な操作が可能
となり他人の力を借りずにテレビや音楽鑑賞ができる
ようなり療養生活の一部が部分介助となった。在宅サ
ービスが導入され日々の在宅環境が整い、訪問時には
Ｋ氏との話題が広がり会話も増え、今後の在宅療養の
相談事が度々あり、母親の言動も明るくなり「ヘルパ
ーが来てくれて助かっている。」と話すようになった。
Ｋ氏は在宅支援サービスの関係者への感謝と仲間作り
の目的でバーベキューを企画実施した｡1997年11月か
らコンピュータによる葉書や名刺印刷の仕事を始め、
｢村障害者自主サークル｣への週１回参加した｡1997年
12月、年賀状作成業が多忙となり在位時間が長時間と
なり褥創（Ⅱ度）を形成、その処置を休日は弟が行う
ようになり、父親も体位変換に参加するようになって
きた。さらに、妹も消極的な姿勢ではあったが、入浴
介助に参加し始め家族が介護力となり始めた。このよ
うなＫ氏と家族の変化は支援者である筆者らにも感動
とやる気を奮い立たせた。1998年９月に｢障害者仲間
と暮らし生活の工夫を学びたい｣と希望し障害者授産
施設に入所した。第Ⅱ期のQOL総合評価基準の総合点
は32点と向上した。

３）第Ⅲ期(1999年11月～2000年６月) QOLの向上期　　
1999年11月施設をＫ氏の希望で退所した。筆者は、

退所前にＫ氏から電話で施設に面接行った。Ｋ氏は
「施設よりやはり在宅が良い。家族も賛成。福祉サー
ビスの申請も済ませた。」と語った。Ｋ氏のニーズ3)
は「第Ⅱ期のサービスの活用し在宅療養を送ること」
であった。そのことから第Ⅲ期の支援目標を①ニーズ
に対する適切なサービスの提供する②Ｋ氏の目標の確
認と精神的支援とし実施した。在宅療養となり約3週
間後、サービス再開されるまで妹や弟が積極的にステ
ーションの入浴介助に参加し、表２のとおりの公的在
宅支援サービスを活用した。Ｋ氏は友人ＹにIADLの
介助盤を表１のように更に改造依頼し自ら可能なこと
が増えた。ハガキ、印刷業の仕事も増え収入が増えて
きた。2000年６月、Ｋ氏は｢自分は恵まれている。他
の仲間の生活が気になる｣と言い、他の障害者の支援
を目指すことの生き甲斐が見られた。第Ⅲ期のQOL総
合評価基準の総合点は34点と向上した。

以上の経過をＫ氏のニーズに沿った在宅療養を提供
するため公的サービスは保健分野では保健師の訪問、
医療分野では訪問診療を始め６サービスが関わり、福
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祉分野では16の制度やマンパワーの活用がなされた。
これまでにＫ氏に関わった関係機関、関係者は図2に
示すとおりで、公的機関の他に、家族や友人等の支え
がみられる。また、上田5) のQOL総合評価基準に従っ
て点数化し、①事故前②事故直後③第Ⅰ期終了時④第
Ⅱ期終了時⑤第Ⅲ期終了時の経時的な変化をレーダー
グラムの図３に表示した。損傷直後と在宅療養になっ
てからは在宅療養重度脊髄損傷のＡＤＬの項目(生活
の質)は1点と変化はないが、仕事、収入、生き甲斐の
項目に次第に変化がみられてきている。

4 考　察

寺島や林等の報告２）～４）でも見られるように、重度の
身体障害者の在宅療養については、入院中から本人や家
族に対し、種々の教育や実地訓練が行われてはじめて可
能となる。しかし、本事例の場合、重度脊髄損傷者であ
るが在宅療養に向けての教育や実施訓練が行われておら
ず、在宅支援サービスも不備のまま年末年始の外泊から
いきなり在宅療養という厳しい状況下での関わりとなっ
た。このような第Ⅰ期は、Ｋ氏の支援を調整する専門職
者が不在で、病院や周囲の情報から判断し支援目標を決
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定し直接ケアのみの支援を提供し、事例の個別性を無視
したために行き詰まっているのではないかと考えた。そ
のため支援の行き詰まりを契機に筆者は、｢在宅療養を
後悔しているのは何故だろうか？｣｢看護職は何をすれば
よいのだろうか？｣と思い事例の訴えの傾聴に努力した。
この面接を重ねる事で事例のニーズが浮き彫りにされ、
そのニーズに沿って支援を実施してきた。このことは、
ケアマネジメントや看護の基本である「対象のニーズに
合わせること」であると今回の検討を行う中で新たに気
づかされた。竹内５)は｢ケアマネジメントは､社会援助を
必要とする人たちの自立とQOLを高めるためのニーズ
に基づく援助だ｣としている。看護の基本でもある相手
のニーズに合わせるということは大変難しく、ややもす
ると第1期の開始時のように支援者側の独走になること
も間々ある。本事例は、厳しい状況下にも関わらず、更
に家族の介護教育が拒否されたということから支援の困
惑と行き詰まりの支援者の状態と事例を尊重し傾聴した
ことが結果的に効を奏したものと考える。

上田6）は「QOLは、生命の質、生活の質さらに、人生
の質が充実し、客観的QOLの向上のみならず、対象者本
人の主観的QOLが充実していく支援手段であると考え
る。そのためには、客観的QOLの向上はコミュニティケ
アの充実によって確保整備される。しかし、主観的QOL
の向上は何か当事者の生きがいとなるものを継続するこ
と精神的サポートがあることであると考える。」と述べ
ている。筆者は、支援の戸惑いから傾聴し事例のニーズ
に沿った支援に気づきケアマネジメント技法で支援する
過程で、事例に約20種類の保健医療福祉サービスを調整
した。しかし、受身の支援サービスの提供のみではこの
療養生活は変化しないと感じ、筆者は、医療や看護とは
直接結びつかない事例から発せられた生活上のニーズ2)

「プロ野球のキャンプ観戦で気分転回をする」を支援す
ることで、事例が変化し生きていることの喜び・楽しみ
を再確認しやる気がでることを期待した。そのプロ野球
観戦が本事例の自分が満足できる療養生活を目指すこと
実践しても良いことを再認識したのではないかと考え
る。その後、第Ⅱ期では目的ある入院でコンピュータの
技術獲得しハガキ・名刺印刷業を始め、自ら発案した残
存機能を活かしたIADLを介助するスイッチ盤を開発・
改造をし、Ｋ氏は仕事の収入が増え、自ら可能なIADL
も獲得し、自らバーベキューパティを企画し仲間との交
流を楽しむようになった。その過程で筆者やサービス提
供者のニーズに合わせていく姿勢が精神的サポートにな
っていたと考える。第Ⅲ期では「自分は恵まれている、
友人の生活が気になる」と語るまでに至り主観的QOLと
言われている生き甲斐の体験が確実にあったと判断す
る。そのことより、筆者は、ニーズを引き出し、ニーズ
に合わせた支援が展開できたと確認した。また、このニ
ーズに合わせた支援が事例のQOLの向上をもたらした
と推察される。

リハビリテーション医学において上田３)が、｢人間ら
しく生きる権利の回復とは必ずしも元の同じ生活状態を
回復することことではない｡むしろ多くの場合は障害を
契機として新しい人生を建設する事である｡－(中略)－
健全な機能･能力を発見し開発し増進する(プラスの増
大)ことの方がむしろ重要である｣と述べているように、
本事例においても青年前期に元暴走族という反社会的行
動を経験していたが障害を契機に、新しい機器の開発､
現在では障害者のために役立ちたいという前向きな姿勢
への変化を確認できた。これまでの支援経過からニーズ
に合わせた支援の重要性が確認できたとも言える。

5 結論

今回、重度脊髄損傷者でADL全介助の25歳の男性を対
象に、在宅療養におけるケアマネジメントについて分析
検討した結果、以下のことが明らかになった。
１.ケアマネジメントにおいては対象のニーズを引き出

し、ニーズに合わせた支援ができたことが確認でき
た。

２.ニーズに合わせた支援が対象のQOL向上をもたらし
たと推察された。

３.障害を契機に上田の言う｢新しい人生を建設する｣と
いう対象の行動変容をかいまみることができた。以
上のことから対象のニーズに合わせた支援の重要性
が確認できた。
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Case Management in the at-home
care of the serious spinal cord injury patient.

―The importance of what is to be met to the needs―

Taba Mayumi,Ｒ.Ｎ.,P.H.N.,H.B.1)  Toyama Fujiko, Ｒ.N.,P.H.N,Ph.D. 1) 

Background and Objective: 
we provided an at-home support service targeting the man of the ADL with all cares aimed at of the seri-

ous spinal cord injury patient who had a problem with the at-home treatment life.
While him support was continued to begiven, it suggested that the improvement of QOL became apparent.
What do these processes mean? We report that the analysis examination of the care management process
that was provided for this object was achieved.

Design: Case study.
Object: 25 years old, single, male patient with spinal injury 
Period of providing home care services: From Jan. 1996 to Sep. 1998 and From Nov.1999 to June 2000.
Method:1) The materials used for the analysis are such as the visit nursing records, and the minutes.2)

Support progress was classified in 3 terms, and Evaluation of QOL used Ueda's Synthetic Evaluation Stan-
dard for QOL (50 points top grades).

Ethical Consideration:We showed and explained Mr. K a research purpose fully, and got his agreement.
As there was no hindrance in the main point, we added modification by the case introduction for the privacy
protection.

Results:
First period: ADL of Mr. K were under total care. It continued from staying out overnight of end of the

year New Year's Day, until he was discharged from the hospital. Though he received visit nursing, there
was no change in the treatment life. And, the care of the family to him wasn't apparent. We felt a doubt
about the way of supporting it, and acted in over to grasping the needs of Mr. K by listening to him atten-
tively, and the needs of Mr. K were drawn. Synthetic Evaluation Standard for QOL of first period is 25
points.

Second period: Gradually, a support service was introduced. Remodeling of the computer that is suit-
able for the ability of Mr. K and the development of the help machine of IADL (Instrumental Activities of
Daily Living) are done, and a postcard and a card printing industry are being undertaken by him. Mr. K
plans a barbecue party, and enjoys the interaction with the company. Synthetic Evaluation Standard for
QOL of second period is 32 points. 

Third period: A family participates in the care, and telephone reception and opening and closing of the
window have become possible by re-remodeling of the help machine of IADL. Mr. K began to give hands to
aim at other handicapped persons.

Synthetic Evaluation Standard for QOL of third period is 34 points. 
Conclusion: In this case,①The needs of the object were drawn, and the support fitted to the needs was

developed.②It suggested that the support fitted to the needs brought up the improvement of QOL of the
object. ③We could confirm the behavior transfiguration of the object of Dr.Ueda's "A new life is built." As
mentioned above, the importance of giving support to fit the needs of the object from these things could be
confirmed. 

Keywords:spinal cord injury, home care, case management, needs, quality of life.

1）Okinawa Prefectural College of Nursing
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1 諸言

社会の進歩にともない知識・技術の刷新は著しく、学
生時代の学びが将来にわたって通用するわけではない。
専門職として仕事を継続していくためには最新の正しい
知識を持つことが求められ、その習得法や真実かどうか
の見極めが学生には要求される。 Inquiry Based Learn-
ing (IBL)は、 Problem Based Learning (PBL)を基に開発
された教育方法で、学生の探求心や自己学習能力、批判
的思考力を向上させ、学習者同士でお互いに成長してい
くことをねらいとしている1）。本大学においても自己学
習能力を高めることや批判的能力思考力を向上させる教
育が求められている。今回、ハワイ大学のファカルティ
ディベロップメントコースに参加しての１部にクリティ
カルシンキングやIBL授業を経験したので助産コースの
授業で実践してみた。

IBLによる授業は「助産診断・技術学Ⅰ」の科目の、
「褥婦・新生児の助産診断及びケア」の単元で行った。
学生のレディネスは、２年次では「母性保健看護方法
Ⅰ」の科目で正常な褥婦及び新生児について学び、３年
次では「母性保健看護方法Ⅱ」で異常褥婦の病態・診
断・治療の学習と、（３年次の）「母性保健看護実習Ⅱ」
で褥婦及び新生児を１週間受け持ち、褥婦・新生児の看
護は既習内容である。助産コース専攻での学習目標は、
助産師として褥婦・新生児の診断ができ、それに基づい
たケアができるための知識の習得である。

2 IBLの準備及び実施

１．IBLの準備

単元の学習項目及び内容を領域会議で検討し、表１の

１）沖縄県立看護大学

ような内容を抽出した。学習の主体は学生であり、教員
の役割は学生が学習内容を達成できるように側面から援
助することである。教師の役割が達成できるようチュー
ターガイドを作成した（表２）。チューターガイドに基
づき4回の授業の事例を作成した。事例は分娩後から退
院までの産褥期の経過を、パート1：分娩後の影響が残
る産褥1日目の助産診断のための知識、パート2：母乳栄
養と新生児の育児、パート3：褥婦の心理、パート4：退
院にむけての指導とソーシャルサポートの4つに分け、1
回の授業で1つのパートを学習できるように準備した。

２. IBL授業の実際

第１回目の講義で、資料を用いてIBLの特徴、進め方、
グループワークにおける役割について表３の内容の説明
を行った。グループ学習は6、7人が適当との考えから学
生10人を２グループに分け、それぞれのグループにチュ
ーターとして教員１人を配置した。 講義中は、学習者

IBLによる褥婦・新生児の学習
報　告

玉城清子1) 賀数いづみ1) 井上松代1) 西平朋子1) 加藤尚美1) 園生陽子1)

要旨
母性保健看護の学習及び実習経験のある助産コース専攻学生に、助産師として褥婦・新生児の診断とケアができるための

基礎知識の習得を目的としてInquiry Based Learning (IBL)による教授法を用いて授業を行った。IBLはクリティカルに思考
する能力を養うとともに、学生主体の授業としてProblem Based Learningを基にした学習法である。授業終了毎に行った学
生の授業評価では、「他のメンバーの学習は十分であった」が最も高く、「批判的思考」が最も低かった。しかし、「批判的
思考」は授業が進むにつれ有意に得点が高くなっていた。この結果から、IBLは学生の批判的思考力の養成に有効であり、
優れた学習法の1つといえる。
キーワード：IBL、批判的思考、自己学習

－助産コース専攻学生への応用－



がディスカッションしやすいよう５～６人用のラウンド
テーブルを用いて行い、役割もすべて学生が担った。教
員は学生から１歩後方に位置し、必要時助言をする役割
に徹した。IBLでは学生の主体的学習であるので、ディ
スカッションも学生主体にすすめられる。ディスカッシ
ョンをスムーズに行うため表３に示すように「メンバ
ー」「司会」「書記」「時計係」の役割を作って討議を進
行した。1回の授業で、1つのパートを「事実」「仮説」

「必要な情報」「調べる項目」（表３）の順にディスカッ
ションした。「事実」とはケースに記されている実際の
情報のことで、「仮説」とは提示されている情報から推
定されること、「必要な情報」とは明確にするためにあ
ったらよいと思われる情報、「調べる項目」とはこれま
でのディスカッションで分からなかったことを明確にす
るため、また深く知るための調べ学習の項目のことであ
る。学生は、パートの内容についてグループ討議を行
い、最後にグループがわからない、調べた方がよい項
目、つまり課題に達するのであるが、グループの課題は
メンバー全員で分担し、次回までに個別学習を行い、次
回の講義で、個別学習を発表し知識の共有化を図るので
ある。学生は発表では他のメンバーが理解しやすいよう

にレジュメやパンフレットを用いて行なっていた。発表
後、質疑の時間で、「なぜそのように考えたのか」「その
ような結論に至った経緯は何か」等全員で検討を行い理
解を深めていた。

3 学生のIBL授業の評価

１. 学生の授業の自己評価

三枝２）の評価表を参考に、学生の自己評価表を７つの
視点、①他人の意見に耳を傾けた、②建設的に意見がい
えた、③批判的思考をした、④グループとしてうまく機
能した、⑤討論に十分に参加した、⑥課題に対する個人
学習ができた、⑦他のメンバーの学習は十分であったで
作成し、「優れている」から「非常に悪い」までの５段
階で評価を求め、「優れている」に５点を、漸次配点を
減少させ、「非常に悪い」に１点を配した。授業の終了
毎に学生は評価を行った。

結果、４回平均の点数が最も高かったのは「他のメン
バーの学習は十分であった（以下他メンバーの学習）」
で、続いて「他人の意見に耳を傾けた（以下傾聴）」、「課
題に対する個人学習（以下個人学習）」の順となってお
り、最も低かったのは「批判的思考をした（以下批判的
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表２　助産 IBL Tutor Guide

テーマ：褥婦・新生児の助産診断と援助

１.Learning Objectives
１）褥婦の健康診査のための観察ポイントがわかる。
２）新生児の健康診査のための観察ポイントがわかる。
３）産後の生活に必要と思われる保健指導について考察できる。
４）産褥期の心理社会的特徴・ソーシャルサポートについて考察できる。

２.Resources
人：教員、家族、学友、友人
施設：大学図書館、県立図書館、病院スタッフ、インターネット検索

３.Key Words
褥婦、新生児、夫、家族、分娩

事例の意義
この事例は、助産婦として褥婦の健康診査と保健指導（特に初産婦）及び退院後の家族を中心とした褥婦へのサポートについて考

えるのが目的です。
分娩及びそれに引き続く産褥期は生理的なもので、病気ではありません。しかし、不摂生により異常に移行しやすい時期です。ま

た、心理的には、これまでの夫婦のみの生活から、母親という新しい役割が加わり、役割がうまく獲得できなければ発達危機の状況
に陥ります。また、褥婦が役割獲得のためには夫や母親などのサポートが必要といわれ、また、母親役割を果たすための育児技術も
重要といわれています。正常に妊娠分娩を経過した事例からこれらを考察します。

事例の概要
C.A.さん(33歳)は初産婦で、妊娠26週にHb8.8g/dlでフェロミアを内服した以外は妊娠経過に異常はありませんでした。妊娠39週4日

で夫立ち会いのもとに3104gの元気な男児を、分娩所要時間18時間で出産しました。分娩直後母親の希望で児に直母を行い、分娩後の
異常もありませんでした。

分娩第１日目から退院までの経日的身体の変化、新しい役割獲得やソーシャルサポートに焦点をあてています。パート１は分娩時
の影響がのこる産褥１日目の身体的アセスメントに、パート２は産褥３日目の褥婦の母乳栄養と育児に、パート３は産褥期の心理社
会的側面に、パート４は退院後の生活やソーシャルサポートに焦点をあて、臨床で通常にあるケースを設定しています。



思考）」であった（表４）。
各評価項目の１回目から４回目までの得点の推移をみ

ると、「批判的思考」「個人学習」「他メンバーの学習」
は漸次スコアが伸びていた。各項目について１回目から
４回目までペアードt 検定を行なったところ「個人学習」
や「他メンバーの学習」には有意差はなかったが、「批
判的思考」の、４回目は１回目や２回目に比較し有意に
高いスコアであった。

２. 自由記述による授業評価

自己評価表の自由記述欄の記載事項をKJ法でまとめ
たのが表５である。IBLについては「初めての体験であ
り進め方が分からない」や「時間に追われている」等、
戸惑いや時間がないという状況であったが回が進むにつ
れて慣れてきて、「理解が深まった」や「有意義であっ
た」等となっていた。また、初めのうちは教師に「自己
学習の不足分や不明な点を補ってほしい」等の要望があ
ったが、漸次少なくなっていた。さらに、自己の課題学
習に関しては初め「きつい」とか「時間が足りない」と
いっていたのが、回が進むにつれ「大変ではあるが皆頑
張っている」、「発表でのプリント等の復習が大切」と変

わってきていた。

4 考察

IBLは事例に関するグループ討論を行い、グループの
学習、課題を明確にし、各人の課題に対する分担学習、
グループでの課題、学習発表を通し、グループで成長し
ていくこと、また討論や発表を通して批判的思考力の養
成をねらいとしている。今回、IBL実施後の学生の自己
評価では「批判的思考」「議論への参加」「建設的な意
見」の平均値は低かった。これは日本における教育方法
が、教師の講義を学生が受講する形式が多く、学生は受
動的で、授業の主体ではないため、議論への積極的参
加、建設的意見の発表が不得手で、批判的にものを見る
目が養われておらず、４回程度のIBLでは養成されない
ものと推察される。しかし「批判的思考」は全体的には
スコアは低いものの、授業の回数が進むにつれ有意に高
くなっていた。これは討議、自己学習の発表、質疑等を
通して、学生が主体的学習者となったとき、自分や学友
の思考のevidenceは何かと考える学習によって養成され
たと示唆される。

自由記述による評価ではIBLの進め方が分からず、教

沖縄県立看護大学紀要第４号（2003年３月）

－ 76 －

表３　 IBL教授の特徴と各役割

１.教授法の特徴
１）学生の探求心や自己学習能力、批判的思考能力を向上させ、学生同士でお互いに成長していくことをねらいとしている。
２）少人数のグループ学習であり、課題について考えることに重点をおいた学習法である。

２.IBLの各役割
１）メンバー

①学生同士お互いに自分の意見を素直に出し合い、考える。
②批判的思考を行うよう努力する。
③責任を持って自己学習してくること。
④自分に与えられた課題を果たしていく中で、お互いに影響しあい、各人が学習目標を達成できるようにする。

２）司会（ファシリテーター）
①司会も自分の意見を述べるが、できるだけ全員が積極的に発言できるようにする。
②メンバー全員が他人の発言を注意深く聞き、板書された内容に話が進行するようにしていく。
③学習課題を分担して、次回までに調べてくるようにする。

３）書記
①書記は白板に板書する。「事実」「仮説」「必要な情報」「調べる項目」をフォームにそって書き、全員が白板を見ながら発言

できるよう、すばやく正確に記録する。
②書記も自分の意見を述べるよう努力する。
③調べる項目の分担を記録する。

４）時計係
①全体の時間配分を考えながら、必要時司会の進行具合を促す。

３.IBLに使用する記録のフォーム

事実：ケースに記載されている実際の情報のこと
仮説：提示されている情報から想像されること、推定されること、または解釈されること
必要な情報：明確にするためにあったらよいと思われる情報
調べる項目：明確にしたり深く知るために学習する項目

必要な情報 調べる項目仮　　説事　　実



師へフォーローしてほしい、不足分は教師が補ってほし
い、ポイントを示してほしい等依存的な意見があった。
IBLと類似の学習法であるProblem Based Learning
(PBL)でByrne3）も、学生は初期の頃はチューターに多く
の開示を期待すると述べているように、学生は初期には
依存的である。今回、教師への要望はIBLの講義がすす
むにつれ少なくなっているが、それは受動的学習法から
能動的・主体的学習法への変化の結果と推察される。
IBLに慣れてくると、主体的学習の楽しさと困難さがわ
かり、もっと早い段階からこのような学習法を取り入れ
るとよいと意識が変容していた。これは学生が主体的学
習をする大人の学習者としての態度が備わりつつあるも
のと考えられる。したがって、主体的学習法を取り入れ
るIBLによる授業は学生の学習意欲を高めると思われ
る。

5 結論

IBLによる教授法は学生に学習者としての主体性をも
たせ、批判的思考や理解に至るまでの大変さや楽しさが
あるが、グループとして自ら学ぶ学生の養成法として優
れた授業方法の１つである。
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Applying "Inquiry Based Learning" on studying post partum
women and newborn babies for midwifery students

Tamashiro Kiyoko1),Kakazu Izumi1),Inoue Matsuyo1),Nishihira Tomoko1)

Kato Naomi1),Sonoo Yoko1)

Inquiry based learning (IBL) method was applied to midwife students for acquiring knowledge on post
partum women and newborn babies. The IBL method was based upon and modified from problem based
learning method.
IBL is geared to student oriented class and it also facilitates learner's critical thinking. According to the stu-
dents' evaluations, the highest score among 7 items was "implementation of other members' assignment",
and the lowest score was "critical thinking". However, the score of critical thinking at time 4 had increased
significantly than time 1 and time 2. Therefore, IBL is considered to be one of good learning methods to
facilitate critical thinking.

1）Okinawa Prefectural College of Nursing
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1. はじめに

戦後、我が国の平均寿命は著しく伸び、世界有数の長
寿社会となった。その一方で、高齢化の進展に伴い、介
護を必要とする高齢者が急速に増えることが見込まれる
とし、行政レベルでの保健医療福祉対策が行われつつあ
る。

厚生省は、―21世紀の高齢化社会は、戦後の第１次
ベビーブーム世代である、「団塊の世代」が高齢世代の
仲間入りをしてくる社会である。「団塊の世代」は、「新
しい高齢者」として、高齢社会のイメージを変えていく
ことが予想される。新しい高齢世代は、…（中略）…社
会に支えられる存在ではなく、社会を支える存在として
重要な役割を果たすことが期待されている１）。―とし
ている。それでは現在、社会に支えられる存在としての
高齢者の生活実態はどうであろうか。特に、行政の恩恵
が得られにくいへき地の独居高齢者や高齢者世帯におい
ては如何なものであろうか。

今回筆者は、山深いへき地で独居生活をしている高齢
のA子と出会い、「このような山の中で、高齢者が一人で
どのようにして生きていけるのだろうか？」、「老人の三
大悪と言われる病気・貧乏・孤独の問題はどうなってい
るのだろうか？」という、素朴な疑問と驚きからA子と
数日間生活を共にした。A子の日常生活の一端に触れる
ことにより、そのたくましさをも垣間見ることが出来
た。

１）沖縄県立看護大学
２）志摩豊和苑

独居高齢者の生活に関する研究は、延近の面接とアン
ケートによる在宅ケアに関する報告２）をはじめ、文献研
究による単身老人の住環境に関する報告３）やアンケート
による独居老人と老夫婦世帯者の生活と心理に関する報
告４）、面接調査による住戸内外の関わりに関する報告５）

やノルウェーの独居高齢者の生活実態に関する報告６）、
その他医療情報ネットワークに関するもの７）や独居老人
の犬猫に対する意識調査８）等、面接やアンケートによる
報告が様々な分野から数多く見られる。しかし、参与観
察による報告は、登張等９）の高齢者の日常生活における
生活行動や人間関係を通した地域とのかかわりに着目し
た研究があるが、へき地山村の独居高齢者を対象にした
参与観察による報告は殆ど見当たらない。登張等は、そ
の報告の中で―高齢者の生活とそれを支える地域社会
との関係は、個人の欲求に基づく行動とサポート環境と
の相互作用により築きあげられている―と述べている
９）。それでは、へき地山村に居住する独居高齢者の場
合、個人の行動と環境との相互作用はどのように行われ
ているのだろうか。今回、A子を対象に参与観察を行い、
生活実態と生活行動を把握し、その“生活の術”につい
て明らかにしたい。このことは、21世紀の新しい高齢者
像構築の一助になるものと考える。

なお、ここで言う“生活の術”とは、生活の方法や手
段という意味で使用した。

倫理的配慮については、本研究の趣旨を十分に説明し
本人の了解を得た。また、事例A子の紹介に当たっては、
本論の骨子に支障がない程度に筆者の方で一部修正を加
えた。

へき地山村に居住する独居高齢者の“生活の術”
報　告

當山冨士子１） 戸田圓二郎２） 田場真由美１）

筆者は、へき地山村に居住する独居高齢者の生活について、参与観察と電話により把握し、その“生活の術”について検
討を行った。その結果、以下のことが確認出来た。なお、ここで言う“生活の術”とは、生活の方法や手段という意味で使
用した。

１）今回の対象において、精神的扶養は成人子である子供からの扶養をはじめ、対象者本人による積極的な友人の獲得、ペ
ット、亡き夫や先祖、近くの神々への関心により扶養されていることが推察された。

２）経済的扶養については、公的年金を主にしており、その他、親族が郵便という流通を活用、対象者本人も公的・私的に
郵便配達人を活用していた。

３） 身体的扶養については、対象者自身が日常の生活を維持できる能力を持ち合わせていた。しかし、天候の悪化時には
公的な支えが必要であることが確認出来た。
キーワード：独居高齢者, へき地山村, 参与観察, 生活

－参与観察で把握した生活実態から－



2. 対象と方法

研究期間は、平成13年３月４日～平成13年３月７日。
対象は、8２歳で独居の女性、A子である。

A子の住む熊野市は、三重県の南部に位置し市の面積
の85％が山林である。北西部は山岳地帯で、東南部はリ
アス式海岸と白砂青松の景観が広がる吉野熊野国立公園
内で豊かな温暖気候に恵まれる。基幹産業である農林水
産業の低迷で人口減と高齢化が進行している。市は18の
町からなり、平成13年３月末日の人口は21,091人、65歳
以上人口は28.5％である。A子の居住するI町は、四方が
山林で人口は300人余、その半数以上が65歳以上の高齢
者である。

本研究に先立って：筆者の一人當山（以下、筆者と記
す）は、沖縄県の山のない那覇生まれで那覇育ち。駐在
保健婦として２カ年間、那覇に近い人口1,200人の島で
勤務の後、沖縄本島南部の農村（人口7,20０人）で保健
婦として勤務した。共同研究者の戸田は、その頃老人の
在宅ケアをすすめる中で世話になった医師である。戸田
は、A子の住む地で15年間診療所医師として勤務してい
た。筆者が平成12年11月、へき地山間部における高齢者
の在宅医療の状況を見学した折、山の頂上近くで生活し
ている独居の高齢者A子の存在にビックリしたのと同時
に大変興味を抱いた。筆者は、これまで沖縄県内の離島
へき地の状況をいくつか見てきたが、そこには集落があ
り、近隣の人々が少なからず生活していた。今回のA子
のように、人里離れたところで高齢者が一人で生活して
いるという状況を見たのは全く初めての体験であった。

研究方法は、A子宅へ上記の研究期間の３泊４日筆者
が宿泊し、参与観察を中心に行う他、介護度のチェッ
ク、市役所の既存資料から情報を得る。観察時の記録
は、本人に説明し了解を得た上、記録を執りながら面接
したり、就寝時や起床時、あるいは時間の合間など記憶
の新しいうちにメモを執るようにした。A子は、標準語
や土地の方言を交ぜて会話していた為、言葉は本人が話
したことを出来るだけ残すように心がけた。

「老いと家族」の編者染谷10）は、現代家族の現状分析
を多様な視覚とアプローチから目指している。その著の
中で、―ライフコースの後半において、加齢とともに
生じるいくつかの変化に、定年退職後とそれに伴う経済
状況、社会関係の変化、身体機能の低下に伴う日常生活
能力の低下、さらに今まで持ちつづけていた者を失って
いく喪失体験から生じる情緒不安定などがある。…（中
略）…親と子の役割の変化は、高齢期における「役割逆
転(role reversal)」と呼ばれている。…（中略）…役割の
逆転によって生じる成人子の老親に対する役割には、大
きく分類して経済的扶養、身体的（介護）扶養、精神的

（情緒的）扶養とがある。―と述べている。今回のA子
の場合、染谷の主張する精神的・経済的・身体的扶養の
側面を中心に検討を行った。

なお、今回の３泊４日の関わりの目的は、生活状況の

実態把握とし、対象との関係づくりに重点を置いた。そ
の中で、介護度の評価に関する情報は収集したが、モラ
ール等に関するデータ収集は敢えて実施せず、次の機会
に行うこととした。

3. 結果と考察

【A子と居住環境】（図１）
A子は、６人同胞で次姉、隣村の出身で小学校卒業後

は街へ出て奉公をしていた。20歳の時両親へ呼び戻され
今は亡き夫と結婚した。結婚と同時に夫は兵隊へ採られ
本人は、舅・姑と同居の生活となる。結婚後は、70歳代
まで山の仕事をしていた。子供４人（男２、女２）は、
街で高校を卒業後、それぞれ結婚し県外や県内の街で生
活している。Ａ子夫婦は、街に家を新築し長兄夫婦と一
時同居していたが、夫が亡くなってからは、長兄の嫁と
いざこざが絶えずやむなく元の居住地である現在の家へ
戻ってきたという。長年△△教を信仰している。

A子の住む地域は、針葉樹林に囲まれた標高600～800
メートルの山々に囲まれた山林地帯で、A子宅から数分
降りた所に山小屋があり、そこに上ると四方に山々の頂
きが見える。夏休み等にはキャンプする人々が集うとの
ことである。隣家は、山小屋から更に１kmほど下った
ところに２軒（高齢者夫婦所帯１軒、90歳を超えた父親
を世話するため定年後Uターンした60代夫婦の２世代所
帯１軒）あるのみで、地域のI集落までは更に10㎞余の
距離がある。一般の乗合バスは、市街地からＩ集落まで
１日３往復運行している。その他、市の福祉バスが必要
時には利用できることになっている。なお、詳細な状況
については下記のとおりである。

生活用水：夫が生前に山からホースを施したものを現
在も使用している。

電気など：24時間の終夜燈で、冷蔵庫、テレビ、コタ
ツ、洗濯機等が備えられている。その他、
コンロはプロパンガス、石油ストーブ、風
呂は石油ボイラーを使用。

住まいなど：トタン葺き平屋。母屋（居間・仏間・寝
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図１　針葉樹林に囲まれたA子宅



室・台所）、納屋、離れにトイレ（座位
式、夜間は室内でポータブル使用）と風
呂場がある。家の前にはお茶や大根が植
えてある。A子宅の後方には、古い墓地
と住居跡の塀がある。

電話：居間の食卓の真ん中に置かれ、手を伸ばせば何
時でも支える位置にある。

既往歴：５年前、怪我で入院中にクモ膜下出血を起こ
し手術、現在年１回の定期検査を受けてい
る。その他、腰痛、両膝関節の変形と膝関節
痛があり、外出時は杖を使用している。

平成13年３月【３泊４日の宿泊】（表１）
【精神的（情緒的）扶養】

A子は、加齢のため亡き夫と共に一時は長兄夫婦とと
もに同居しようと試みたが、夫の死後長兄嫁とのトラブ
ルが絶えなかった。そのような折、クモ膜下出血で入
院、意識のない状態もあったが、手術を施行し後遺症も
残さず元気になった。嫁とのトラブルを避けるため、退
院後は現在の地で独居生活を送ることとなった。

子供や同胞等の身内による精神的扶養：子供４人は、
それぞれ独立し街や県外で一家を構えている。子供たち
は、日頃訪問してくることは滅多にないが、声を掛けれ
ば来てくれる。特に、娘や隣村の妹とはマメに電話のや
りとりを行い、コミュニケーションをとり、互いの状況

當山他：へき地山村に居住する独居高齢者の“生活の術”
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をよく把握している。筆者が宿泊したときにも、末の娘
が、「お客さんが来る…」ということで、自らA子宅を訪
ね、掃除や布団の準備、それに石油ストーブの準備まで
もキチンと済ませていた。筆者と行動を共にする中、A
子は、「今日は、○○料理をつくってもらった…」「今、
一緒に散歩してきた…」など、子供に事細かに電話で話
している。

A子にとって電話は、コミュニケーションを行う上で
唯一の手段であり、身近に“人”は居なくても、必要時
話ができる相手がいることである。このことが最も明る
みになったのは、妹との連絡である。訪問３日目の夕
方、隣人に誘われＡ子と筆者が温泉に行ったことが、翌
日の午前には診療所の医師の耳に入り、医師より「昨日
は、温泉に行ったんだって？」という電話があり、情報
の伝達の早さにビックリさせられた。電話以外の精神的
扶養では、週に１～２回長姉より食料品の郵送があり、
へき地で独居生活をしているA子の食生活に対する長姉
の配慮が伺われた。その他、長兄や次兄の家族もお盆や
正月には、訪ねて来てA子と一時を過ごしている。また、
一昨年には夫の法要があり、子供や孫それに同胞が家一
杯に集まり賑やかだったとA子は自慢気に話していた。

知人や友人による精神的扶養：A子は、朝起きると、
知人や友人に電話をかけている。気軽に話せる知人が数
人いるようである。その他に、A子が最も信頼している
友人Ｍがいる。A子が、「Mさんは、私の親みたいなもの
よ。兄弟以上の人よ」と豪語する友人Mは、元校長で街
に住んでいる。Mが教員の頃、キャンプで子ども達を山
小屋に連れてきた時に知り合いになった。当時幼かった
Mの子どもを夏休みに世話したこともあり、現在まで付
き合いが続いている。A子は、「Mさんは、何かあったら
何時でも電話してくれと何時も言っているよ」「この前
病院へ行った時もそこの家で泊めてもらった」という。
事実、筆者が宿泊した２日目の降雪時、朝一番にMよ
り、「雪だけど、大丈夫？」という労いの電話があった。
別の友人からは、「今日は、天気悪いがどうしている？」
という問い合わせもあった。

山の来訪者・ペットの猫・先祖・神々による精神的扶
養：A子は、「山に来る人は、皆私のお客さんよ」と口走
るように、来客があれば、重い体を素早く起こし、「中
へ入って、入って…」と家の中へ来客を招き入れ、「お
茶がいい？　コーヒーがいい？」と、誰彼となく世話を
している。その一人は、先に紹介した友人Ｍである。ま
た、筆者が訪問時、末娘を迎えに来たタクシー運転手
は、電車へ間に合わせるとのことで、立ったままお茶を
一杯飲んでいったが、訪問３日目に来所した役所職員や
隣人は、家の中で30分ほどくつろいでから帰った。A子
は、何時来客が来ても慌てないように、起床後はすぐに
洗面をし、寝巻きから普段着に着替えている。A子曰く、

「私はね、何時誰が来るのか分からないから起きたら、
何時もこうして（更衣して）いるのよ」と。

その他、人間以外にペットの猫“タマ”や先祖・周り
の神々が精神的扶養の一部を担っている。“タマ”は、
筆者が訪問した当初から具合が悪く、食餌も摂らず時
折、大きな声で「ギャッ！ギャッ！」と唸っていた。夜
間は、A子の布団に一緒に寝ているが、一晩中苦しそう
に大声を出す。A子は、昼夜となく、「タマ、苦しいか？
頑張れよ、頑張れよ」と、まるで母親が我が子をあやす
かのように声を掛けていた。訪問４日目は、“タマ”の
診察の為に、往復12,000円のタクシー代を使い街へ出か
けた。ペット以外では、亡き夫や舅・姑に対し、起床
時・就寝時に、「お父さん、お祖父さん、お祖母さん、
今日も一日有り難うございました。お休みなさい」と声
に出して感謝の意を表している。同様に、「わしは、山
でも無縁仏でも何でも感謝、感謝…」という。そのこと
は、散歩時に墓地や〇〇明神で、両手を合わせたり、近
くに生えている草木を供えている様子からも垣間見るこ
とが出来た。

このように、A子は子供や同胞、知人・友人に対して
直接顔は合わさないまでも、電話という手段により頻繁
にコミュニケーションをとっている。子供や同胞、知
人・友人等との物理的な距離はあるものの、その距離を
電話という手段でカバーしている。また、「Mさんは、
私の親みたいなものよ。兄弟以上の人よ」という、Mと
の関係や山の来訪者への対応で見られるように、A子の

“人”に対する親切で優しいという一面は、重い病にな
る以前から持ち合わせていたのだろうか。あるいは、

「一度は、死んだ人間だから…」という言葉からも伺え
るように生死に関わる重い病を患った後からなのか、ま
たは、へき地で独居生活を強いられ“孤独”では居られ
ないという状況からなのだろうか。A子自身にとっては
無意識に行っている行為かも知れないが、一生懸命に

“尽くす”中で、言葉を変えればA子自身の力で、“仲間”
をつくっているという過程が推察された。

更に、A子の周りの“もの”を自らの生活に引きつけ
るという力は人間だけでなく、ペットや亡き夫・先祖、
そして周りの神々など、有りとあらゆるものに対する

“感謝”や“やさしさ”それに長年信仰している宗教が
その源となっているのではないかと考えられる。このよ
うに、A子は遠く離れた家族の支えの他、“孤独”いわゆ
る精神的（情緒的）扶養の大部分を自らの力で獲得して
いるといえよう。

石嶺11）は、沖縄県の長寿村といわれる大宜味村の高齢
者のモラールに関する研究で、日本において、これまで
近隣関係はモラールを高める要因には成り得ないと指摘
されたものと考えられていたが、大宜味村の喜如嘉にお
いては近隣関係もモラールを高める要因になることを明
らかにし、今後近隣・友人などの非親族によるインフォ
ーマルなサポートがますことが高齢者のモラールを高め
る要因をして望まれるとしている。今回、冒頭の研究方
法でも述べたように、モラールについてスケールを使っ
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たわけではないが、A子の場合、身内や友人のみでなく
その環境をも含めた様々な要因がモラールを高め、へき
地山間部での独居生活を維持する一因になっているので
はないかと推察する。更に、横山12）、土倉13）は、動物の
温もりが心をあたためる、あるいは老人の心の支えにな
っていると述べているように、A子の場合も、精神的な
支えとして、ペットが“話し相手”・就寝時の添い寝の
相手としての役割を担っている。

【経済的扶養】
食料品や日用雑貨については、子どもたちから毎週送

られる宅配により大部分をカバーしている。訪問時、筆
者は山の中は何もないだろうと予測し、表１に示した
品々を宅急便で送付したが、冷蔵庫の中は既に食料品が
一杯詰まっていた。その内容は、１カ月も保存が効くと
いう豆腐やウナギ、チーズや果物等々である。また、押
入には日用雑貨や食料品等が数ヶ月分備えられていた。
家族との物理的な距離やへき地の不便さを、昨今盛んに
なってきた宅配という流通方法で補っている。郵便の活
用は、子ども達だけでなく、交通の手段を持ち合わせな
いA子自身も公的・私的に郵便を活用している。規模は
異なるものの、このような郵便の活用はPeng Jianming14)

の著書でも見られる。遠距離のへき地で交通手段を持た
ない唯一の手段として、郵便配達人を上手く活用し人間
的な温かい交流が派生していく。同様に、A子の場合も
郵便配達人は、週に１～２回の話し相手でもある。更
に、A子は、本人の老齢年金の他、亡き夫の恩給があり
経済的には幾分ゆとりが伺えた。それを確認できたの
は、福祉バスを利用することは全くと言ってよいほど頭
になく、顔馴染みのタクシーを気軽に利用していること
や温泉での夕食（その日は、集団の予約があり、メニュ
ーが限定されていた）について、「もっと美味しいのが
あったら良かったのに…」という発言、それに菜園の耕
作を一日１万円で知人に頼んでいることや豊富な家具が
揃っていること等から推察できる。A子の経済的扶養
は、公的年金を中心として、その不足な部分を子供達の
扶養で補っている。

【身体的扶養】
筆者が行ったA子の介護保険の査定結果は、「非該当」

であった。評価は、筆者が４日間の訪問で観察したこと
や一部の項目については本人に確認をとった、その後共
同研究者で検討した。A子は、外出時杖を使用している
が、80年山で生活しており、ちょっとした坂道や凸凹道
も、上手く身をこなして歩いている。段差の多い墓地や
〇〇明神へ散歩した折、筆者は運動靴でゆっくり歩いて
いたが、A子は筆者の支えも断り一人で草や木の枝を上
手く使って坂道や凸凹道を歩いていた。１メートルほど
段差のある畑にも、何処から降りようかと戸惑っている
筆者をよそに、草の上を滑り台代わりに滑って降りた。

登るのも草を使ってサッと登ったのである。このような
A子の動きに筆者は驚きの連続であった。

A子は、足腰の痛みで動作はゆっくりではあるが、日
常的な家事は独力で十分可能である。宿泊時、食事の殆
どを筆者が作り、A子はみそ汁を１回だけ作った。台所
で長い時間立つことは腰が痛いとのことでいろいろと工
夫がなされている。流しで食材を洗うとコンロの前の椅
子に腰掛け、手が届く所に置いてある調味料を使う。ま
た、生活の知恵も十分に持ち合わせており、先に述べた
ように菜園を知人に耕作してもらい、収穫はA子自身が
行っている。収穫した作物は、子供達に送り残ったもの
をA子の日々の食材として使っている。なお、病院の受
診であるが、過去にクモ膜下出血の既往があるため、年
１回の定期検査を街の病院で受けている。病院へは、顔
馴染みのタクシー運転手を電話で呼び、友人のM宅で宿
泊するという手段をA子自身が持ち合わせている。この
ようにみると、足腰の痛みはあるが、日常的には身体的
扶助は特に必要なく、A子自身でクリアしていると考え
る。

染谷は触れてなかったが、社会的扶養について、特に
行政の恩恵については活用が難しい状況である。冒頭の
厚生省が云々する…社会に支えられる存在ではなく…と
あるが、この言葉はA子には当てはまらない。むしろ今
回の降雪や大雨で道が決壊するなど悪天候の際の行政側
の対応が少なくとも必要だと考える。A子の住む市で
も、10数キロ先の集落地で月１～２回のデイサービスが
市の保健活動として行われている。また、地区によって
は民政員からのメッセージが郵送される「ふれあい郵
便」や郵便局員による月単位の巡回があるが、A子の住
むこの地区にはそれもなく、唯一有線放送がたまに流れ
るだけである。台風の時には、有線放送から“避難勧
告”のアナウンスが流れるだけという。このような劣悪
な環境で、自立して生活している高齢者を上手く支え、
在宅での生活を少しでも長く維持できるようにするため
には、行政側の目配り気配りが最も重要かと考える。

【沖縄の島と陸の孤島】
今回のフィールドワークと筆者の沖縄の島での生活体

験から、その違いの一端を述べたい。筆者は、A子と会
うまでは「沖縄の島の生活は大変だ！」と考えていた。
確かに“シマチャビ（離島苦）”に表されるように、島
の生活は天候に左右されることが大きい。しかし、それ
はA子の住む地域にしても崖崩れや道の決壊など自然に
左右されることは同様に起こるのである。双方の大きな
違いは、そこに本人以外に隣人が居るのかどうかという
違いである。島には船で渡るという不便さはあるが、島
に着けば隣近所に人々が住んでおり、人と人との交流が
持て、情緒的な交流がある。しかし、A子の住む“陸の
孤島”には隣人がなく、情緒的な交流が難しいことであ
る。

當山他：へき地山村に居住する独居高齢者の“生活の術”
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【参与観察を中心としたフィールドワーク】
佐藤15）は、…「フィールドワーク」とは、参与観察と

よばれる手法を使った調査を代表するような、調べよう
とする出来事が起きているその「現場」（＝フィールド）
に身をおいて調査を行う時の作業（＝ワーク）一般をさ
すと考えられ、この作業を通して集められるデータの多
くは「一次（的）資料」、つまり調査者が自分の目で見、
耳で聞き、肌で感じた体験をもとにした資料としての価
値をもつ…といわれる。…また、フィールドワークとい
うのは、カルチャー・ショックを通して異文化を学んで
いく作業…と、述べている。

A子と筆者の初対面の出来事は、筆者にとっては正に
カルチャー・ショックだったのである。今回の３泊４日
で得られた資料、例えば、凸凹の山道を杖を使い歩く
様、ペットへの労いの声かけ、電話や来客との応対など
は、郵送によるアンケート調査や短時間の面接調査では
得難い貴重な生活の実態として把握出来たと考える。更
に、フィールドワークは参与観察だけでなく、その時々
の様子を見ながら臨機応変にアンケートを取ることも可
能である。今回も、A子の生活の様子を観察する傍ら必
要な事柄を聞き出すことによって、介護度の評価を行う
ことができた。

4. 結論

今回、へき地山村に居住する独居高齢者の生活につい
て、参与観察を行う機会に恵まれた。その結果、以下の
ことが確認出来た。
１ 今回の対象において、精神的扶養は成人子である子

供からの扶養をはじめ、対象者本人による積極的な友
人の獲得、ペット、亡き夫や先祖、周りの神々への関
心により扶養されていることが推察された。

２ 経済的扶養については、公的年金のほか子供達によ
り行われていた。子供達は、郵便という流通手段を活
用し、対象者本人も公的・私的に郵便配達人を活用し
ていた。

３ 身体的扶養については、対象者自身が日常の生活を
維持できる能力を持ち合わせていた。しかし、天候の
悪化時には公的な支えが必要であることが確認出来
た。
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“The art of life”of elderly people living alone
in remote mountain village

－From real life through the participant observation－

Toyama fujiko  P.H.N.,R.N.,D.H.S.1) Toda enjirou  M.D2)

Taba mayumi P.H.N.,R.N,B.M.S1)

The authors came to grasp the life of elderly people living alone in remote mountain village by the par-
ticipant observation, the telephone, and so on, and they examined it as“ The art of the life”. As for “The art
of the life”, it was used in the sense of the method and means of life.

1） As for the mental support, an applicable person herself actively got a friend, the support from her
adult child, made a telephone call and kept herself a pet. She was also found to be interested in a
deceased husband, ancestors and surrounding gods.

2） As for the economical support, she made a living mainly by a pension. And her relatives sent foods
and goods by mail service. She also made extensive use of the mail service. 

3 )  As for the physical support, she had the ability to maintain her own daily life. But, at the time when
the weather was not favorable , it was confirmed that the public support was necessary.

Keywords: elderly people living alone, remote mountain village, life, participant observation

1）Okinawa Prefectural College of Nursing
2）Shima houwaen



沖縄県立看護大学紀要第４号（2003年３月）

－ 86 －

1 緒言

手洗い法の原理・看護技術は院内感染予防対策におい
て、もっとも基本的であり、看護基礎教育に不可欠であ
る。本学カリキュラムの場合、基礎看護学の中で一過性
菌の除去を目的とした「衛生的手洗い法」と、成人保健
看護領域の周手術期看護の中で、高水準の手洗い法とし
て「手術時手洗い」の演習を行っている。現在の臨床現
場では、「手術時手洗い」の方法として、ヒュールブリ
ンガー変法、短時間サージカルスクラブ、ラビング法な
どがある。ブラシの有用性、消毒剤別の消毒効果、手術
時手洗いと手荒れとの関連、手洗い水は水道水か滅菌水
かについて調べた報告１～７）がみられるように一定の手洗
い方式が用いられているわけではない。従来の「手術時
手洗い」の問題点に対する新しい試みは、国内・国外に
おいて医師や手術室看護師、医学教育や看護教育の立場
から検証され、様々な方法と学説が混在する現状であ
る。

手洗い法の学習は、知識の残存度が高い形式(図１)８、

９）の学内実習で行っている。「衛生的手洗い法」では蛍
光塗料を用いて洗い残した汚れを視覚化する方法を取入
れ10)、「手術時手洗い」では、手指付着菌や常在菌をぺた

１）沖縄県立看護大学

んチェック(簡易細菌検査法)によって、コロニーの数・
色・形・臭い等を評価する方法を取入れている。学生
は、洗い方や洗い残しやすい部位の確認、汚れは簡単に
は落とせないことに重点を置いた学習から、手指に付着
する菌、手に生息する菌を視覚的に実感すること、すべ
て滅菌した使用物品を用いて一定の洗い方や消毒剤によ
る減菌効果を確認する学習へと段階を踏むことになる。

今回、成人保健看護領域の「手術時手洗い」演習にお
いて、本学3年生82名がぺたんチェックスタンプ法11）を
用いた減菌効果を確認するための実験を行い、その結果
をもとに「手術時手洗い」の演習方法と結果の評価につ
いて検討した。また学生の演習後のレポートから「手術
時手洗い」演習の波及効果を捉える試みをした。即ち

「手術時手洗い」の演習において、スタンプ法を用いた
手指付着菌の評価の有用性及び今後の演習方法に役立て
ることが目的である。

「手術時手洗い」の演習プログラム
当該演習「成人保健看護方法Ⅱ(急性期看護)―３単

位・60時間」は、講義の一単元周手術期看護である。82
名はA・Bの２クラスで登録されており、各クラスは感
染予防についての講義の後、術前・術中・術後の演習が
行われる。「手術時手洗い」の演習は、学生は演習室に
集合し、手術衣に着替え、マスク、キャップを装着す

「手術時手洗い」演習の方法と結果の評価
報　告

仲宗根洋子１） 伊藤幸子１） 赤嶺伊都子１） 石川りみ子１） 吉川千恵子１）

手洗い法は院内感染予防において、もっとも基本的であり、看護教育に不可欠である。本学カリキュラムの場合、基礎看
護学の中で一過性菌の除去を目的とした「衛生的手洗い法」と、成人保健看護領域の周手術期看護で、高水準な手洗い法と
して「手術時手洗い」の演習を行っている。

成人保健看護領域の「手術時手洗い」演習において、本学３年生82名は減菌効果を確認するためにぺたんチェックスタン
プ法を用いて実験を行った。その結果をもとに、「手術時手洗い」の演習方法と結果の評価について検討した。また学生の
演習後のレポートからぺたんチェックスタンプ法を用いた学習の波及効果を捉える試みをした。

学生82名全員の「手術時手洗い」前後の細菌数を局所的・半定量的に比較した結果は、右手５本の指で明らかに減菌して
おり、手洗い直後の減菌効果を評価できた。また「手術時手洗い」後における残菌部位は、「衛生的手洗い法」での洗い残
しの多い部位と一致していた。演習記録内容は、手指付着菌に関する表現、洗い方・技術に関する表現、手指の状態に関す
る表現、患者に与える影響に関する表現、「手術時手洗い」の効果および消毒効果に関する表現等をキーワードから捉える
ことができた。

現在の臨床現場は、「手術時手洗い」に関する様々な方法や学説が混在し、一定の手洗い方式が用いられているわけでは
ない。当学内では「手術時手洗い」を学ばせるためにぺたんチェックスタンプ法による評価を取入れているが、手指付着菌
を確認し、減菌する方法を理解するために有効であるといえる。また医療現場の現状を踏まえてレベルの違う手洗い法を学
習することは、科学的な裏付けをもって、感染防止の基本原則を学ぶために有用であると考える。
キーワード：手術時手洗い、演習評価、ぺたんチェックスタンプ法、手指付着菌

－ぺたんチェックスタンプ法（簡易細菌検査法）を取入れて－



る。ここで手洗い前のぺたんチェック行う。次いで石け
んで衛生的手洗いを行い、教員による「手術時手洗い」
のデモンストレーションを見学した後、実施する。そし
て「手術時手洗い」の完了後ぺたんチェックを行う。

「手術時手洗い」の演習の目標と方法は、表1に示した。

2 研究対象と方法

対象：本学３年次82名の「手術時手洗い」の演習の結

果と記録
１. 手洗い前と「手術時手洗い」後のぺたんチェック

の結果
２. 演習終了後に提出されたレポート

方法１：ぺたんチェックによる測定方法　
１）市販の環境微生物検査用ぺたんチェック標準寒

天培地（栄研）のプラスチックプレ－トの底面
（20 cm2）は、５等分に区画（４cm2）し、１から
５の番号を付す。このプレ－トを１人当たり２個

仲宗根他：「手術時手洗い」演習の方法と結果の評価
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準備する。
２）手洗い前と「手術時手洗い」後の指を、右手の

母指から第５指まで順序よく一定の力が加わるよ
うに寒天プレートに押しつける。実施法について
は、演習の事前学習資料として配付し、実施前に
も再度簡単な説明を行う。力の加減は秤を準備す
る

３）プレートを37℃、 24時間培養後、学生及び担
当教員は生育したコロニー数（cfu：colony form-
ing units）を算出する

４）手洗い前と「手術時手洗い」後のぺたんチェッ
クの結果を局所的・半定量的に評価し、比較検討
する

方法２：演習記録より「手術時手洗い」の演習によ
る波及効果を捉える

１）演習事前学習、手指付着菌の観察記録の内容を
抽出する

２）演習レポートの内容から課題に添って主な物を
抽出する。

倫理的配慮：研究データとして使用することについ
て、授業の中で各クラスの結果を説明し、その後学生
より了解を得た。

3 結果

１　ぺたんチェックの結果
「手術時手洗い」前・後の結果を右手の各手指のコ

ロニー数を数えた。ABクラス全員が「手術時手洗い」

後は明らかに減菌していた。また82人全員の5本指合
計の平均は手洗い前8.32で、「手術時手洗い」後0.3で
あった（図４）。また ５本指の合計クラス平均値は、
Aクラスの手洗い「前」は8.26、手洗い「後」は0.36
で、Bクラスの「前」は8.2、「後」は0.24であった（図
５）。手洗い前のコロニー数から手洗い後のコロニー
数の平均の差（減菌比）はAクラス7.9 、Bクラス7.96
であった。クラスによる差はほとんど見られなかっ
た。

右手における全指陰性の人数は82人中50人（60.9％）
であり、陰性指の数351（85．6％）である。

２　「手術時手洗い」の除菌率
局所的な評価であるため、同部位での比較しか行う

ことができないが、５本の指とも「手術時手洗い」直
後では明らかな減菌効果があった。82人全員の平均コ
ロニー数で示すと、手洗い前は母指10.3、第２指10.2、
第３指8.8、第４指 6.9 、小指5.3 、５本指合計41.2cfu
であった。手洗い後は母指0.6、第２指0.4、第３指0.3、
第４指 0.2、小指0.1 、５本指合計1.5cfuであった。

（（図６）
３　「手術時手洗い」の演習における波及効果

q手指付着菌に関する表現（色、形、数、臭い、菌
の存在）、w洗い方・技術に関する表現（部位、ブラ
シの取り扱い方、ブラシの刺激痛）、e手指の状態に
関する表現（爪、ささくれ）、r患者に与える影響に
関する表現（手術を受ける患者の生命への影響）、t

手術時手洗いの効果および消毒効果に関する表現、y

仲宗根他：「手術時手洗い」演習の方法と結果の評価
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その他自己の反省（体力が必要）に関するキーワード
を捉える事ができた。

表４には、演習で学んだ各記録類と演習レポートか
ら抽出した内容を示した。（表４）。

4 考察

今回の演習では、消毒剤は多くの施設で使用率が高く
14）、高い消毒・洗浄効果と抗菌スペクトルが大である
7.5% ポピドンヨードを使用した。また東京大学医学部付
属病院および関東病院等で現在採用されている６分間１
回の手術時手洗い方法12）にもとづきながら、ブラシは耐
熱性滅菌ブラシ１個を使用し、手拭きには２枚の滅菌タ
オルを用いた。細菌学的測定法として、処置時にもっと
も創に接触する機会が多く、汚染度が高い13）右手の指先
をスタンプ法で局所的に測定した。

スタンプ法は定量的な測定法ではなく、定性的検査法
であるが、局所的・半定量的に評価した。従って同部位
に限定した比較しか行うことができないが、手洗い直後
の５本の指における明らかな減菌効果から、「手術時手
洗い」の効果を検証した。手洗い前は母指と第２指のコ
ロニー数が多かったが、明らかな減菌効果と共に、手洗
い後の部位別残菌数の結果は、親指が高いことが確認で
きた。基礎看護方法における「衛生的手洗い法」の実習
において、習慣的な手洗い行動を視覚的に客観視させた

教育方法では、リアルタイムに評価できる蛍光塗料によ
る汚染状況の判定結果を取り入れている。その「衛生的
手洗い法」における洗い残しが多かった部位も親指先で
あり今回の結果と一致する15）。このことは消毒薬と物理
的な方法を用いても、なお洗い残し、細菌が残ることが
あるということが理解できると共に、対策についても考
えるきっかけとなる。

手洗いの実習では、細菌学的評価に手指全部位の残菌
数を定量的評価ができ、信頼性が高いグローブジュース
法やパームスプリング法がよく用いられている。しかし
我々は、手洗い法を段階的に学ばせていくための検査法
としてペタンチェックを用い、手指の一部の残菌数を知
ることで全体を推測し、また培地上に発育したコロニー
の形態を見ることができる方法で行った。

この演習における減菌比は指先に関しては他のグロー
ブジュース法などでのデータと比較はできないものの
Fingerprint plat法による医学生手洗実習の結果３）を参考
すると、既データは、全指陰性の人数は59人中８人

（14％）であり陰性指の数408（69.2％）である。今回は、
片手のみ全指陰性の人数は82人中50人（60.9％）であり
陰性指の数351（85.6％）である。これらの成績を比較
した場合、今回の実験結果は良いといえる。

今回は手技・時間を統一して演習を行ったが、手洗い
には手洗い手技の稚拙、所要時間、手荒れなどの他、用
いた消毒薬の効果が影響するといわれている。学生には

「手術時手洗い」に影響する様々な事項に着目させると
共にエビデンスに基づいた基本概念を理解させる必要が
ある。そのために事前学習、手指付着菌数記録、演習レ
ポートを課している。また演習後の最初の授業において
報告し学生の学習目標達成を補足している。

「手術時手洗い」の演習における波及効果は、表４に
演習で学んだ各記録類と演習レポートから抽出した内容
を示してある。抽出した６つの項目は、手術時手洗いの
実習目標の５つについての関心をもてていることにもな
ると考える。

ブラシの問題や手揉み洗い、7.5％ポピドンヨード以
外の消毒薬、手ふき・滅菌物品、水道水と滅菌水などに
学生の視点を向けられるようにする必要がある。更にビ
デオによる振り返りも授業の最後に取入れている。「手
術時手洗い」の目的は手術部位感染を防止すること、目
標は通過菌を完全に洗浄除去し、手術中に手袋が破損し
た場合を考慮して皮膚常在菌叢の菌数を極力減少させて
おくことで、その基本は「まず洗浄して消毒」である
16）。｢手術時手洗い｣に多く用いられている手指消毒は、
7.5％ポピドンヨード、グルコン酸クロルヘキシジン

（ヒビスクラブ）である。演習室には、消毒剤の知識を
広げるためとヨードアレルギーのある学生のため、7.5％
ポピドンヨード、グルコン酸クロルヘキシジン（ヒビス
クラブ）を準備した。しかし学生全員が7.5％ポピドン
ヨードを使用しており、ヨードアレルギーを申告した学
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生もおらず、また実際にグルコン酸クロルヘキシジンを
試した学生もいなかった。洗う技術に視点が傾き、消毒
薬についての関心は高くなかったのではないかと考えら
れるため、今後検討を要する。

慣習的に多くの病院で用いられている硬いブラシは、
皮膚損傷が細菌の定着を促進するとして近年、ブラッシ
ング法からラピング主体へ、爪周辺や指間に限定したブ
ラシ使用、柔らかいブラシやディスポブラシ、スポンジ
ブラシ等の検討や、手術時手洗いの最適時間は消毒薬に
よって異なることが示されている。消毒薬選択基準とし
て、皮膚に安全で、抗菌スペクトルが広く、速効性で、
効果が持続し、経済的、洗浄効果の高い配合剤が含まれ
ている等の条件を学生に考えさせる事が必要だと考え
る。このような医療現場の現状を踏まえ二つのレベルの

「衛生的手洗法」｢手術時手洗い法｣を学習することは、
科学的な根拠の裏付けをもって、感染防止の基本的法則
を学ぶために有用であると考える。

この学内演習を終えて学生は隣地実習へ臨み、慢性・
急性期実習における病棟での手洗いを実施、手術室実習
での「手術時手洗い」を見学あるいは体験する。このよ
うな演習は、多くの時間や予算を伴うが、今回2年を経
験し、「手術時手洗い」の演習で手指付着菌のスタンプ
法を用いた実験を取入れた方法の確立ができつつあるこ
とから引き続き展開していくことが重要である。

5 結論

１. 成人保健看護の周手術期看護演習では、「手術時手
洗い」の結果の評価にぺたんチェック法を取入れて実
験を行い、局所的・半定量的に評価した結果、手洗い
前・後のコロニー数の平均の差（減菌比）はAクラス
7.90、Bクラス7.96であった。またABクラス全員が手
洗い後は明らかに減菌していた。

２. 82人学生全員の手洗い直後のぺたんチェックによ
る明確な減菌結果は、「手術時手洗い」の効果を理解
することができる。

３. 今回の「手術時手洗い」前・後の結果は、母指と
第2 指は菌数が多く、残菌数は親指が高かった。

４. ぺたんチェックを取入れた演習に伴う測定記録・
演習レポート等から波及効果を捉えた。手指付着菌に
関する表現、洗い方・技術に関する表現、手指の状態
に関する表現、患者に与える影響に関する表現、手術
時手洗いの効果および消毒効果に関する表現に関する
キーワードを捉える事ができた。
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Educational evaluation of technical practice
for surgical hand scrub

－Use of Petan check stamp method (Eiken)－

Nakasone Yoko, R.N., M.H.S.1) Akamine Itsuko, R.N., M.H.S.1) Ishikawa Rimiko, R.N.,
M.H.S.1) Yosikawa Chieko, R.N., L.L.B.1) Ito Sachiko, R.N., B.S.N.1)

To learn the hands washing technique for nurse student is important to prevent the spread of infec-
tions, and educational approach is also important to have the students understand it well. To evaluate the
educational approach of the surgical hand scrub in our college curriculum, we used the market products
"Petan check stamp method" by comparing the bacterial corny counts on fingers before and after the surgi-
cal hand scrub.

Eighty-two students were stamped their fingers on Petan check before and after hands washing, and
the stamp was incubated for overnight.  Student counted microbiological colony on the stamp, and reported
it.  After washing hands, a number of colonies on the right hand fingers of them were reduced remarkably,
and they could estimate clearly the effect of the surgical hand scrub. The wash less parts by surgical hand
scrub was same position in the hygienic hand washing. The student could understand 5 classified of accom-
plish level in this educational approach.

These results indicate that Petan check stamp method is useful tool to educate the hand washing tech-
nique for the student.  

Keywords:  the surgical hand scrub, estimate education, petan check stamp method, bacteria on fingers

1）Okinawa Prefectural College of Nursing
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1 緒言

近年、脳卒中等の生活習慣病の発生と生活習慣との関
係が明らかになり、健康的な生活習慣を確立することが
疾病の発症を予防する上で重要である。

21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）で
は、国民の健康に係わる事項として栄養・食生活等9つ
の分野において2010年までに達成すべき具体的な目標を
設定している1）。しかし、これからの健康づくり運動に
は、疾病の減少や危険因子の低減に関する疾病管理的な
目標にとどまらず、主観的健康感、生活満足度などの生
活の質に関する指標を目標に加えることが必要であると
言われている2）。

主観的健康感は、「健康度自己評価」「自覚的健康観」
とも言われ自分自身の健康状態の主観的評価であり、死
亡率、有病率等の客観的指標では表せないより全体的な
健康状態を捉える健康指標である3）。

これまで、主観的健康感と諸症状、生活習慣やQOLと
の関連が検討されてきている。生活習慣と主観的健康感
との関連では、40歳以上50歳未満の男性に関する調査で
は、健康によいことが実行できない場合、主観的健康感
は低くなる傾向にあった4）。高齢者の健康生活習慣得点
との関連では、得点の高い者が一概に主観的健康感が高
いとは言えない5）等が明らかにされてきているが、20歳

１）沖縄県立看護大学

以上の住民の生活習慣と主観的健康感との関連を調査し
た研究は数少ない6）。

今回、離島住民の生活習慣の実態と主観的健康感との
関連を明らかにすることを試みた。

2 研究方法

調査地域の概要
渡嘉敷村は、那覇市の西方約32kmに位置し人口707

人、世帯数342世帯の離島村である（平成13年）。年齢３
区分別人口は、年少人口18.0％、生産年齢人口55.0％、
老年人口27.0％で超高齢社会である。産業は第３次産業
が主でその中でも民宿、マリンレジャー等の観光産業が
盛んである。フェリーや高速船が就航し年間の観光客数
は平均12万人である。
１. 調査対象

村の20歳以上の住民576人（男性290人、女性286人）
である。（平成13年４月末）

対象者に対して、調査目的、データーは当調査以外
には活用しない、プライバシーの保持に努めること等
を明記した調査協力依頼文書を事前に送付し、了解を
得た。
２. 調査方法

事前に調査票を郵送し住民健康診査受診者は健診会
場で、健診未受診者は訪問にて回収した。調査期間
は、平成13年５月８日～５月11日であった。

離島住民の生活習慣と主観的健康感との関連
報　告

川崎道子1）

渡嘉敷村の20歳以上の住民576人を対象に、住民の生活習慣の実態と主観的健康感との関連を明らかにするため質問紙調
査を実施した。有効回答のあった424人（73.6％）を分析対象とし、生活習慣（朝食、間食、飲酒、喫煙、運動、睡眠時間）、
通院している病気、生活満足度と主観的健康感の関連を検討した。

１.好ましい生活習慣の実施率は県民健康栄養調査と比較して「朝食を毎日食べる」、「ほとんど間食をしない」は高値であ
ったが、「飲酒習慣なし」、「禁煙」、「運動習慣あり」「睡眠時間（７～８時間未満）」の４項目は低値であった。

２.生活習慣等と主観的健康感との関連は、年齢では、加齢と共に「健康ではない」が増加していた。どの年齢階級におい
ても「通院している病気がない」、「生活に満足している」者は主観的健康感が高かった。生活習慣では、65歳以上の高
齢者は、「飲酒習慣なし」の者が「健康ではない」と認識し、39歳以下では「喫煙」者が「健康ではない」と認識し年齢
による相違がみられた。以上のことより主観的健康感を高める要因として「通院している病気がない」、「生活満足度が
高い」があげられる。

３.主観的健康感は高齢者の生命予後を規定する指標であることより、高齢者の健康づくり対策を構築する上で健康感が維
持または高めていけるような保健活動のあり方が望まれる。

キーワード：生活習慣　主観的健康感　年齢　通院している病気　生活満足度



３. 調査内容（表１）
平成10年度沖縄県民健康栄養調査7）、平成８年健康

づくりに関する意識調査8）を参考に作成した。朝食、
間食、飲酒、煙草、運動、睡眠時間、主観的健康感、
健康診査、通院している病気、生活満足度、基本属性
である。飲酒習慣なしは、飲酒頻度週３回以上及び１
回に飲む量が日本酒１合（ビール大１本、ウイスキー
ダブル１杯）以上に該当しない者とし、運動習慣あり
は、運動の実施頻度は週２回以上、持続時間30分以

上、継続期間１年以上の３つすべてに該当する者とし
た。

主観的健康感は、現在の健康状態を調査対象者自身
が自己評価したものである。

死亡率や有病率等の客観的指標では捉えきれない健
康の質を簡便に把握できる独自の健康指標の一つで、
これまで国民生活基礎調査等でこの指標が活用されて
いる9)。「あなたは、ふだんご自分で健康だと思います
か」と尋ね４選択肢から該当する健康状態を選択す
る。

4.   分析方法
表１の各調査内容のカテゴリーを２値にして分析を行

った。
好ましい生活習慣として「朝食を毎日食べる」、「ほと

んど間食をしない」、「飲酒習慣なし」、「禁煙」、「運動習
慣あり」、「睡眠時間（７～８時間未満）」をとりあげた。
また、主観的健康感は４選択肢のうち「あまり健康では
ない」と「健康ではない」を「健康ではない」とし、「非
常に健康だと思う」、「まあ健康な方だと思う」、「健康で
はない」の３カテゴリーで分析を行った。分析対象は、
調査時の不在及び調査不能・不備を除いた424人(73.6％)
である。解析は、SPSS統計パッケージを用いてχ2 検定
を行った。

3 結果

１）対象者の基本属性（表２）

対象者は424人のうち男性は207人（48.8％）、女性
は217人（51.2％）で、年齢階級別では、39歳以下は
130人（30.7％）、40歳～64歳は144人（34.0％）、65歳
以上は150人（35.3％）であった。職業は、農業・漁
業（22.4％）が最も多く、次いで公務員（20.0％）、民
宿・マリンレジャー等のサービス業（15.6％）であっ
た。性別では、男性は公務員、農業・漁業、民宿・マ
リンレジャー等のサービス業の順に割合が高く、女性
は農業・漁業、専業主婦、公務員の順に割合が高かっ

た。通院している病気がある者は43.4％で、その内約
６割が65歳以上の高齢者であった。住民健康診査は、
毎年受診している者が46.0％で、その内39歳以下は
8.7％、40歳～64歳は25.1％、65歳以上は66.2％であっ
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た。生活満足度では、現在の生活に満足している者は
77.8％で、年齢階級別での差はみられなかった。

２）生活習慣（表３）
好ましい生活習慣の実施は全体で「禁煙」、「朝食を

毎日食べる」、「飲酒習慣なし」の順に高率であった
が、「運動習慣あり」、「睡眠時間」は23.8％、21.0％と
低率であった。

性別では「朝食を毎日食べる」、「飲酒習慣なし」、
「禁煙」、「運動習慣あり」、「睡眠時間」のいずれも女
性は男性と比較して高率で、「朝食を毎日食べる」、

「飲酒習慣なし」、「禁煙」は有意な差がみられた。し
かし、「ほとんど間食をしない」は有意に男性が高か
った。

年齢階級別では、65歳以上は「朝食を毎日食べる」、
「飲酒習慣なし」、「禁煙」、「睡眠時間」は他の年齢階
級と比較して高く、「睡眠時間」以外は有意な差がみ
られた。「ほとんど間食をしない」、「運動習慣あり」
は、40歳～64歳が最も高い割合であるのに対し、39歳
以下は、6項目の内「睡眠時間」「禁煙」を除く４項目
の実施は他の年齢階級と比較して最も低率であった。
特に、39歳以下の男性は「朝食を毎日食べる」、「飲酒
習慣なし」、「禁煙」、「運動習慣あり」の4項目の実施
は最も低率であった。

３）基本属性、通院している病気及び、生活習慣と主観

的健康感 （表４、５、６、７、８）
性別では男女ともに「まあ健康な方だと思う」が約

６割、「健康ではない」が約3割で性差はみられなかっ
た。年齢階級別では、「非常に健康だと思う」「まあ健
康な方だと思う」が青壮年期、高齢期にかけて減少し
ているのに対し、「健康ではない」が加齢とともに増
加し年齢階級別で差がみられた。職業では、主婦、公
務員、民宿・マリンレジャー等のサービス業では「非
常に健康だと思う」、「まあ健康な方だと思う」が約８
～９割を占めているが、農業・漁業、建設・製造業
は、他の職業と比較して「まあ健康な方だと思う」は
低率で「健康ではない」は高率であった。通院してい
る病気との関連では、「通院している病気がある」は

「健康ではない」の割合が高く、「通院している病気が
ない」は「まあ健康な方だと思う」の割合が有意に高
かった。各年齢階級においても同様な結果であった。
健康診査の毎年受診の有無では、「毎年、健康診査を
受診している」は「毎年、健康診査を受診していな
い」と比較して「まあ健康な方だと思う」は低率で

「健康ではない」は有意に高率であったが、年齢階級
別では差はみられなかった。生活満足度との関連で
は、「生活に満足している」は「生活に満足していな
い」と比較して「非常に健康だと思う」、「まあ健康だ
と思う」は高率で「健康ではない」が有意に低率であ
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った。各年齢階級においても同様な結果であった。
次に生活習慣との関連では、「朝食」は「朝食を毎

日食べる」が「朝食を毎日食べない」と比較して「非
常に健康だと思う」「まあ健康な方だと思う」が低率
であるのに対し、「健康ではない」が有意に高率であ
った。しかし、年齢階級別にみると差はみられなかっ
た。

「飲酒」は「飲酒習慣なし」が「飲酒習慣あり」と
比較して「まあ健康な方だと思う」は低率であるが、
反面「健康ではない」が有意に高率であった。年齢階
級別では、65歳以上で「飲酒習慣なし」で「健康では
ない」の割合が高率であるのに対して「飲酒習慣あ
り」は、「まあ健康な方だと思う」が有意に高率であ
った。「煙草」は「禁煙」、「喫煙」で差はみられなか

ったが、年齢階級別では、39歳以下で「喫煙」は、
「禁煙」と比較して「健康ではない」と認識している
割合が有意に高率であった。

「間食」「運動習慣」「睡眠時間」の3項目は、主観
的健康感との関連はみられなかった。

4 考察

１. 生活習慣

好ましい生活習慣の実施は、全体で「禁煙」、「朝食
を毎日食べる」、「飲酒習慣なし」の順に高率であった
が、「睡眠時間（７～８時間未満）」、「運動習慣あり」
は低率であった。

平成10年の県民健康栄養調査7）と比較すると「朝食
を毎日食べる」、「ほとんど間食をしない」は本研究が
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高い値であったが、他の4項目は低い値であった。こ
のことより、村民は相対的に好ましい生活習慣を行っ
ていないことがわかった。

年齢階級別では65歳以上の高齢者は「朝食を毎日食
べる」、「飲酒習慣なし」、「禁煙」、「睡眠時間」で他の
年齢階級と比較して実施率が高かった。反面、39歳以
下の成人層は、６項目の内、４項目が年齢階級別の中
で最も低率であった。特に、39歳以下の男性は「朝食
を毎日食べる」、「飲酒習慣なし」、「禁煙」、「運動習慣
あり」の実施率は性・年齢階級別の中で最下位であっ
た。中高年の健康生活習慣調査10）と同様に本研究も

「飲酒習慣なし」、「禁煙」で有意に性差がみられた。
生活習慣の実施において年齢階級差、性差が生じる理
由として男女ともライフステージによって健康意識に
違いがあることや若年者の健康意識は高齢者とは異な
り健康の衰退に伴う健康行動への動機付けが弱く積極
的な行動に結びつかないことなど4）が考えられてい
る。

今後、地域住民へ現状を報告し、特に成人層の生活
習慣の改善を焦点にした活動を共に考え実施していく
ことが求められる。
２. 基本属性、通院している病気等、 生活習慣と主観

的健康感との関連

年齢階級別で加齢とともに主観的健康感の「非常に
健康だと思う」、「まあ健康な方だと思う」の割合が減
少し「健康ではない」の割合が増加していたことは、
健康づくりに関する意識調査8）と同傾向にあり、加齢
とともに主観的健康感が低下することが理解できる。

通院している病気との関連では、各年齢階級で「通
院している病気がある」者は「健康ではない」と認識
していた。このことは、現在、病気があることで自分
の健康状態を「健康ではない」と捉えており、それ
は、高齢者の主観的健康感を規定する一要因である11）

と言われているが青壮年者にも共通する要因である。
健康診査受診との関連では、「毎年、健康診査を受

診している」者は「毎年、健康診査を受診していな
い」者と比較して有意に「まあ健康な方だと思う」は
低率で「健康ではない」は高率であった。つまり、毎
年、健康診査を受診する者の約７割を高齢者が占め、
かつ高齢者に「健康ではない」と認識する者が多いこ
とからこのような結果が得られたと考える。また、高
齢者の最大の関心事は健康破綻への不安12）であること
からも毎年、健康診査を受診することで健康管理を行
っていると推測される。

生活満足度との関連では、「生活に満足している」
は主観的健康感も高かったことより芳賀らの報告11）と
同様に生活満足度が主観的健康感を高める一要因であ
るといえる。また、生活満足度は通院している病気と
の関連がみられ、通院している病気のある者は生活満
足度が低いことより疾病をもっていることが満足度を

低下させひいては、主観的健康感を低下させていると
考える。

生活習慣との関連では、「朝食」、「飲酒」の項目で
は、「朝食を毎日食べる」、「飲酒習慣なし」で「健康
ではない」と認識している者が有意に高かったことよ
り、好ましい生活習慣を行っていても「健康ではな
い」と認識していた。年齢階級別では、65歳以上の高
齢者で「飲酒習慣なし」の者に「健康ではない」と認
識している者が多かった。岩崎ら13）によると高齢者で
好ましい生活習慣を行っている者には、「非常に健康
である」と思っている者と「健康ではない」と思って
いる両者がおり、「健康ではない」と思っている者は
失われた自己の健康状態を取り戻そうと好ましい生活
習慣に努めている。つまり、本研究の高齢者は主観的
健康感が低いと認識し飲酒習慣がない好ましい生活習
慣を行うことで健康管理を行っていることが伺える。
しかし、高齢者の健康生活習慣得点の高い者が必ずし
も主観的健康感が高いとは言えない5）ことから高齢者
の好ましい生活習慣の実施が主観的健康感を高める要
因とは言い難い。「煙草」は、39歳以下（全体）で「喫
煙」は、「禁煙」と比較して「健康ではない」と認識
している割合が高かった。木原ら4）の疾病がない40歳
以上50歳未満の男性では運動の実施有無や１日の喫煙
量の違いによって主観的健康感に有意差がみられ、健
康によいことを実行していない場合、主観的健康感が
低くなっていた。本研究では、39歳以下の喫煙者の２
割弱は通院している病気があり先行研究と対象者の背
景に相違はあるが同傾向にある。つまり、「煙草は身
体に悪い影響を与えるのではないか」との不安を持ち
ながら喫煙し主観的健康感が低下したのではないか推
測される。

以上のことより、年齢、通院している病気、生活満
足度、生活習慣（朝食、飲酒、煙草）、基本健康診査
と主観的健康感との関連がみられた。年齢階級毎にみ
ると、通院している病気、生活満足度は、どの年齢で
も共通に主観的健康感と関連がみられ、生活習慣は65
歳以上の高齢者で飲酒と関連がみられ、39歳以下の成
人者で煙草と関連がみられた。

高齢者にとって主観的健康感は通院日数、病気の既
往、身体機能等の健康状態に最も影響されつつも老人
の置かれた社会、心理的な状態を反映する指標であ
る。また、主観的健康感の低い高齢者はその後の死亡
のリスクが有意に高いことなどが報告されている9）こ
とから老年人口が約３割を占める離島村の高齢者を対
象とした健康づくり対策において高齢者が病気や障害
を受容し、生活満足度が高まり主観的健康感を維持な
いし高めていけるような活動が必要であると考える。

青壮年者においては、現行の生活習慣がその後の高
齢期の健康状態に影響することより生活習慣病のリス
クファクターである好ましくない生活習慣を改善でき
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るような住民主体の取り組みが望まれる。

5 結論

離島住民の生活習慣の実態と主観的健康感との関連を
明らかにすることを目的に調査を行った結果、以下に示
す知見が得られた。
１. 好ましい生活習慣の実施率は県民健康栄養調査と

比較して「朝食を毎日食べる」、「ほとんど間食をし
ない」は高い値であったが、「飲酒習慣なし」、「禁
煙」、「運動習慣あり」「睡眠時間（７～８時間未満）」
の４項目は低い値であった。

２. 生活習慣等と主観的健康感との関連では、年齢別
では加齢と共に「健康ではない」が増加していた。ど
の年齢階級においても「通院している病気がない」、

「生活に満足している」は主観的健康感が高かった。
生活習慣では、65歳以上の高齢者は、「飲酒習慣なし」
の者が「健康ではない」と認識し、39歳以下では「喫
煙」者が「健康ではない」と認識し年齢による相違が
みられた。

３. 主観的健康感は高齢者の生命予後を規定する指標
でもあることより、高齢者の健康づくり対策を構築す
る上で健康感が維持または高めていけるような保健活
動のあり方が望まれる。

４. 今後は、主観的健康感を年齢の影響を制御しても
同様な結果が得られるのか検討を重ねる必要がある。
また、好ましい生活習慣の個々の項目に着目するだ
けではなく、各項目を総括して評価することが必要
である。
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Relation between Lifestyles and Subjective View of Health
of the Inhabitants of an Outlying Island

Kawasaki MICHIKO, P.H.N.Ｍ.Ｈ.Ｓ.

Questionnaires were employed to demonstrate relation between lifestyle and subjective view of health
of the 576 peoples whose ages are over 20 in Tokashiki village.
The relation between lifestyle (breakfast, eating between meals, drinking, smoking, exercise, sleep time),
under a hospital care, the degree of satisfaction in one's life and a subjective view of health at a valid respon-
dent of 424 persons (73.6%).

The findings were as follows:
The percentage of the plus lifestyle practice of those who practice“eating  breakfast every day”and

“almost no eating between meals”was higher than what the Prefectural Health Nutrition survey's data
show.
But the percentage of the plus lifestyle practice of those who practice “no habit of drinking”, “no smok-
ing”, “having a habit of exercise”,“have a sleep time (seven hours to under eight)”was lower than what
the Prefectural Health Nutrition survey's data show.
Relation between lifestyle and subjective view of health was strong with“not  healthy”along  with aging.  
In every age bracket, those with “no hospital care with any diseases”,“satisfied with life”were  high in
subjective view of health.  
In lifestyle, as for people of 65 and over they were aware of “no habit of drinking”,“not   healthy ”and in
those 39 and under, “smoking” persons are aware of not healthy.  These differences of age group were
observed.
To enhance subjective view of health,  factors of  “not under a hospital care”and “life  satisfied  with life”
are thought to be important.
Subjective view of health is an index for life convalescence of old people.
And furthermore, it is to be desired that healthy activity to maintain on enhancing the healthy  feeling in
constructing an old people's health care program.

Key word: Lifestyle Subjective view of Health Age Under a hospital care Satisfied with life
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